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個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い I 正しい取扱い

【確定申告】

1 令和X年分の所得税の還付申告害を提出できる期 1 還付申告害を提出できる期間は、申告書を提出で

間は、法定申告期限から起箕して 5年間であるか きる日から起算して5年間である（通法74①)。

ら、令和X年分の遠付申告害を提出できる最終日 令和X年分の所得税の還付申告密は、翌年1月 1

は、法定申告期限（翌年3月15日）から 5年後の3

月15日であるとした。 ＊

日から提出することができるのであるから、最終日

は、その5年後の応答日の前日 (12月31日）である。

令碑翌平翌牡F 呻呻呻蝉

111

ロ 三5年間（注） 1 申告密を提出できる期間は、応答日の

前日に満了する（起箕日が日によって定

められていないため、午前零時から起算

されるので初日を算入する。）。

2 申告「期限」ではないので、満了日が

土日祝日であってもその翌日とはならな

い（通法10)。

2 令和X年分の消喪税及び地方消喪税の遠付申告害 2 還付申告害を提出できる期間は、申告愈を提出で

を提出できる最終日は、法定申告期限（翌年3月31 きる日から起箕して 5年間である（通法74①)。

日）から 5年後の3月31日であるとした。 令和X年分の消我税及び地方消喪税の還付申告密

は、翌年1月1日から提出することができるのであ

るから、最終日は、その5年後の応答日の前日 (12月

31日）である（消法45、46)。

令碑 翌平翌必平呻呻呻呻

VI[
 

5年間
三

3 令和4年分の所得税について、所得税法等を適用 3 令和3年分以後の所得税については、所得税法等

して計算した場合の所得税額が、配当控除の額と年 を適用して計箕した場合の所得税額が、配当控除の

末調整に係る住宅借入金等特別控除の額との合計額 額と年末調整に係る住宅借入金等特別控除の額との

を超える場合は確定申告義務があるため、還付申告 合計額を超える場合（損失申告密を提出する場合を

帯を提出する場合であっても翌年3月15日までに提 除く。）であっても、控除 しきれない外国税額控

出しなければならないとした。 除、源泉徴収税額又は予定納税額があり還付申告と

なる場合には、確定申告義務はない（所法120、措

法41の2の2⑥二、令3改所法附則7)。

事例の場合、令和4年分の所得税の還付申告であ
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り、確定申告義務がないため、翌年3月15日までに

還付申告密を提出しなくても差し支えない。

（注）令和 2年分以前は、還付申告であっても、所

得税法等を適用して計鍔した場合の所得税額

が、配当控除の額と年末調整に係る住宅借入金

等特別控除の額との合計額を超える場合（損失

申告害を提出する場合を除く。）は確定申告義

務があるため（旧所法120、措法41の2の2⑥

二）、翌年3月15日までに提出しなければなら

三冒塁塁
法定寧告翔ぼ

寧詈書を喪出できる”閉
a§法74①)

翌年3月IS日
（所120) 丁法定寧告か双なし

翌年1月1日から
5年？

（令和3年分以誡l

＼口三書
法定申告翔ぼ

寧告書を畏出できる覧閏
仕法74(l))

注定甲告nmなし

翌年lJll日から
5年

4 提出期限が3月15日である令和X年分からの青色 4 「青色申告承認申請書」は、発信主義が適用され

申告承認申請害が令和X年3月15日付の通信日付印 る「国税庁長官が定める密類」に該当するため、事

が表示された封筒（税務署受付3月16日）により郵 例の場合は、令和X年 3月15日に提出されたものと

送されたが、通法22の規定の適用がないため令和X みなされる（令和X年分から青色申告とすることがで

年分からの寄色申告申請を承認しなかった。 きる。）。

（注）発信主義の適用範囲を定める告示（平成18年国

税庁告示第7号）は、平成18年4月 1日以後の通

信日付印が表示された郵便物等について適用さ

れる。

5 令和X年分の確定申告密を法定申告期限内に郵便 5 返戻連絡せんの日付印が法定申告期限内であった

で提出したが料金不足で返戻されたため、法定申告 としても、当該申告密を期限内に提出されたとみな

期限後の3月19日に来署し提出した。

郵便物に添付された返戻連絡せんの日付印は、法

定申告期限内の 3月11日となっていたので、当該申

告害を期限内申告害として取り扱った。

す規定はないから、事例の申告密は、期限後申告密

となる。

なお、郵便（又は信密便）により提出された場合

は、郵便物（又は信密便物）の通信日付印により表

示された日（表示がないとき又は表示が不明瞭なと

きは、通常要する送付日数を基準とした場合にその

日に相当するものと認められる日）に提出されたも

2
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のとみなされる（通法22)。

6 令和X年分の所得税について、申告義務がある者 6 法定申告期限前に死亡した納税者の相続人は、原

が申告書を提出しないまま、令和X年の翌年1月31 則としてその相続の開始があったことを知った日の

日に死亡した場合、準確定申告書の提出期限は令和 翌日から 4月以内に、令和X年分及ぴその翌年分に

X年分の法定申告期限（令和X年の翌年3月15日） 係る準確定申告害を提出することとなる（所法

であるとした。 ＊ 124、125)。

（注）令和4年 1月1日以後に提出期限が到来する

所得税の準確定申告で、令和3年度改正前にお

ける申告義務がある者の還付申告に該当するも

のについては、改正後の所法120の規定から除

かれることから、確定申告期限の定めはないこ

とに留意する。

7 法定申告期限が 3月15日である令和X年分の所得 17 申告義務がある者が確定申告密を提出せずに法定

税について、申告義務がある者が、申告害を提出し

ないまま、令和X年の翌年3月20日に死亡した場合

において、その相続人から令和X年分の準確定申告

書が令和X年の翌年7月9日（その相続があったこ

とを知った日の翌日から 4月以内）に提出されたの

で、期限内申告として取り扱った。

終日は、令和X6年12月31日であるとした。＊

申告期限後に死亡した場合、その相続人が提出する

準確定申告害には所法124①の適用がないことから、

期限後申告となる（通法18、所基通124• 125-2)。

（注）令和4年 1月 1日以後に提出期限が到来する

所得税の準確定申告で、令和3年度改正前にお

ける申告義務がある者の遠付申告に該当するも

のについては、確定申告期限の定めはないこと

に留意する。

8 令和Xl年 5月31日に死亡した者の令和Xl年分の所 8 還付申告密を提出できる期間は、申告害を提出で

得税の準確定申告密（遠付申告密）を提出できる最 きる日から起箕して 5年間である（通法74①)。

居住者が年の途中で死亡した場合に、その相続人

が還付請求をすることができるのは、死亡の日の翌

日からであるため（所法125)、最終日は、死亡の日

の翌日（令和Xl年6月 1日）の5年後の応当日の前

日（令和X6年5月31日）となる。

令炉l'• 令X2年令X3年令X1年令X5年令、X6年令＼’7年

炉死亡しtB碑 s|
I1 |』!3l

I I 

5年間
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9 居住者が年の中途で出国した場合、納税管理人を 9 所得税法上の「出国」とは、納税管理人を定めず

定めていても、出国をする日までに確定申告書を提 に国内に住所及び居所を有しないこととなる場合を

出しなければならないとした。 ＊ ， いう（所法2①四十二）。

したがって、事例の場合は、「出国」に該当せず、

納税管理人を通じて通常の確定申告期間（翌年2月

16日～ 3月15日）に申告を行うこととなる（通法

117、所法120、126、127)。

なお、「出国」後呈納税管理人の届出害を提出し

た場合は、出国をする日までに確定申告害を提出し

なければならないため、「出国」後に提出した確定

申告密（還付請求申告害を除く）は「期限後申告」

となる。

（参考）

令和3年度改正により 、納税者が納税管理人の選

任義務を履行しない場合、最終的には、納税管理人

を指定できる等の措置が講じられた（通法117)。

10 給与所得者の遠付申告書について、還付前であれ 10 確定申告行為は、申告と同時に税額が具体的に確

ば、取り下げることができるとした。＊ 定するものであるから取り下げることはできない

（通16①-)。

なお、第 3期に納税額がある申告書で、 申告義務

がない者から提出された申告密については、撤回届

出密により撤回することができる（所基通121-2)。

（参考）

確定申告害の取下げは、夫の申告密が妻の氏名で

提出された場合や法定申告期限後に提出された訂正

申告害について修正申告密又は更正の請求書と取り

扱うことができない場合など、申告密が無効と認め

られる場合において、税務署の指導により、納税者

から取下密が提出されたときに行うことができる。

【更正の請求】

11 一旦提出した更正の請求害は、たとえ、更正前で 11 更正の請求害は「更正」という行政処分を求める

あっても、取り下げることはできないとした。 ものであるから、更正が行われるまでは、法律効果

が発生していないため、取り下げることができる。

12 更正の請求害に、更正の請求の理由となった事実 12 更正の請求害に、更正の請求の理由となった事実

を証明する書類の添付がない場合、更正の請求は一 を証明する害類の添付が義務付けられているのは、

切認められないとした。 ＊ 更正の請求の理由となった事実が、 「一定期間の取引

4
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に関するものであるとき」であり、「一定期間の取引

に関するもの以外」の場合は、その事実を証明する

苦類があるときのみ笞類を恭付するこ とが義務付け

られている。

したがって、「一定期間の取引に関するもの以外」

で、その事実を証明する密類がないときには、書類

の添付がなくても更正の請求をすることができる

（通令6②)。

13 当初申告で医療喪控除の適用を失念した者に対 13 更正の請求密には、請求の理由の基礎となる「事

し、「医療投控除の明細害」を添付した更正の請求密 実を証明する害類」を添付しなければならない。

を提出させた。 ＊ したがって、医療喪控除の適用を求める場合は、

「事実を証明する書類」として支払った医療我の全

てに係る「領収忠」又は「医療毀通知」を添付する

必要がある（通法23③、通令6②)。

なお、電子により更正の請求密を提出する場合に

ついても同様である。

14 給与所得者である納税者が医療我控除を受けるた 14 申告義務がない者の還付申告忠についての更正の

めの令和4年分の遠付申告密を令和5年4月10日に 請求は、その申告害を提出した日から 5年以内であ

提出した。 れば行うことができる（所法122、所基通122-1)。

この申告密についての更正の請求の期限は、令和

4年分の法定申告期限から 5年後である令和10年 3

月15日であるとした。

15 平成X年分 (7年前）の不動産所得の金額の計算 I15 申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等
上、収入金額に箕入していた笠貸料収入について、

後に、判決において当該貨貸料収入に係る賃貸借契

約の無効が確定したとして、当該貨箕料収入を減額

する内容の平成X年分の更正の請求書を提出しよう

とした納税者に対し、減額更正できる期間である 5

年を経過しているとして、更正の請求はできないと

した。

事例の場合、遠付申告害を提出した令和5年4月

10日から 5年後の令和10年4月10日まで更正の請求

をすることができる。

の計箕の基礎となった事実に関する訴えについての

判決（判決と同一の効力を有する和解その他の行為

を含む。）により、その事実が当該計箕の基礎とした

ところと異なることが確定したときには、その確定

した日の翌日から起箕して 2月以内において、更正

の請求をすることができる（通法23②-)。

なお、上記の更正の請求をするに当たっても、請

求理由の基礎となる事実を証する密類の添付などの

要件を満たすことが必要である。

また、その課税標準の計箕の基礎となった事実の

うちに含まれていた無効な行為により生じた経済的

成果がその行為の無効であることに基因して失われ

たこと等に基づいてする更正（納付すべき税額を減

5
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少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間に

おいて生じたもの若しくは遠付金の額を増加させる

更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に

限る。）は、当該理由が生じた日から3年間すること

ができる（通法71①二）。

16 平成X年分 (7年前）の不動産所得の金額の計箕 16 通法23②より、判決等により「その事実が当該計

上、収入金額に箕入していた賃貸料収入について、 算の基礎としたところと異なることが確定したと

当該賃貸料収入に係る賃貸借契約が判決において無 き」は、その判決が確定した日の翌日から起算して

効が確定したとして、当該賃貸料収入を減額する内 2月以内であればすることができるのであるから、

容の平成X年分の更正の請求害を提出しようとした

納税者に対し、判決の言渡しの日の翌日から起箕し

て2月を超えているとして、更正の請求はできない

とした。

17 平成X年分 (7年前）の申告において、自己の事 17 申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等

業所得として申告を行っていたAが、当該事業所得 の計箕に当たってその申告をし、又は決定を受けた

は実際にはBのものであるとする更正処分があった 者に帰屈するものとされていた所得その他課税物件

ことを理由に、当該更正処分があった日の翌日に、 が他の者に帰屈するものとする当該他の者に係る国

当該事業所得を減額する内容の平成X年分の更正の 税の更正又は決定があったときは、当該更正又は決

請求害を提出したので、請求どおり平成X年分の更 定があった日の翌日から起箆して 2月以内におい

正処分を行った。 て、更正の請求をすることができることとされてい

る（通法23②二）。

しかしながら、当該更正の請求の理由は、通法71

（国税の更正、決定等の期間制限の特例）に規定す

る事由に該当しないことから、当該更正の請求に基

づく更正は、法定申告期限から 5年を経過した日以

後においては、することができない。

18 X年分の確定申告（黒字の事業所得のみを有し、

所得控除により納付すべき税額は0円のもの。）につ

いて、事業所得に係る必要経毀の計上淵れがあると

する納税者に対し、当該計上淵れを是正しても、事

業所得の金額は黒字で税額に異動は生じないにもか

かわらず、更正の訥求ができるとした。 ＊

判決の言渡しの日の翌日からではない。

なお、判決等の確定の時期の判断に当たっては、

判決確定証明等により確認を行う。

18 更正の請求をすることができるのは、次の場合に

限られている。

イ 納付すべき税額が過大であるとき

ロ 純損失等の金額が過少であるとき

ハ還付金の額が過少であるとき

事例の場合は、純損失等の金額が生じておらず、

税額にも異動がないため、更正の請求をすることは

できない（通法23①)。

6
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19 脱税事件の刑事事件判決が確定した納税者が、修 19 通法23② （後発的事由による更正の請求）に規定

正申告額よりも当該刑事事件において認定された所 している「その申告等に係る課税標準等又は税額等

得金額の方が少額であったことから、当該認定所得 の計箕の基礎となった事実に関する訴えについての

金額までの減額を求める更正の請求を当該判決確定 判決」とは、民事事件の判決を指すのであり、刑事

日の翌日から起算して 2月以内に提出してきたた 事件の判決は、更正の請求の理由とならない（通法

め、当該判決文の写しを更正の請求密に添付させた 23②-、最高裁昭60.5.17判決）。

上で、当該認定所得金額まで減額更正を行った。

20 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、 20 家内労慟者等の事業所得等の所得計箕の特例は、

措置法の規定であることから、当初申告で特例計算 一定の場合に必要経袈を55万円（令和元年分以前は

をしていなかった場合、更正の請求により適用を受 65万円）とするという規定であって、 「できる」規

けることはできないとした。 定ではないこと及ぴ確定申告密への特例計箕をした

旨の記載要件がないこと（措法27)から、更正の請

求をすることができる。

（注）確定申告密に控除を受けるべき金額等の所定

の事項を記載した場合等に限り適用することと

されているものは、原則として、更正の請求に

よって適用を受けることはできない。

21 後発的事由に基づく更正の請求の事由（通法 I21 裁判所の関与なくされた当事者間の合意は判決と
23②)には、 「申告等に係る課税標準等又は税額等の

計箕の基礎となった事実に関する訴えについての判

決（判決と同一の効力を有する和解その他の行為を

含む。）」と規定されているので、裁判所の関与なく

なされた当事者間での「合意」であっても、更正の

請求の事由に該当するとして減額更正を行った。

同一の効力を有する和解等とはいえず、通法23②は

適用されない（平3.8. 1裁決）。

（注）判決と同一の効力を有する和解には裁判上の

和解（民訴法89) と訴え提起前の和解（同法

275) のほか、例えば、民事調停（民調法16、

24の3)、調停（家審法21)等があり、いずれ

も調害に記載することを要する（民訴法267)。

22 政党等寄附金がある場合において、確定申告の際 22 政党等寄附金特別控除（税額控除）は、確定申告

に政党等寄附金特別控除（税額控除）の適用を受け 書に控除に関する記載があり 、計箕に関する明細密

ていなかったとの申立てに対し、更正の請求により や証明密類の添付がある場合に限り適用があるもの

政党等寄附金特別控除（税額控除）の適用を受ける とされている（措法41の18③)から、更正の請求は

ことができるとした。 ＊ 認められない。

ただし、寄附金控除については、政党等寄附金特

別控除（税額控除）のような記載要件等はないこと

から更正の請求により適用できる。
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個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い I 正しい取扱い

23 法令の解釈について課税庁が敗訴した結果、新た 23 税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長

に判決内容に沿った法令解釈通達が公表されたが、 官が発した通達等に示されている法令の解釈が判決

過去に当該解釈に係る通達は公表されていないこと 等に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官に

から、国税庁長官の法令の解釈が変更されたものと より公表されたことにより、税額等が異なることと

はいえず、更正の請求に係る後発的事由に該当しな なる取扱いを受けることとなった場合は、その事実

いとした。 を知った日の翌日から起算して 2月以内に更正の請

求をすることができる（通法23②、通令6①五）。

なお、個々の納税者が知った日がいつであるかに

かかわらず、減額更正の除斥期間は減額更正の期間

制限（法定申告期限から原則 5年）による（通法

70①)。

（注） 1 「国税庁長官が発した通達等」には、通

達のほか、国税庁ホームページ及び国税庁

が作成 ・配布するパンフレットなど各種納

税者への周知資料等が含まれる。

2 職員が公務外で執筆した害籍等において

見解を表明したとしても、これは「国税庁

長官の法令の解釈」には当たらない。

24 青色申告者から令和X年分に生じた純損失の金額 I24 斉色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額
について繰戻しによる還付請求があったため、所得

税が減額となることに伴い、復興特別所得税も減額

して当該還付請求を認めた。

の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したと

ころで税額を再計算すると税額が遠付となる場合な

ど、一定の要件を満たせば、「純損失の金額の繰戻し

による所得税の還付請求手続」をすることができる

が、この場合に還付請求ができるのは所得税のみで

あり、復興特別所得税については還付請求できない

（所法142)。

25 平成30年分の所得税の確定申告をした者（申告義 25 更正をすることができないこととなる日前6月以

務あり）から、令和6年3月15日に、更正の請求を 内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請

したい旨の相談を受けたが、更正処分の期限当日な 求があった日から 6月を経過する日まですることが

ので、今から更正の請求密を提出されても更正の処 できる（通法70③)。

理はできないとした。 ＊

26 平成30年12月に事業を廃止した納税者から、当該 26 事業の廃止後に、廃止した事業に係る必要経按が

廃止した事業に係る必要経我が令和元年12月に確定 生じた場合には、所法152《各種所得の金額に異動を

したにもかかわらず、所法63《事業を廃止した場合 生じた場合の更正の請求の特例》に基づき、当該事

の必要経毀の特例》の適用を失念していた旨の相談 実が生じた日の翌日から 2月以内に限って更正の請

があったため、令和6年3月15日までは、平成30年 求をすることができる。
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個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤っ｀ た取扱い

分の更正の請求をすることができるとした。

正しい取扱い

事例の場合、必要経要が生じた日は、令和元年12

月であるため、更正の請求期限は、令和 2年 2月と

なる。

なお、所法152は、通法23①の更正の請求の特則で

あることから、通法23①所定の更正の請求の期限内

(5年以内）であっても、所法152に定める期限（事

実発生日から 2月以内）を徒過した場合は、更正の

請求をすることができない。

【更正 ・決定等の期間制限】

27 申告義務がある者から令和X年分の確定申告密が 27 期限内申告密に対する増額更正の除斥期間は5年

令和X年の翌年3月2日に提出された場合に増額更 であるが、この場合の起算日は、確定申告書の提出

正をすることができる最終日は、提出日の5年後の 日の翌日ではなく、法定申告期限の翌日である（通

3月2日であるとした。 法24、70①)。

したがって、令和X年分の増額更正をすることが

できる最終日は、 5年後の応答日の前日 (3月15日）

となる。

令X年翌年翌々年 3年目 4年目 5年目 6年目

問年5
 

6
 

ー3

1

2

告

I

↑
 

3

申

6
日
Il答凸

28 給与所得者（年末調整済み）から令和X年分の医療 28 還付請求申告密に係る、増額更正の除斥期間の起

我控除に係る遠付申告忠が令和X年の翌年2月2日 鍔日はその申告書の提出日の翌日である（通法24、

に提出された場合、その医療喪控除を減額する内容 70①)。

の増額更正をすることができる最終日は、その法定 したがって、令和X年分の医療跨控除を減額する

申告期限から 5年後の3月15日までであるとした。 増額更正をすることができる最終日は、その 5年後

の応答日の前日 (2月2日）である。

令X年翌年翌々年 3年目 4年目 5年目 6年目
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申告
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個人課税関係誤りやすい事例（国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

【参考：国税の更正、決定等の期間制限等】
一

区分 原則 偽りその他不正の場合

更正（増額 ・減額）又は決定 法定申告期限から 5年（通法70①ー） （注）

法定申告期限から 7年
（通法70⑤)

加箕税の賦課決定
納税義務成立の日（法定申告期限経過の時）
から 5年（通法70①三、通法15②十四）

更正の除斥期間の終了する日前6月以内に その更正の印求日から 6月を経過する日（通
提出された更正の請求に係る更正又はそれに

：` ［三戸霜品贔？よ1口詞：ここ；畠ご口
（注） 更正又は決定の場合の起互日は、法定申告期限（還付諸求申告むに係る更正は、申告苦の提出日。

還付請求申告害の提出がない場合にする決定又はその決定後の更正は、納付すべき税額があるとした場合の

法定申告期限）の翌日である（通法70①ーかっこむ、通令29①)。

29 税額に異動はないが所得金額が増加するため修正 29 修正申告は、税額を増加させる場合又は純損失等

申告をするよう指導した（純損失等の金額に係るも が過大である場合にすることができるのであって、

のではない。）。 所得金額が増加しても税額が増加しない場合は、す

ることができない（通法19①、大阪地裁昭56.11.13

判決）。

30 本人から任意に提出された修正申告害については 30 国税の徴収権は、偽りその他不正の行為により税

受取拒否できないため、何年前の修正申告忠でも提 額を免れた場合を除き、その法定納期限から 5年間

出できるとした。 ， 行使しないときには時効により消滅することとなる

ので、法定納期限から 5年を超えた年分の修正申告

密は提出することができない（通法72、73)。

31 更正決定期間は、法定申告期限から 5年間である 31 令和2年4月 1日以後に法定申告期限等が到来す

から、国外取引等の申告淵れについても、法定申告 る国税について、国外取引等の課税に係る更正決定

期限から 5年間が経過すると、更正決定はできない 等の期間制限に関し、次のイに掲げる事由が生じた

とした。 場合において、次の口に掲げる事由に基づいてする

更正決定等については、租税条約等の相手国等に対

して情報提供要請に係る密面が発せられた日から 3

年間は行うことができることとされている（通法

71①四、令2改通法附則52②)。

イ 国税庁等の当該職員が納税者に国外取引又は国

外財産に関する書類又はその写しの提示等を求め

た場合において、その提示等を求めた日から60日

を超えない範囲内においてその準備に通常要する
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個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い I 正しい取扱い

日数を勘案して当該職員が指定する日までにその

提示等がなかったこと

ロ 国税庁長官が租税条約等の規定に基づきその租

税条約等の相手国等に上記イの国外取引又は国外

財産に関する情報提供要請をした場合（一定の制

限あり。）において、その課税標準等又は税額等

に関し、租税条約等の相手国等から提供があった

情報に照らし非違があると認められること

32 調査の結果、 6年前及ぴ7年前の年分に偽りその 32 6年前及び7年前に偽りその他不正の行為があっ

他不正の行為があったことから 7年前までの各年分 た場合には、偽りその他不正の行為により全部又は

に係る所得税等の修正申告密を徴し、その後、 7年 その一部を免れた部分（税額）だけでなく 、当該国

前の年分に係る所得控除が過大であること（単純な 税の全体が 7年の除斥期間に服することになるか

計箕誤り）が判明した場合に、当該所得控除の誤り ら、偽りその他不正の行為に起因する税額が是正さ

については、偽りその他不正の行為がないため、修 れた後であっても、所得控除の誤りに係る修正申告

正申告ができないとした。 をすることができる。

【過少申告加算税】

33 職権による減額更正の後に修正申告害が提出され 33 職権による減額更正がなされている場合は、当初

た場合、修正申告による増差税額全額に対し、過少 申告税額に達するまでの税額は加箕税の対象額から

申告加箕税を賦課した。 控除することとなる（通法65⑤二）。

［例】
I 

|
口 口

当初申告額 汝額更正（粒権） 修正巾告（ 1) j}正申告 (2)

※ 網掛け部分は加葬税を賦課しない。

34 令和Xl年分から令和X3年分までの実地調査に係る 34 平成29年 1月1日以降に法定申告期限等が到来す

事前通知を行った後、具体的な非違を指摘するまで る国税については、調査対象税目、調査対象期間及

の間に、調森対象者から提出された調査対象年分の び実地調査を行う旨の通知以降、かつ、その調査が

修正申告書（当初期限内申告）について、更正を予

知しない修正申告害に該当するため、過少申告加算

税を賦課できないとした。 ＊

あったことにより更正を予知する前にされた修正申

告に基づく過少申告加算税の割合については、 5%

（期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超え

る部分は10%) とされた（通法65①②、平28改通法

附則54③)。

したがって、事例の場合、調査対象の全年分につ

いて 5%（加重分については10%)の割合で過少申
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個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い I 正しい取扱い

告加算税を賦課することとなる。

35 相続人が、被相続人に係る準確定申告密について 35 「被相続人に課されるべき国税」とは、相続開始

修正申告書を提出した場合の加箕税の計算につい の時において、被相続人につき既にその課税要件を

て、当該加箕税は 「被相続人に課されるべき国税」 充足し、国税の納付義務が成立しているがまだ申

であり、「被相続人から承継した国税」に該当するこ 告、更正決定等の確定手続が行われておらず、その

とから、本税に対する加箕税を計箕した後、当該加 結果、納税義務が具体的に確定するに至っていない

算税を相続分であん分して計算した。 国税をいうから、相続人が、被相続人に係る準確定

申告帯について修正申告害を提出した場合の加算税

は、相続開始の時点において 「被相続人に課される

べき国税」とはいえない（通法5)。

したがって、事例の加箕税は、各相続人単位で計

箕する必要がある（本税の額を相続人分であん分

し、当該金額を基に計算する。なお、各相続人に係

る加鍔税額が5,000円未満となる場合は、当該相続人

に対して加箕税は賦課しない。） （通法118③、通法

119④、通基通5条関係の4)。

【イメージ】被相続人の提出した確定申告について更正を行う湯合
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36 期限後申告等があった場合の加算税の賦課決定期 136 令和2年4月 1日以後に法定申告期限等が到来す

限は、法定申告期限から 5年間であるから、法定申 る国税について、賦課決定をすることができなくな

告期限から 4年11か月後に自主的な期限後申告密が

提出された場合であっても、法定申告期限から 5年

を経過した場合は、無申告加算税が賦課できないと

した。

る日前3月以内にされた納税申告書の提出（調査に

よる更正決定を予知してされたものを除く。）に係

る無申告加箆税（ 5%)の賦課決定については、当

該申告書の提出がされた日から 3月を経過する日ま

で行うことができる（通法70④、令 2改通法附則

52①)。

【加重分】

37 過少申告加箕税の累籾増差税額の計箆に当たっ 37 累和増差税額の計算に当たっては、納付すべき税

て、納付すべき税額のうちに、修正申告の基礎とさ 額のうちに、修正申告の基礎とされなかったことに

れなかったことについて正当な理由があると認めら ついて正当な理由があると認められる部分は加算し
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個人課税関係誤りやすい事例（国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い

れる部分も加箕した。

正しい取扱い

ない（通法65②③⑤)。

なお、次の事由があるときも、それに相当する部

分の金額は、累和増差税額に加箕しない。

イ 納付すべき税額を減額させる更正によって減額

された部分

ロ 不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は

判決による更正の全部又は一部の取消しがされた

部分

ハ 同年分の先の調査時の重加対象税額に相当する

部分（付表八の三の記載要領(7)参照）

38 期限内に提出した国外財産調密に記載がない国外 138 自主修正（通法65⑥ （令和5年12月31日までは通

財産である預金に係る利子が申告漏れであったとす 法65⑤)適用）の場合でも、国送法6③の加重措四

る修正申告書（当初申告は期限内申告）が提出され

たが、自主的な修正申告であるため、加葬税を賦課

しなかった。

は適用されるため、事例の場合、 5％の過少申告加

箕税を賦課する（平29.9. 1裁決），

39 令和X2年4月に令和Xl年分の期限後申告を行った 39 国送法第6⑥は、国外財産調密が提出期限後に提

後、同年8月に国外財産の申告漏れに気付いて自主 出されたことを前提とし、それ以後に修正申告害の

的に修正申告をし、同年9月に令和Xl年12月31日分

の国外財産調困を提出した者に対し、同調密は期限

内に提出されたものとみなされることから、軽減措

罹の適用があるとした。

【無申告加算税】

提出があった場合（修正申告密の提出があった場合

において、国外財産調害が提出されていることを要

件とするもの）の取扱いを定めたものであるため、

自主修正申告害の提出後に国外財産調害が提出され

た場合には、当該国外財産調害は期限内に提出され

たものとはみなされず、事例の場合、 5％を加重し

た加箕税を賦課する（平29.9. 1裁決）。

40 申告納税額200,000円の令和X年分の所得税及び復 140 期限後申告密の提出が、調査があったことにより

興特別所得税の確定申告密（期限後申告害）が令和 決定を予知してされたものではなく、期限内申告害

X年の翌年4月1日に自主的に提出されたため、無

申告加鍔税10,000円を賦課決定した。

なお、納税者は口座振替納付を選択していたが、

この申告納税額200,000円を、期限後申告書を提出す

る前日 (3月31日）に納付していた。 ＊

13 

を提出する意思があったと認められる一定の場合

（注）で、かつ、法定申告期限から 1月を経過する

日までに提出されたものに該当するため、無申告加

箕税を課さない（通法66⑨ （令和5年12月31日まで

は通法66⑦)、通令27の2)。

なお、上記に該当する期限後申告密の提出があっ

た場合で、その後に修正申告書の提出又は更正が

あったときは、過少申告加算税が課されることとな．

る（通法65①かっこ書）。
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誤った取扱い 1 正しい取扱い

（注） 1 「一定の場合」とは、次の全ての要件を

満たしている場合をいう。

イ 期限後申告書の提出があった日の前日か

ら5年前の日までの間に、その期限後申告

書に係る国税の屈する税目について、期限

後申告書の提出又は決定があったことによ

る無申告加箕税又は重加算税（無申告重加

箕税）を賦課されたことのない場合で、通

法66⑨ （令和 5年12月31日までは通法

66⑦)の適用を受けていないとき

ロ 当該期限後申告書に係る納付すべき税額

の全額が、法定納期限（口座振替納付の手

続の依頼を税務署長等が受けていた場合に

は、その期限後申告害を提出した日）まで

に納付されていた場合

2 この取扱いは「無申告加箕税を賦課しな

い」こととしたものであって、 「期限後申告

を期限内申告として取り扱うこととしたも

の」ではないため、上記の要件を満たしてい

る場合であっても、期限内申告を要件とする

特典等（55万円 （一定の要件を満たす場合は

65万円）の斉色申告特別控除など）は認めら

れない。

41 確定申告期限後に提出された還付申告書について 41 遠付を受けるための申告書で、期限内申告密以外

遠付金の額を減少させる修正申告密の提出があった のものを「還付請求申告密」という（通法61①二、

場合に、無申告加箕税を賦課した。 通令26①)。

14 

期限内申告書又は還付請求申告害が提出された場

合において、修正申告密の提出又は更正があったと

きは、当該納税者に対し、過少申告加葬税を賦課す

ることとなる（通法65①)。なお、遠付請求申告害

は、課税標準や税額等を正当に計算した場合に、当

該申告害の提出により納付すべき税額がないものに

限られるため、確定申告期限後に遠付申告があった

場合で、その後の更正又は修正申告によって生じた

増差税額が当初申告の還付金の額に満たない場合

は、増差税額に対して過少申告加鍔税を課すことと

なるが、 当該増差税額が当初申告に係る遠付金の額

を超える場合は、遠付請求申告害に対してなされた

更正又は修正とはいえず、増差税額に対して無申告

加算税を賦課するこ ととなる（通法17②、18②、
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誤った取扱い 正しい取扱い

66①、通令26)。

（参考）

〇所術税の遠付申告に対する修正巾告又は更正に係る加勾税の1関係

当初99I告 雰闊醤間 1 加醤戸
所法120の 還付又は0円※ 過少申告加勾税
遠付閉求申告芯 期限後申告tf
（申告義務あり） 納付 熊申告加狂税

所法122の
疏定申告Jり1限後

遠付又は0円※ 過少申告加狂税
遠付請求申告芯

に提出
（申告義務なし） 納付 無,,,告加狂税

※ 通令26に規定する還付請求IIl告笞
※ 令和3年分以後（令和4年1月1日以後に提出期限が到来する中告丼）
については、下段のみとなる．

42 調査の結果、納税者から税務署が指摘していない 42 通法66⑧ （（令和5年12月31日までは通法66⑥))

内容を含む期限後申告害が提出されたため、当該指 は、 「期限後申告密の提出」が更正又は決定を予知し

摘 していない内容については、「更正又は決定を予知

してされたものではないとき」に該当するとして、

これに係る税額相当部分に対しては 5％の割合によ

る無申告加鍔税を賦課することとした。

ていなかった場合には、無申告加箕税の割合を5%

とする旨規定しているから、適用されるか否かはそ

の提出自体が更正又は決定を予知していたか否かに

より判断するこ ととなり、その内容に更正又は決定

を予知していなかった部分があるか否かによって判

断するものではない。

・したがって、調査において税務署が指摘していな

い内容を含む期限後申告芯が提出された場合であっ

ても、その提出自体が税務署の指摘に基づいてされ

たものである限り、通法66⑧ （令和5年12月31日ま

では通法66⑥)を適用して 5％の割合による無申告

加箕税を賦課するのではなく、全体に対して15％の

無申告加箕税を賦課することとなる。

43 調査の結果、令和X年分の期限後申告害（申告納税 43 無申告加算税の対象となる納付すべき税額が50万

額600,000円）が提出されたため、無申告加鍔税 円を超えるときは、その超える部分に対する無申告

90,000円を賦課決定した。 加勾税の割合は20％となるから、事例の無申告加箕

15 

税の額は95,000円となる（通法66②)。

なお、この期限後申告害の提出が決定を予知して

されたものでない場合（いわゆる自主的申告の場

合）は、上記にかかわらず、無申告加算税は納付す

べき税額の5％となる。

※ 令和6年 1月 1日以後に法定申告期限が到来す

る国税については、無申告加算税の対象となる納

付すべき税額が300万円を超えるときは、その超え

る部分に対する無申告加算税の割合は30％となる

（通法66③)。
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誤った取扱い I 正しい取扱い

44 調査の結果、令和5年6月に令和4年分の期限後 I44 調査の結果、決定を予知して提出された期限後申
申告書が提出された。

納税者は、令和元年9月にも自主的な期限後申告

書を提出し、無申告加算税を賦課されていたことか

ら、無申告加鍔税の割合15％に10％を加箕して無申

告加算税を賦課した。 ＊

告書に係る無申告加算税について、当該期限後申告

書の提出等があった日の前日から起鍔して 5年前ま

での間に、無申告加算税（期限後申告書等の提出が

更正予知によるものに限る。）を課されたことがある

場合には、無申告加算税の割合に10％を加算して無

申告加算税を賦課する（通法66⑥ （令和5年12月31

日までは通法66④))。

事例の場合、平成元年9月に賦課された無申告加

算税は決定予知によらないものであるため、令和4

年分の期限後申告害に対する無申告加算税の割合

は、 15％となる。

（注）短期累犯に係る加重措置は、平成29年 1月 1

日以降に法定申告期限等が到来する国税につい

て、適用される。

45 調査の結果、令和6年 6月に令和3年分～ 5年分 I45 令和6年 1月 1日以後に法定申告期限が到来する
の期限後申告密が提出された。

当該期限後申告密は、同日に提出されたため、繰

り返し行われる無申告行為には該当しないものとし

て、各年分について15％の割合で無申告加箕税を賦

課した。 ＊

16 

国税について、期限後申告等があった場合におい

て、その期限後申告等に係る国税の前年及び前々年

の当該国税の屈する税目について、 「無申告加算税

（期限後申告又は修正申告が、調査通知前に、か

つ、更正予知する前にされたものであるときに課さ

れたものを除く。）を課されたことがあるとき若しく

は無申告加算税に代えて課される重加鍔税（以下

「特定無申告加箕税等」という。）を課されたことが

あるとき」、又は「特定無申告加箕税等に係る賦課決

定をすべきと認めるとき」は、その期限後申告等に

基づき課する無申告加算税等の額は、その期限後申

告等に基づいて納付すべき税額に10％の割合を乗じ

て計算した金額を加箕した金額となる（通法66⑥

二、68④二）。

事例の場合、令和 5年分の前年及ぴ前々年である

令和4年及び令和3年分の期限後申告が、「特定無申

告加箕税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき」

に該当するため、令和5年分の期限後申告に対する

無申告加箕税の割合は、 15％に10％を加箕した25％と

なる（通法66⑥ （令和 5年12月31日までは通法

66⑤)、令5改通法附則23③)。
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誤 つ た 取 扱 し‘ 正 し vヽ 取 扱 vヽ

埜調査の結果、令和6年6月に令和3年及び令和4 埜 令和 6年 1月 1日以後に法定申告期限が到来する

年分の修正申告害（当初申告は自主的な期限後申告 国税の、期限後申告等があった場合において、その

害）並ぴに令和 5年分の期限後申告帯が提出され 期限後申告等に係る国税の前年及び前々年の当該国

仁 税の屈する税目について、「無申告加算税（期限後申

令和3年分及び令和4年分において、既に自主的 告又は修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予知

な期限後申告書が提出されており、 3年連続無申告 する前にされたものであるときに課されたものを除

ではないので、令和5年分については15％の割合で < 2) を課されたことがあるとき若しくは無申告加算
無申告加算税を賦課決定した2 * 税に代えて課される重加箕税（以下「特定無申告加

箕税等」という 2) を課されたことがあるとき」、又

は「特定無申告加箕税等に係る賦課決定をすべきと

認めるとき」は、その期限後申告等に基づき課する

無申告加箕税等の額は、その期限後申告等に基づい

て納付すべき税額に10％の割合を乗じて計算した金

額を加箕した金額となる（通法66@二、 68④二）2

この特定無申告加算税等には、通法66Q2ニに規定

する期限後申告害の提出があった後に修正申告密を

提出した場合に課される無申告加箕税も含まれる

（通法66⑥二）2

したがって、事例の場合、令和5年分の前年（令

和4年分）及び前々年（令和3年分）において、自

主的な期限後申告害の提出があった後に修正申告密

を提出したことにより無申告加箕税が課されること

となるため、令和5年分の期限後申告に対する無申

告加算税の割合は、 15％に10％を加箕した25％とな

る（通法66⑥二）。

且 令和 3年分から令和5年分までの年分について無 旦令和6年 1月 1日以後に法定申告期限が到来する

申告である納税者に対し調査通知を行ったところ、 国税の、期限後申告等があった場合において、その

実地調査に着手する前に、各年分の期限後申告害 期限後申告等に係る国税の前年及び前々年の当該国

（決定があるべきことを予知していない場合に該 税の屈する税目について、「無申告加箕税（期限後申

当）が提出されたので、令和5年分につき、一定期 告又は修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予知

間に繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加 する前にされたものであるときに課されたものを除

箕税等の加重措置は適用されないと考え、 10％の割 < 2) を課されたことがあるとき若しくは無申告加箕
合の無申告加算税を賦課決定した2 * 税に代えて課される重加箕税（以下「特定無申告加

箕税等」という 2) を課されたことがあるとき」、又

は「特定無申告加箕税等に係る賦課決定をすべきと

認めるとき」は、その期限後申告等に基づき課する

無申告加勾税等の額は、その期限後申告等に基づい

て納付すべき税額に10％の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額となる（通法66⑥二、 68cつ。

したがって、当該無申告加算税等の加重措置は、

17 
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更正決定を予知して提出された期限後申告等に限ら

ず、「調査通知後、かつ、更正決定予知前に提出され

た期限後申告密等」も当該加重措置の適用対象とな

ゑ

事例の場合、令和3年分及び令和4年分の期限後

申告害は、「調査通知後、かつ、決定予知前に提出さ

れた期限後申告書等」に該当するため、令和5年分

の期限後申告に対する無申告加算税の割合は、 10%

に10％を加節した20％となる（通法66⑥二）。

I 

堡調査の結果に基づき、納税者から令和3年分から 埜 令和6年 1月 1日以後に法定申告期限が至l」来する

令和5年分の期限後申告書が提出されたため、令和 国税の、期限後申告等があった場合において、その

5年分の期限後申告に基づいて納付すべきこととな 期限後申告等に係る国税の前年及び前々年の当該国

る税額については、一定期間に繰り返し行われる無 税の屈する税目について、「無申告加算税（期限後申

申告行為に対する無申告加箕税等の加重措置 告又は修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予知

(10%)を適用するところ、納税者は、当該期限後 する前にされたものであるときに課されたものを除

申告書の提出日の前日から起箕して 5年前までの間 < 2) を課されたことがあるとき若しくは無申告加箕
に、調査による無申告加箕税を賦課されたことがあ 税に代えて課される重加箕税（以下 「特定無申告加

るため、更に10％加箕し35％の割合で賦課決定し 算税等」という2) を課されたことがあるとき」、又

迄＊ は「特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと

認めるとき」は、その期限後申告等に基づき課する

無申告加箕税等の額は、その期限後申告等に基づい

て納付すべき税額に10％の割合を乗じて計算した金

額を加葬した金額となる（通法66⑥ぺ 68＠づ2

なお、上記通法66@―及び同法68④―に規定する

一定期間に繰り返し行われる無申告行為に対する無

申告加箕税等の加重措置 （連年無申告による加重措

置）に該当し、更に、通法66⑥ー及ぴ同法68④ーに

規定する過去5年以内に無申告加箕税等を課された

場合の加重措四（短期累犯による加重措置）にも該

当する場合であっても、どちらか一方の加重措置の

みを適用し、重複適用はしないこととされている

（通法66虚、 68④)2

したがって、事例の場合、連年無申告による加重

措置の適用要件と短期累犯による加重措四の適角要

件との両方に該当する場合であっても重複して適用

しないため、令和5年分の期限後申告に対する無申

告加算税の割合は、 10％を加箕した25％となる（通

法66⑥)g

18 
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堡 調査の結果に基づき、納税者から令和3年分から 堡 通法ll9Qの規定により、無申告加算税又は重加算

令和5年分の期限後申告害が提出された2 税の全額が切り捨てられた、又は切り捨てられる場

令和4年分及び令和 5年分については無申告加算 合については、通法66⑮ゴこ規定する「特定無申告

税の賦課決定の対象となり、令和3年分については 加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加

通法119@（国税の確定金額の端数計算等）に該当 箕税等に係る賦課決定をすべきと認める場合」には

し、無申告加算税が不徴収となったが、「無申告加 該当しないため、一定期間に繰り返し行われる無申

箕税等を賦課決定すべきと認められるとき」に該当 告行為に対する無申告加算税等の加重措置の適用は

するため、令和 5年分の期限後申告に対する無申告 ない（通法66@、通法119④、平12.7. 3付「申告所

加勾税につき、一定期間に繰り返し行われる無申告 得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申

行為に対する無申告加箕税等の加重措置 (10%) を 告加箕税の取扱いについて（事務運営指針）」の第2

適用した2 * の6).

事例の場合、令和3年分については無申告加箕税

が不徴収であるため、「特定無申告加算税等を課され

たことがあり、又は特定無申告加箕税等に係る賦課

決定をすべきと認める場合」に該当しないことか

ら、一定期間に繰り返し行われる無申告行為に対す

る無申告加箕税等の加重措四の適用はない2

登 短期累犯による無申告加葬税等の加重措四の適用

判定に当たっても同様。

【重加算税】

50 調査の結果、一部が重加算税となり 、過少申告加 50 「隠蔽 ・仮装」の行為があった場合、過少申告加

箕税の加重分があったため、加重分より先に、加重 箕税に代えて重加箕税が賦課されることとなるが、

分以外の部分に代えて重加箕税を賦課した。 過少申告加箕税対象額に加重分がある場合には、加

箕税額は加重部分から先に充てて重加箕税を賦課す

ることとなる（通令27の3)。

［例I
期限内申告税額 200万円

増差税額 900万円

内頂加対象税額 100万円

ヽ

蕊
• : • • • • • ・万．• ．・ • ．. 円..． • .． .：． .笈.ヽ． へ・： ． ； ： 誼加算税
': ':'.10" 0 ' : 
●''....  

増差税額 600万円 15%（加直分）

200万円 10%（通常分）

｀ 200万円 期限内申告税額

51 重加算税と過少申告加箕税の両方が賦課される場 51 重加箕税と過少申告加算税の両方が賦課される場

合に、合計額で不徴収基準の判定をした。 合の不徴収基準の判定は、それぞれの加算税の額で

判断する（通法119④、平12.7. 3付「申告所得税及

19 



個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い I 正しい取扱 い

び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算

税の取扱いについて（事務運裳指針）」の第3の6)。

52 消喪税の基準期間において 「隠蔽・仮装」の行為 I52 基準期間の「爵蔽 ・仮装」により新たに申告義務
があり、その課税売上高が1,000万円超となったこ

とに連動して、新たに本課税期間の消我税の申告義

務が生じた場合、基準期間及び本課税期間ともに

「隠蔽 ・仮装」に基づくものとして重加箕税を賦課

した。

【不服審査】

が生じたという事実のみをもって、本課税期間の増

差税額全額に重加箆税を賦課するのは相当でなく、

無申告加箕税を賦課することとなる（平12.7. 3付

「消要税及び地方消喪税の更正等及び加算税の取扱

いについて（事務運営指針）」の第2のWの5)。

なお、各課税期間の消我税の納税義務を隠蔽する

ために、これに対応する基準期間の課税売上高の一

部を隠蔽する行為が、客観的にみて各課税期間の課

税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の

熙蔽行為と評価することができる場合については、

消袈税の増差税額の全額について、無申告重加算税

を賦課する（平21.6. 26付「『個人課税事務提要（事

務手続編）』の制定について」（事務運営指針））。

53 白色申告者から提出された更正の請求について、 53 平成28年4月以降に税務署長がした処分に不服が

請求の一部を認容する場合又は更正の請求に理由が ある者は、青色申告者か白色申告者かにかかわら

ない旨の通知をする場合に係る不服申立ては、再調 ず、再調査の請求若しくは直接審査請求を選択する

査の請求と審査請求との選択ができないとした。 ことができる（通法75①)。

54 再調査の請求及び審査請求は、処分があったこと 54 平成28年4月 1日以降に行われる処分に係る不服

を知った日の翌日から 2月以内に行わなければなら 申立てについては、再調査の請求及び審査請求とも

ないとした。 に、処分があったことを知った日の翌日から 3月以

【その他】

内に行うことができる。（通法77①)

ただし、再調査の請求の決定後に行う審査請求に

ついては決定書の送達日の翌日から 1月以内に行わ

なければならない（通法77②)。

55 入退院を繰り返す納税者について、その息子から 55 納税管理人がある場合や相続があった場合などの

「予定納税通知書を私あてに送付して欲しい」との 例外を除き、送達を受けるべき者（納税者本人）の

申し出があったため、息子の住所地に送付すること 住所又は居所（事務所及び事業所を含む。）に送達す

とした。 ることとされている（通法12①、通基通12条関係）。

なお、納税管理人の届出害は、納税者が国内に住

20 



個人課税関係誤りやすい事例 （国税通則法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い I 正しい取扱い

所等を有していない又は有しないこととなる場合に

提出する届出書であり、国内に住所等を有する場合

は提出することができない。

56 災害その他やむを得ない理由による申告期限の延 56 災害その他やむを得ない理由がやんだ日から 2月

長について、申告期限から 2月以内とした。 以内となる（通法11)。

57 災害その他やむを得ない理由による申告期限の延 57 「申告期限の延長」は、地域指定による場合を除

長の申請は、確定申告期限までに提出しなければな き、密面による申請が必要とされているが、この申

らないとした。 請は、災害その他やむを得ない理由がやんだ後相当

の期間内に行われなければならないこととされてい

る（通令3)。

58 仕事の都合で海外へ出張しているとの理由は、通 58 仕事の都合で海外へ出張しているとの理由は、 申

法11に規定する 「災害その他やむを得ない理由」に 告等をする者の重協病その他の自己の費めに帰さな

該当するとして、申告期限の延長を認めた。

21 

いやむを得ない事実に当たらないことから、「災害そ

の他やむを得ない理由」に該当しない。

なお、申告等の行為の不能に直接因果関係を有す

る事実としては、次のものがある（通基通11条関係

の1)。

イ 地族、暴風、染雨、豪雪、津波、落雷、地滑

り、その他の自然現象の異変による災害

ロ 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その

他の人為による異常な災害

ハ 申告等をする者の重低病、申告等に用いる電子

情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際

の使用不能その他の自己の費めに帰さないやむを

得ない事実



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い

【1非課税】

1 - 1 心身に加えられた損害に対して支払を受ける

損害賠供金のうち、業務に従事することができ

なかったことによる収益の補伯として受けるも

のは、収益補侶であることから非課税ではない

とした。

正しい取扱い

1 -1 心身に加えられた損害に対して支払を受ける

慰謝料その他の損害賠依金（これらに類するも

のを含む。）については非課税であり、この損害

賠伯金等には、その損害に基因して勤務又は業

務に従事できなかったことによる給与又は収益

の補侶として受けるものも含まれる（所法9①

十八、所令30①-)。

1 -2  労働者災害補依保険の給付金を収益補佑とし 1-2 次に掲げるものは、特別法の規定により非課

て収入金額に計上した。 税となる。

(1) 労働者災害補伯保険の給付金（労働者災害

補償保険法12の6)

(2) 被災者生活再建支援金（被災者生活再建支

援法21)

(3) 雇用保険の失業等給付（求職者給付．就職

促進給付・教育訓練給付．雇用継続給付） （雇

用保険法12)

1-3 令和X年中の税制適格ストックオプションの 1 -3 税制適格ストックオプションの年間の権利行

権利行使価額の合計額が1,200万円を超える者に 使価額の合計額が1,200万円を超えることとなる

対して、一律に1,200万円までは権利行使時の経 場合には、その超える部分の金額が税制非適格

済的利益について所得税が課されないとした。

ク

22 

となるのではなく 、超えることとなった取引全

体の金額が税制非適格となる（措法29の2①ただ

し害）。

・ --'---------_-_ --t ---1, 200万円
400万円

I 

600万円

| 

300万円

※ 1,200万円を超えることとなる

400万円の権利行使分については、

税制非適格ストックオプションに

該当し、権利行使時の経済的利益

に課税される。

I 
年間の権利行使

※ 権利行使価額の合計額のうち

l, 200万円を超える100万円だけが

課税されるのではない。
価額の合計額

1, 300万円

旦旦令和6年分以降の所得税については、年

間の権利行使額の上限が、設立後 5年未満

の株式会社から付与されたものは2,400万

円、5年以上20年未満の株式会社のうち、

非上場であるもの又は上場後 5年未満であ

るものから付与されたものは3,600万円に引

き上げられた（令和5年以前の年間の権利



個人課税関係誤りやすい事例 （所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

行使額の上限は1,200万円）立

1-4 業務用の固定資産の損失に対する損害賠伯金 I1 -4  固定資産の損失に対する損害賠依金は非課税
を事業所得の総収入金額に箕入した。 となる（所基通9-19)。

ただし、資産損失の必要経喪箕入額の計算

上、損失額から控除される（所法51①、④)。

なお、棚卸資産の損失に対するものは総収入

金額に箕入する。

1-5 新型コロナウイルス感染症に関連して、市町 11 -5  都道府県や市町村から新型コロナウイルス感

村から家計への支援の観点から給付される令和 染症に関連して給付される給付金で次に掲げる

3年度の一般会計補正予箕（第1号）における

子育て世帯等臨時特別支援事業我補助金を財源

として給付される給付金について、課税される

とした。

23 

ものについては、非課税となる （新型コロナ税

特法4①、新型コロナ税特規2①③)。

(1) 家計への支援の観点から給付される給付金

イ 令和 2年度の一般会計補正予箕（第 1

号） における特別定額給付金給付事業跨補

助金を財源として給付される給付金

ロ 令和 3年度の一般会計補正予箕（第 1

号）における子育て世帯等臨時特別支援事

業喪補助金を財源として給付される給付金

ハ 令和3年度の予箕又は一般会計補正予箕

（第 1号）における新型コロナウイルス感

染症セーフティネット強化交付金を財源と

して給付される給付金

(2) 子育て世帯への経済的な影幽の緩和の観点

から児童扶養手当受給者等の一定の者に対し

て給付される給付金

イ 令和 2年度の一般会計補正予岱（第 1

号）における子育て世帯臨時特別給付金給

付事業喪補助金を財源として給付される給

付金

ロ 令和 3年11月26日の閣鏃決定 「令和 3年

度一般会計新型コロナウイルス感染症対策

予備袈使用について」に基づき使用される

予備跨又は令和 3年度の一般会計補正予算

（第1号）における子育て世帯等臨時特別

支援事業袈補助金を財源として給付される

給付金

ただし、持続化給付金や雇用調整助成金な

ど、事業者の営業自粛等に伴う収益の補伯や経

我の補填として給付される金品等については事

業所得等として課税される（所令30本文括弧



個人課税関係誤りやすい事例 （所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

密、 94①)。

1-6 新型コロナウイルス感染症の影醤により、生 1-6 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金

活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特 の特例貸付事業や総合支援資金の特例笠付事業

例貸付事業により資金を借りた場合において、

その貸付けに係る債務免除を受けた場合は、当

該免除により受ける経済的利益は課税されると

した。

による金銭の貸付けなど、都道府県社会福祉協

鏃会が個人に対して行う金銭の貸付けについ

て、当該貸付けを受けた者等が、当該貸付けに

係る債務の免除を受けた場合には、当該免除に

より受ける経済的な利益の価額については、非

課税となる（新型コロナ税特法4③、新型コロ

ナ税特規2④)。

（注）新型コロナウイルス感染症の影幣を受け

た者に対してその者の生活喪を援助するた

めに行う金銭の貸付けとして一定のものに

限る。

1 -7 通勤跨を加算せずに給与が支給されている場 1 -7 通勤手当で非課税とされるのは、所得税法で

合でも、実際の通勤我が明確にできるときは、 「給与所得を有する者で通勤するものがその通

その金額は非課税であるとした。 勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用

のために支出する喪用に充てるためのものとし

て通常の給与に加箕して受ける通勤手当のう

ち、 一般の通勤者につき通常必要であると認め

られる部分として政令で定めるもの」と規定さ

れている（所法9①五）。

すなわち、給与所得者が通常の給与のほかに

通勤手当の支給を受ける場合に限り通勤手当の

非課税の取扱いを受けることができるのであ

り、通常の給与に通勤手当が加箕されていない

場合には、実際の通勤跨が鍔出できたとして

も、当該金額は非課税にならない。

1-8 令和4年中に自治体から受けた認可外保育施 1 -8  令和 3年分以後の所得税について、保育を主

設の利用料に対する助成金について、雑所得と とする国や自治体の実施する子育てに係る次の

して課税対象となるとした。

24 

ような助成等については非課税とされた（所法

9①十六、所規3の2)。

(1) ベビーシッターの利用料に対する助成

(2) 認可外保育施設等の利用料に対する助成

(3) 一時預かり、病児保育などの子どもを預け

る施設の利用料に対する助成

（注） 1 上記の助成と一体として行われる生

活援助、 家事支援、保育施設等の副食



個人課税関係誤りやすい事例 （所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い

【2所得の帰属 ・納税地】

正しい取扱い

我・交通投等についても非課税となる。

2 令和2年分以前は、これらの助成等

については原則として課税所得（雑所

得）となる。

2-1 未分割の相続財産から生ずる不動産所得につ |2-1 末分割の相続財産（不動産）から生ずる収入

いて、法定相続分で申告したが、後日、法定相

続分と異なる追産分割が行われた場合は、相続

時に遡及して是正しなければならないとした。

＊ 

は、迫産とは別個のものであって、法定相続人

各人がその相続分に応じて分割単独依権として

確定的に取得するものであるから、その帰屈に

つき、事後の迪産分割の影器を受けることはな

い（最尚裁平17.9. 8判決）。

なお、迫産分割確定日以後の不動産収入につ

いてはその迫産分割による相続分により申告す

ることとなる。

2-2 A市に住所を有する納税者甲（会社代表者）が 12-2 納税地は、原則として住所地とされる（所法

B市に所在する不動産を自社に賃貸している。

甲の収入は役員報酬と自社からの賃貸料収入

であるが、納税地をB市とした。

15①)。

また、住所地又は居所地以外の場所にその営

む事業に係る事業場その他これに準ずるものを

有する場合は、その住所地又は居所地に代え

て、その事業場等の所在地（その事業場等が二

以上ある場合には、これらのうち主たる事業場

等の所在地）を納税地とすることができる（所

法16②)。

なお、賃貸物件の所在地は、事業所とはなら

なVヽ。

2-3 令和 5年7月に住所が異動した場合に、納税 2-3 令和5年 1月1日以後の納税地の異動又は変

地の異動届出笞を提出する必要があるとした。 更については、届出害の提出が不要となった。

25 

そのため、納税地の異動又は変更がある場合

は、異動又は変更後の納税地を記載した確定申

告密等を異動又は変更後の納税地を所轄する税

務署に提出することにより納税地を変更等する

ことができる。

ただし、年の途中で納税地の異動又は変更が

ある場合で、国税当局からの各種文害の送付先

を異動又は変更後の納税地とする意思があると

きは、「所得税 ・消投税の納税地の異動又は変

更に関する申出密」を異動又は変更後の納税地

を所轄する税務署に提出することができる。
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誤った取扱い

2-4 不動産所得のある会社員が出国したが、納税

地を納税管理人の住所地とした。

正しい取扱い

2-4 出国する者の納税地は、納税者が国内に住所

を有しなくなった時に納税地とされていた場所

等であり 、納税管理人を定めた場合でも、納税

管理人の住所地が納税地とはならない（所法15

三～六、所令53、54)。

2-5 不動産所得のある会社員が 2年間の予定で外 2-5 出国する者の納税地は、家族等がその地に引

国勤務となり出国したが、納税地を貸付不動産 き続き居住している場合には、納税者が国内に

の所在地とした。

なお、家族は引き続き居住している。

住所を有しなくなった時に納税地とされていた

場所である。

ただし、家族等がその地に引き続き居住しな

いときには、不動産所得の基因となる不動産の

所在地が納税地となる（所法15四、五、所令

53)。

2-6 納税者が死亡したため、その相続人の住所地 I2-6 死亡した者に係る納税地は、その相続人の納
を被相続人の準確定申告の納税地とした。

【3利子所得】

税地ではなく、死亡した者の死亡時の納税地で

ある（所法16③)。

3-1 役員等の会社に対する貸付金の利息を利子所 3-1 利子所得になるのは、公社伯及び預貯金の利

得とした。 子並びに合同運用信託、公社伯投資信託及ぴ公

募公社佃等運用投資信託の収益の分配に係る所

得に限られており、役員等の会社に対する貸付

金の利子は雑所得（事業から生じたと認められ

る場合は事業所得）となる（所法23①、所基通

35-1 (1)、35-2 (6))。

3-2 一般公社伯等の利子で、同族会社の株主（特 13-2 平成28年分以後、 一般公社伯の利子で、同族

定の同族株主等）が同族会社から支払を受ける

ものについて、源泉分離課税のため申告不要で

あるとした。

26 

会社から同族会社の株主に支払われる社佃の利

子は、源泉徴収された上、利子所得として総合

課税の対象となる。

また、令和 3年4月 1日以後、一般公社債の

利子で、同族会社の支配法人から同族会社役員

等に支払われる社債の利子についても、源泉徴

収された上、利子所得として総合課税の対象と

された（措法3、措令 1の4、措規2)。
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誤った取扱い

【4配当所得】

正しい取扱い

4-1 外国所得税が課されている国外で発行された 14-1 上場株式等以外の国外で発行された株式等の

株式等の配当につき、確定申告を要しない配当

か否かを判定する際、外国所得税額控除前の金

額で判定した。

配当につき外国所得税が課されている場合に

は、これを控除した後の金額について、支払を

受けるべき 1回の配当金額が、 10万円に配当期

間の月数を乗じ12で除した金額以下であるかど

うかを判定する（措法 8の 5①-、9の 2

③⑤)。

4-2 確定申告を しないこととした上場株式等や少 4-2 確定申告をしないこととした上場株式等及び

額配当等に係る配当所得について、更正の請求 少額配当等に係る配当所得は、更正の請求をす

ができるとした。 ることはできない（措法8の5①、平成4年12

月2日裁決）。

（注） 1 少額配当等とは、1銘柄について 1

回に支払を受けるべき金額が次により

計算した金額以下であるものをいう。

10万円x配当計箕期間の月数..;-12 
（＆店12か月）

2 決定処分を行う場合においても、こ

れらの配当所得は含めないで計箕する

こととなる（措法8の5②)。

4-3 上場株式の配当を申告する際（大口株主等で 4-3 平成26年 1月 1日以後、上場株式等の配当等

ない。）に、源泉徴収された税額の全てを所得税 の支払を受ける際には所得税（復興特別所得税

の計算上、源泉徴収税額として差し引いた。

27 

を含む。）15.315% ・住民税5％の割合で源泉

徴収されている。したがって、確定申告に当た

り、所得税の納付税額は、所得税の源泉徴収税

額のみ差し引いて計箕し、住民税は差し引かな

い（措法9の3、平20改措法附則33②、復興財

確法28)。

（注） 1 住民税の5％は、確定申告密第二表

の「住民税に関する事項」の「配当割

額控除額」欄に記載する。

2 大口株主等とは、上場会社等の発行

済株式等の 3％以上を保有する個人を

vヽう。

なお、令和5年10月1日以降に支払

を受けるべき配当等については、同族

会社である法人との合計で上場会社等

の発行済株式等の3％以上を保有する

個人をいうことに留意する。
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誤った取扱い 正しい取扱い

4-4 平成21年 1月 1日以後に支払を受けるべき上 14-4 上場株式等の配当等（大口株主でない。）を申

場株式等の配当等（大口株主でない。）について

申告する場合は、総合課税のみであるとした。

＊ 

告する場合は、総合課税又は申告分離課税のい

ずれかを選択することができる。この場合、申

告する上場株式等の配当等の全てについて、総

合課税と申告分離課税とのいずれかを選択する

必要がある（措法8の4)。

（注）申告分離課税を選択した場合、配当控除

の適用はない（措法8の4①)。

4-5 上場株式等の配当について確定申告する場合 4-5 上場株式等の配当について申告するか否か

には、全ての銘柄について申告しなければなら は、 1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに

ないとした。 判断すればよい（措法8の5④)。

【5不動産所得】

なお、上場株式等の配当等 （大口株主でな

い。）については、確定申告をせずに、源泉徴収

だけで課税関係を終了することができる（措法

8の5①)。

5-1 家賃の金額を巡る係争に係る供託金を不動産 5-1 契約の存否の係争に係る供託金については、

所得の収入に計上しなかった。 判決等があるまで収入に計上しなくてよいが、

家貸の金額の増減の係争に係る供託金について

は、支払日等の屈する各年の不動産所得の収入

金額となる（所基通36-5(1)(2)ただし密）。

5-2  アパー トが 2人以上の共有とされている場 5-2 不動産が 2人以上の共有とされている場合で

合、共有持分であん分した後で貸付けの規模を あっても、当該不動産の全体の貸付けの規模で

判定した。 ＊ 判定する。
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※ 規模判定の形式基準（所基通26-9) 

〇 アパート等

独立した室数がおおむね10室以上

〇 独立家屋

おおむね5棟以上
／ 
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誤った取扱い 正しい取扱 い

| 

〇 課税上の主な取扱いの差異

～ 資産損失
（取壊し、除却、滅失等）

資産損失
（貸飼担失）

青色事業専従者

事業耳従者控除

青色申告特別控除

事業的規模

損失の金額を損失の生じた年分の必要
経費に算入する（所法51①、所令142、
143、所基通51-2)。

賃貸料等の貸倒れによる損失は、貸伶j

れが生じた年分の必要経費に算入する

（所法51②)。

青色耳従者へ支払った給与のうち労務

の対価として相当なものは、その年分の

必要経行に算入する（所法57①).

専従者 1人につき最麻50万円（配偶者
である専従者については最莉86万円）を
必要経費に算入する（所法57③)。

一定の要件を満たす場合には、最店55
万円又は65万円の控除が受けられる（措
法25の2③④)。

事業的規模に至らない規模

損失の金額を損失の生じた年分の不動
産所得を限度として必要経費に算入する

（所法51④、所令142、143、所基通51-
2)。 （注 1)

貨貸料等の回収不能による損失は、そ

の収入が生じた年分に遡って収入金額が

なかったもの とみなす（所法64①)。
（注 2)

適用なし

適用なし

最店10万円の控除となる（措法25の2
①)。

（注 1) 災害等による損害は、選択により雑損控除の対象とすることができる。

（注2) 収入がなかったものとみなされる金額は、次のうち最も低い金額となる（所令180②、所基通64-2の2)。
① 回収不能金額

② 所法64条適用前の課税標準の合計額

③ ②の計算の基礎とされた不動産所得の金額

【6譲渡所得】

6-1 法人に対し譲渡所得の起因となる資産を低額 16-1 法人に対し譲渡所得の起因となる資産を時価

で譲渡した場合に、所得税の課税上の問題はな

いとした。

の2分の 1未満（無供も含まれる。）の価額で譲

渡した場合、時価によって譲渡したものとみな

して課税される（所法59①、所令169)。

6-2 特許権、実用新案権などの工業所有権や著作 6-2 自己の研究の成果である特許権その他の工業

権の譲渡があった場合において、取得の日以後 所有権や自己の著作に係る著作権等は、5年以

5年以内に譲渡されたものは短期譲渡所得とし 内に取得したものであっても長期譲渡所得とし

て総所得金額を箕定した。 て算定することとなる（所法33③一 括弧害、所

6-3 外国会社から100％日本子会社の従業員等に

付与されたストックオプションの権利行使に係

る経済的利益やリストリクテッド ・ストック

（誤渡制限付株式）の譲渡制限解除に係る株式

取得に係る利益を、株式等の譲渡所得とした。

＊ 
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令82-)。

6-3 外国会社から100％日本子会社の従業員等に

付与されたストックオプションの権利行使に係

る経済的利益やリストリクテッド ・ストックの

譲渡制限解除に係る株式取得の利益に係る所得

は、原則として給与所得となる。

ただし、特定譲渡制限付株式等の譲渡制限

が、当該特定譲渡制限付株式等を交付された者

の退職に起因して解除されたと認められる場合

は、退職所得となる（所法28、36、所基通23~
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誤った取扱い

【7退職所得】

正しい取扱い

35共ー 5の2、23~35共ー 6)。

7-1 退職した翌年に退職金の支給を受けた場合、 7-1 退職所得の収入時期は、原則としてその支給

支給を受けた年分の退職所得とした。 の基因となった退職日による。ただし、会社役

7-2 解雇予告手当を一時所得とした。

員等の場合で、その支給について株主総会等の

決議を要するものについては、その役員の退職

後その決議があった日とされる（所基通36-10

本文及び(1))。

7-2 解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因と

して一時に支払われるものであるから、退職手

当等に該当する（所基通30-5)。

7-3 役員としての勤続年数が4年の納税者が、役 17-3 平成25年分以後は、役員等勤続年数 (1年未

員勤続年数に対して支払を受けた退職金につい

て、以下のとおり退職所得の金額を計箕して申

告した。

【計箕式】

（収入金額一退職所得控除額） X1/2＝退職所得の金額

満の端数がある場合はその端数を 1年に切り上

げたもの）が 5年以下である納税者が、その役

員等勤続年数に対応して支払を受ける退職金に

ついては、以下のとおり退職所得の金額を計箕

する （所法30②④)。

【計箕式】

収入金額一退職所得控除額＝退職所得の金額

なお、令和4年分以後は、勤続年数5年以下

の役員等以外の退職手当（短期退職手当等）に

ついても、退職所得控除額を控除した残額の300

万円を超える部分については2分の 1課税を適

用しない（所法30②④)。

【計節式］

・収入金額一退職所得控除額~300万円の場合

（収入金額一退職所得控除額） X1/2＝退職所得の金額

・収入金額一退職所得控除額＞300万円の場合

150万円＋ ｛収入金額ー(300万円＋退職所得控除額））

＝退職所得の金額

7-4 非居住者が支払を受ける退職手当等につい 17-4 退職所得の選択課税により還付を受けようと

て、退職所得の選択課税により遠付を受けよう

とするときは、退職手当等の総額が確定してい

ても、その年の翌年1月 1日以後にしか申告密

を提出できないとした。 ＊
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するときは、退職手当等の総額が確定していれ

ば、その年の翌年 1月 1日前であっても確定し

た日以後に申告書を提出することができる（所

法171、173①本文括弧害）。
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誤った取扱い 正しい取扱い

エニ互 非居住者となったことから脱退一時金を請求 l7-5 所法l73において、退職所得の選択課税をする
し、支払を受けた納税者が、再度入国し居住者

となった場合に、非居住者でないことから退職

所得の選択課税の申告害の提出はできないとし

迄

場合、「その者」は選択課税申告害を提出できる

と規定されてため、申告害提出時において居住

者となっている場合も提出可能である.2.

7-6 給与所得者が定年退職した年分の確定申告に 17-6 退職金等の支払者に 「退職所得の受給に関す

おいて、退職所得については、退職所得の受給

に関する申告告を提出し、退職所得の全部につ

いて適正に源泉徴収が行われている場合には、

確定申告書への記載は不要であると指淳した。

＊ 

【8一時所得】

る申告密」を提出した場合、退職金等の支払者

が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、そ

の退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応

じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則

として確定申告は不要である（所法121②)。

しかしながら、退職所得のある者が確定申告

害を提出する場合は、退職所得を含めて申告す

る必要がある（所法120、122)。

8-1 一時払養老保険（源泉分離課税の対象となら /8-1 保険金等に係る一時所得の計箕上、保険料又

ないもの）の保険料を支払うために借り入れた

借入金の利息について、 一時所得の計箕上控除

しなかった。

は掛金の支払に充てられたことが明らかな借入

金に係る利息は控除する（所法34②)。

8-2 長期損害保険契約の満期返戻金が支払われた I8-2 損害保険契約に基づき受領する漑期返戻金
が、店舗に係るものであることを理由に事業所

得の収入金額に該当するとした。
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は、業務に係るものについても一時所得に該当

するものとして取り扱う（所基通34-1 (4))。

なお、長期損害保険契約に係る支払保険料に

ついては、業務に係る各種所得の言十箕上、和立

保険料として資産計上する部分とその年分の必

要経跨に算入する部分とに区分されており、 一

時所得の計箕上、既に各種所得の計箕上必要経

袈として算入された部分の金額については、再

度必要経喪として控除する ことはできないの

で、積立保険料部分のみを控除することとなる

（所基通36• 37共ー18の2、18の6)。

【計箕式】

一時所得＝ 滴期返戻＿［ r~：：：：：：：口 ］＿ 50万円
の金額 金の額 経費に互入した金額J
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誤った取扱い 正しい取扱い

8-3 借家人が受ける立退料について、全て一時所 8-3 借家人が受ける立退料は、①借家権の消滅部

得とした。 分は譲渡所得、②休業補伯部分は事業所得等、

③その他は一時所得とされる（所令94、95、所

基通33-6、34-1 (7))。

8-4 法人からの贈与により取得する金品は、全て 8-4 法人からの贈与により取得する金品であって

一時所得に該当するとした。 も、業務に関して受けるもの及び継続的に受け

るものについては、一時所得に該当せず、事業

所得又は雑所得となる（所基通34-1 (5))。

8-5 国民年金や厚生年金の受給を受けている者 I8-5 国民年金や厚生年金に係る未支給年金の受給

が、受け取るべき年金の給付を受けずに死亡し

た場合（未支給年金）において、迫族が受領し

た一時金（迪族年金とは異なる）は相続財産で

あるから、申告しなくてもよいとした。

請求権は、迫族に認められた固有の権利であ

り、これに基づき受領した一時金は相続財産に

は該当せず、当該迪族の一時所得に該当する

（国民年金法19①ほか、所基通34-2、最高裁

平7.11.7判決）。

8-6 国民年金等の加入者で支給開始年齢前に死亡 |8-6 国民年金等の加入者の迫族が受け取る一時金

した場合に、迫族が受け取った死亡一時金を一

時所得とした。

【9雑所得】

であっても、次のものは非課税となる。

(1) 死亡一時金

一定の期間、国民年金等の被保険者であっ

た者等が年金の支給を受ける前に死亡した場

合に、その迫族に支払われる一時金

(2) 迪族一時金

国民年金基金加入者が年金を受ける前に死

亡した場合に、その迪族に支払われる一時金

（国民年金法25、133ほか）

9-1 過去に遡及して公的年金等の支払を受けた場 9-1 年金については、その支給の基礎となった法

合、その全てについて、 支払を受けた年分の収 令に定められた支給日が収入すべき時期とされ

入とした。 ているため、前年分以前の期間に対応する年金

が一括して支給された場合は、年分ごとに区分

して収入金額を計算する（所基通36-14(1))。

9-2 公的年金等以外の雑所得が赤字で、公的年金 19-2 公的年金等以外の雑所得が赤字で、公的年金

等の所得がある場合、その赤字を公的年金等の

所得から差し引かなかった。

32 

等の所得がある場合、その赤字は公的年金等の

所得から差し引くことができる（所法35②)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

9-3 公的年金等受給者であっても、第3期分の税 19-3 公的年金等に係る雑所得の収入金額が400万円

額がある場合には納税義務が発生することか

ら、必ず確定申告苦を提出しなければならない

とした。

以下（所法203の7により源泉徴収等を要しない

ものを除き、その公的年金等の全部について源

泉徴収された又はされるべき場合に限る。）で、

かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額

が20万円以下である場合には確定申告書の提出

を要しない（所法121③)ため、この場合、第3

期分の税額があっても確定申告害を提出しなく

てよい。

（注）所得税の確定申告害の提出が不要であって

も、住民税の申告は、原則として必要となる

（問9-4参照。）。

9-4 所得税の申告不要制度の適用を受けた公的年 9-4 公的年金等受給者の申告不要制度に該当する

金等受給者に対して、住民税の申告も不要であ 場合であっても、住民税には申告不要制度がな

ると説明した。 いため、住民税の申告が必要となる（地方税法

317の2①本文）。

ただし、給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかった者で、申

告において各種所得控除等の適用を受けない者

又は所得割の納税義務を負わないと認められる

者のうち市町村の条例で定めるものについては

住民税の申告は必要ない（地方税法317の2①た

だし害）。

9-5 確定申告害の撤回を申し出た公的年金等受給 19-5 公的年金等受給者の申告不要制度に該当する

者に対して、 一度申告したものは撤回ができな

いと指導した。＊

33 

者が、当初申告において第3期分の税額が記載

された確定申告密を提出した場合で、後日、当

該申告害を撤回したい旨の密面による申出が

あったときは、その申出の日に当該申告書の撤

回があったものとし、当該申告害に係る第3期

分の税額を還付するとして取り扱うこととされ

ている（所基通121-2)。

なお、撤回後は無申告となるため、後日、申

告漏れ等が判明した場合には、無申告加箕税が

賦課されることとなる。

また、撤回できるのは納付の申告密だけなの

で、当初申告書が遠付であった場合、法定申告

期限後に修正申告等により納税となっても、当

該当初申告書の撤回はできない。
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誤った取扱い 正しい取扱 ーい

9-6 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に扶 19-6 公的年金等の受給者の扶蓑親族等申告密に記

養親族として記載された者を、他の者が確定申

告において扶養親族としていたため、当該公的

年金等の受給者が扶養控除を適用せずに確定申

告害を提出しようとしたが、所得税の申告不要

制度に該当するため、確定申告密の提出は不要

であると指導した。＊

載した扶養親族等を、他の納税者において扶養

親族として控除する場合には、申告不要制度の

適用対象者であっても、確定申告書を提出しな

ければならない（所法85⑤、所令218①、

219①)。

9-7 令和X年分の公的年金等に係る収入金額が400I 9 -7 シルバー人材センターからの収入は雑所得に

万円以下で、他に公的年金等以外の個人年金収 該当し、家内労働者等の所得計算の特例によ

入が50万円（控除すべき掛金の額が40万円）、シ

ルバー人材センターの収入25万円（実額経毀 5

万円）がある者は、家内労働者等の特例を適用

するために、確定申告の必要があるとした。 ＊

り、収入から55万円（令和元年分以前は65万

円）を控除することができるが、この特例は確

定申告害の提出を要件として適用するものでは

ない（措法27、措令18の2)。

したがって、特例適用後の所得金額が20万円

以下となる場合、確定申告不要である。

事例の場合、以下のとおり公的年金等以外の

雑所得の金額が20万円以下となるため申告不要

である。

(1) 公的年金等以外の個人年金

50万円ー40万円＝10万円

(2) シルバー人材センター

25万円ー (55万円ー40万円） ＝10万円

9-8 公的年金等の収入金額160万円（控除額110万 9-8 雑所得の必要経毀の実額は、シルバ一人材セ

円）、シルバー人材センターからの収入金額10万 ンターからの収入金額に対する必要経袈 1万円

円（実額経罪1万円）、個人年金の収入金額40万 と、個人年金の掛金30万円の合計額31万円であ

円（掛金30万円）の者について、シルバー人材

センターからの収入金額に対しては、措法27を

適用して10万円を必要経跨の額とし、雑所得金

額を次のとおり箕出した。

公的年金 160万円ー110万円＝50万円

シルバ一人材センター 10万円ー 10万円＝ 0円

個人年金 40万円ー 30万円＝10万円

雑所得の金額 60万円

34 

り、 55万円を超えていないことから家内労働者

等の所得計箕の特例を受けることができる（措

法27、措令18の2②-)。

また、本件特例の適用額は、雑所得等の総収

入金額（公的年金等に係るものを除く。）を限度

とするとされている（措法27) ことから50万円

となり、公的年金等に係るものを除く雑所得の

金額は0円となる。

この場合の雑所得の金額は、公的年金等の収

入金額（160万円）から公的年金等控除額 (110

万円）を控除した金額50万円となる。

必要経挫（実額） 1万円＋30万円＝31万円＞55万円

特例の適用額 10万円十40万円＝50万円

（公的年金等以外の雑所得等の総収入金額を限度）
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誤った取扱い 正しい取扱い

公的年金等 160万円ー110万円＝50万円

雑所得の金額 50万円

9-9 平成24年 1月 1日以後に行われた店頭デリバ 19-9 平成24年 1月 1日以後に行われる店頭デリバ

ティブ取引等に係る所得について、総合課税で

申告するよう指導した。

ティブ取引等に係る所得については、市場デリ

バティブ取引等に係る所得と同様に申告分離課

税で申告することとなる。

ただし、平成28年10月 1日以後に行う先物取

引について、商品先物取引業者、金融商品取引

業者（第一種金融商品取引業者に限る。）又は登

録金融機関以外の者を相手として行う店頭デリ

バティブ取引は、総合課税の対象となる（措法

37の12の2②-、41の14)。

9-10 国民年金120万円と公的年金等に該当する米国 ,9-10 源泉徴収の対象となっていない公的年金等が

年金200万円の収入がある者に対し、公的年金等 ある場合には、公的年金等に係る申告不要制度

に係る収入金額が400万円以下であるため、公的

年金等に係る申告不要制度を適用し、確定申告

害の提出は不要であると指海した。

は適用できない（所法121③)。

事例の場合、日本国内の瀕泉徴収義務者を通

さずに支払われる米国年金は源泉徴収の対象と

なっていないため、公的年金等に係る申告不要

制度は適用できない。ただし、所得税額等を計

勾 した結果、確定申告を要しない場合もある

（給与所得についても同様に、源泉徴収の対象

外と されている給与等がある場合には、給与所

得に係る申告不要制度を適用できない。問30-

5参照）。

9-11 令和 2年分以後の給与所得と公的年金等に係 I9-11 公的年金等に係る雑所得の金額を計算する場
る雑所得がある者の公的年金等に係る雑所得の

金額を計算する場合において、 「公的年金等に係

る雑所得以外の合計所得金額」を計箕する際、

所得金額調整控除後の給与所得により計箕し

た。 ＊

35 

合における「公的年金等に係る雑所得以外の合

計所得金額」とは、公的年金等の収入金額がな

いものとして計箕した場合における合計所得金

額とされているため、措法41の3の11② （給与

所得と公的年金等に係る雑所得を有する者の場

合）の規定による所得金額調整控除の適用はな

いものとして計箕することとなる。

したがって、事例の場合、「公的年金等に係る

雑所得以外の合計所得金額」の計算の際には、

所得金額調整控除前の給与所得により計箕する

（所法35④、所基通35-8)。

なお、措法41の3の11① （子ども • 特別障害

者等を有する者等の場合）の規定による所得金
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誤った取扱い

【10収入金額】

正しい取扱い

額調整控除を適用する場合は、所得金額調整控

除後の給与所得で計算する。

10-1 棚卸資産を知人に低廉譲渡した場合、実質的 10-1 棚卸資産を著しく低い金額で該渡した場合に

に贈与したと認められる金額を収入金額に加算 は、次の箕式により計算される実質的に贈与し

しなかった。 たと認められる金額が収入金額に加算される

（所法40①二、所基通39-1、40-2、40-3)。

巴i= [販通二］ x ［竺。~b] — 譲渡価額
れる金額

10-2 販売業者が、広告宣伝用の資産である陳列棚 110-2 販売業者等が広告宣伝用資産（自動車、陳列

（製造業者の製品名、社名が表示）を無償で取

得したが、経済的利益はないものとした。

棚、冷蔵庫等）を無依又は低額で取得した場合

には、次の額が経済的利益とされる（所基通36

-18)。

経済的 取得資産の価額
= x 2 _ 

利益 （製造業者等の邸暉） ］― 

取得のために

支出した金額

※ 上記利益の額が30万円以下であるときは、

経済的利益はないものとされる。

10-3 消喪税の経理処理について税抜経理方式を適 10-3 税抜経理方式を適用している場合、消牲税額

用している者が、仮受消喪税等の金額と仮払消 の差額は、その課税期間に対応する年の雑収入

喪税等の金額との差額と、納付あるいは還付さ

れる消喪税等とに差額が生じたが、雑収入又は

必要経喪に算入しなかった。

又は必要経挫に算入することとなる（平元．

3. 29直所3-8「消喪税法等の施行に伴う所得

税の取扱いについて」 6)。

10-4 事業所得者が国庫補助金等の交付を受け、そ I10-4 個人が国庫補助金等の交付を受け、当該国庫
の交付の目的に適合した固定資産を取得した場

合、受け取った国庫補助金等は税金の計箆上何

ら影幽はないとした。

36 

補助金等により 、その交付の目的に適合した固

定資産を取得又は改良した場合で、当該国庫補

助金等の返遠を要しないことがその年の12月31

日までに確定した場合には、当該国庫補助金等

のうち、その固定資産の取得又は改良に充てた

部分の金額に相当する金額は、総収入金額に算

入しないこととされている（所法42①)。

この取扱いを受ける場合、国庫補助金により

取得等した固定賓産（減価伯却資産）に係る減

価伯却袈の計算は、当該国庫補助金相当額を控

除した取得価額を基礎として行うこととなる
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誤った取扱い 正しい取扱い

（所令90-)。

10-5 平成21年に成立した任意組合の組合員の組合 10-5 平成24年8月30日以後に成立する任意組合等

事業に係る所得の計箕方法について、総額方式 の組合員の組合事業に係る所得の計算方法につ

しか認められないと指導した。 いては、原則として、中間方式又は純額方式に

よる計鍔は認められないこととされ、総額方式

により計算することが困難、かつ、継続して中

間方式又は純額方式により計算している場合の

み、中間方式又は純額方式により計箕すること

が認められている（所基通36• 37共ー20)。

したがって、平成21年に締結された組合契約

により成立した任意組合の組合員の組合事業に

係る所得の計箕方法については、従前通り継続

して中間方式又は純額方式により計箕している

場合は、その計箕方法で計箕することができる。

10-6 一定の条件が付された譲渡制限付株式の付与 I10-6 譲渡制限付株式を付与された個人が、令和2
を受けた個人が、令和2年6月 1日（譲渡制限

が解除される日前）に死亡し、その後の取締役

会において譲渡制限が解除された場合、誤渡制

限が解除された日（取締役会等の日）における

価額を収入金額として、当該個人の相続人の一

時所得等として課税するとした。

《譲渡制限付株式の発行を受けた個人が死亡した場合の課税関係》

年4月 1日以後に死亡した場合、当該譲渡制限

付株式については、当該個人の死亡の日におけ

る価額を収入金額として、当該個人の給与所得

等として課税する（所令84①二、 109①二、令2

改所令附則4①、所基通23~35共ー 5の3、23

~35共ー6、23~35共ー 6の2)。

契約内容 死亡した日 令和2年3月31日以前 令和2年4月113以後

譲渡制限が、個人が死亡し 儲人が死亡した日における価額を収入 個人が死亡した日における価額を収入

た13に自動的に解除されるこ金額として、当該個人の給与所得等とし金額として、当該個人の給与所得等とし
ととされているもの て課税 て課税

譲渡制限が、個人が死亡し 譲渡制限が解除された日（取締役会等
た日後に行われる取締役会等の日）における価額を収入金額として 個人が死亡した日における価額を収入
により譲渡制限が解除される当該個人の相続人の一時所得等としてn金額として、当該個人の給与所得等とし
こととされているもの 税 て課税

【11必要経費】

11-1 所得補依保険の保険料を事業所得の必要経喪 111-1 事業主が自己を被保険者として支払う所得補

とした。

（注）所得補伯保険とは、被保険者が低害又は

疾病により勤務（業務に従事）できなかっ

た期間の給与補依（所得補伯）として受領

する損害保険契約に基づく保険金をいう。

37 

伯保険の保険料は必要経我にならない（所基通

9-22（注））。

なお、保険金を受け取った場合には 「身体の

傷害に基因して支払を受けるもの」として非課

税所得とされる（所基通9-22)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

11-2 業務の用に供されている建物に係る殷協の建 11-2 積立部分の保険料は資産計上し、和立以外の

物共済、長期総合保険などで和立部分のある損 部分が必要経我となる（所基通36• 37共ー18の

害保険料全額を業務に係る所得の必要経毀に算 2)。

入した。

11-3 事業を営む者が、生計を一にする親族の所有 111-3 事業を営む者が生計を一にする親族の所有す

する建物を無依で借り受け、事業の用に供した

場合、その建物に係る減価伯却投、固定資産税

等について、事業を営む者の必要経究に箕入す

ることはできないとした。

る建物を無依で借り受け、事業の用に供した場

合であっても、その対価の授受があったとした

ならば、その資産を所有する親族の各種所得の

計箕上必要経袈に算入されるべき金額を、その

事業を営む者の事業所得の金額の計算上必要経

喪に算入することができる（所法56、所基通56

- 1)。

11-4 事業の用に供する建物を購入する際に支払っ 11-4 減価償却資産を購入する際に支払った購入手

た購入手数料について、事業所得の必要経既に 数料は、減価伯却資産の取得価額に算入する

算入した。 （所令126①-)。

11-5 店舗や事務所などの不動産の所有権保存又は 11-5 業務用資産に係る登録免許税（登録に要する

抵当権設定のために支出する登録免許税を取得 喪用を含む。）は、特許権のように登録により権

価額に箕入した。 利が発生する資産や自動車のように業務の用に

供するための登録を要するものを除いて、取得

価額に算入せず、 全額必要経喪に算入する（所

基通37-5、49-3)。

（注） 1 船舶、航空機、自動車のように業務

の用に供するための登録を要する資産

に係るものについては、取得価額に鍔

入するか必要経我とするかの選択が可

能である（所基通49-3 (2))。

2 相続等により取得した業務の用に供

される資産に係る登録免許税等につい

ても、必要経喪に箕入する（所基通37

-5（注） 1）。

11-6 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を 11-6 必要経喪に箕入されたものを除き、取得した

解除して、他の固定資産を取得することとした 固定資産の取得喪又は取得価額に箆入する（所

場合に支出する違約金は、取得価額に箕入しな

ければならないとした。
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基通38-9の3)。



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

11-7 平成24年4月 1日から同年12月31日までの間 11-7 平成24年4月 1日から同年12月31日までの間

に取得した減価佑却資産の定率法の伯却率につ に取得した減価償却資産については、同年3月

いては、必ず200％定率法（改正前は250％定率

法）によらなければならないと した。

31日以前に取得したものとみなして、改正前の

伯却率により伯却喪の計算を行うことができる

（平23改所令附則2②)。

また、平成24年 3月31日以前に取得した定率

法を採用する減価供却資産については、平成24

年分の確定申告期限までに届出密を提出するこ

とにより、改正後の伯却率により償却挫の計算

等を行うことができる（所令120の2①ニロ、平

23改所令附則2③)。

（注）平成28年4月 1日以降に取得する建物の

附屈設備及び構築物並びに鉱業用の建物の

減価伯却の方法のうち、定率法が廃止さ

れ、 平成28年分以降の所得税について適用

される（所令120の 2、平28改所令附則 8

①)。

11-8 店舗併用住宅について、未償却残高を計箕す 11-8 未償却残高の額は、次の計算式のとおり

る際、「取得価額ー必要経我箕入額」とした。 1 【計鍔式）
自宅部分も含めた

未償却残高 ＝ 取得価額一その年分までの減

価償却費の累計額

11-9 被相続人が平成9年中に取得した建物を平成 11-9 建物の供却方法は、平成10年4月 1日から平

27年に相続し、事業の用に供した。 成19年 3月31日までに取得したものは旧定額

相続により取得した減価佑却資産については、 法、平成19年4月 1日以後に取得したものは定

取得時期、取得価額を引き継ぐ（所令126②)の 額法によることとされている（所令120①-、

で、平成10年 3月31日以前に取得した建物とし 120の2)が、この取得には相続（限定承認に係

て旧定率法の選択ができるとした。 るものを除く）、迪贈（包括迪贈のうち限定承認
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に係るものを除く。）又は贈与も含まれる（所法

60①、所基通49-1)。

（注） 1 事例の場合、旧定率法の選択はでき

ず、定額法によることとなる。

2 相続等により取得した減価伯却資産

の取得価額は、当該減価供却資産を取

得した者が引き続き所有していたもの

とみなした場合における取得価額に相

当する金額となる（所令126②)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

11-10 居住用家屋（非業務用資産）を取り壊して店 11-10 取り壊した建物が居住用家屋（非業務用資

舗を建築した際、居住用家屋の取壊し袈用を店 産）であるため、家事喪となり、必要経毀に算

舗の取得価額に算入した。 ＊ 入できない（平28.3. 3裁決）。

【参考】

資産損失・立退料 • 取壊し跨用（原則的取扱い）

覧讐、り恥衷しの 左の場合の取扱い

建物の状況 目的 賓産損失 立退料 取壊じ代用

譲渡目的 譲渡潰用譲渡費用譲渡贅用
業務用 1 (jjj甚通33-712!) (jjj基通33-71冽）

賓産
譲悶的必要経費必要経巽I必要経費

：二三：ロ
11-11 不動産の貸付けを事業的規模で行っていない 111-11 不動産の貸付けを事業的規模で行っていない

場合、業務の用に供していた建物の取壊し損

（建物本体の損失）を全額必要経喪として、赤

字申告した。

場合は、資産損失を控除する前の所得金額が限

度となる（所法51④)。

11-12 青色申告者である飲食業を営む納税者が、令 111-12 令和4年4月 1日以降に取得等した減価伯却

和5年12月X日にドローン30個（取得価額＠ 9 

万円：総額270万円）及びマイニングマシン10台

（取得価額＠25万円：総額250万円）を購入し、

同日から当該資産の販売会社に貸付けをした。

当該資産は、少額の減価依却資産（所令138)

や少額減価伯却資産（措法28の2)に該当する

として、その全額を令和旦年分の必要経毀に算

入した。
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資産で貸付けの用に供したもの（主要な業務と

して行う貸付けに供するものを除く。）について

は、少額の減価伯却資産（所令138）、一括伯却

資産（所令139)及び少額減価供却資産（措法28

の2)に該当しない。

したがって、令和 5年12月X日に取得した資

産については、その取得価額の全額を令和 5年

分の必要経喪に箕入することはできず、それぞ

れの耐用年数に基づく減価侶却我を計算した金

額が必要経投となる。

なお、令和4年 3月31日以前に取得等した場

合については、従前のとおり、貸付けの用に供

したものであっても、少額の減価伯却資産（所

令138)、一括依却資産（所令139)及び少額減価

伯却資産（措法28の2)に該当することに留意

する（令4改所令附則4、令4改措法附則31)。

【参考】

次の場合は、主要な業務として行われる袋付

けに該当するため、少額の減価伯却資産等につ

いて、その取得価額の全額を必要経喪に算入で

きる（所規34の2①)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

1 当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の

提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提

供の業務の用に専ら供する資産の笠付け

2 継続的に当該居住者の経営資源（業務の用

に供される設備（その貸付けの用に供する資

産を除く。）、業務に関する当該居住者又はそ

の従業者の有する技能又は知識（租税に関す

るものを除く。）その他これらに準ずるものを

いう。）を活用して行い、又は行うことが見込

まれる業務としての資産の貸付け

3 当該居住者が行う主要な業務に付随して行

う資産の貸付け

11-13 令和X年中に購入した取得価額10万円以上20 11-13 一括償却資産としたものについては、その年

万円未満の器具備品について、一括償却資産と 以後にその全部又は一部につき滅失、除却等

して申告 (3分の 1の金額を必要経穀算入）し （譲渡した場合を含む。）の事実が生じたときで

たが、その翌年にその一部を除却したので、そ

の未供却残高を除却損として必要経喪に箕入し

た。 ＊

あっても、業務の用に供した日以後 3年間にわ

たって、その取得価額の3分の 1に相当する金

額を必要経要に算入 （事業廃止及び死亡の場合

を除く。）することとなる（所令139、所基通49

-40の2)。

11-14 令和Xl年中に購入した取得価額10万円以上20I 11-14 一括償却資産の規定の適用を受けている者が
万円未満の器具備品について一括供却賓産とし

て申告 (3分の 1の金額を必要経喪箕入）した

が、その翌年の令和X2年に納税者が死亡した場

合、取得価額の 3分の 1をその者の令和X2年分

の必要経捜とし、残額については必要経我箕入

できないとした。
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死亡し、その規定に従い計箕される金額のう

ち、その死亡した日の属する年以後の各年分に

おいて必要経既に箕入されるべき金額がある場

合には、その金額はその者の死亡した日の屈す

る年分の必要経卦に箕入する。

ただし、その者が死亡した日の属する年以後

の各年分において必要経栽に箕入されるべき金

額があり、かつ、その者の業務を承継した者が

ある場合のその金額の取扱いは、 一括償却資産

の規定に従い計算される金額を限度として、次

によることとして差し支えない（所基通49-40

の3)。

(1) その者の死亡した日の屈する年

その者の必要経喪に算入する。

(2) その者の死亡した日の訊する年の翌年以降

の各年分

その業務を承継した者の必要経喪に算入する。
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誤った取扱い 正しい取扱い

11-15 令和4年4月以降、中小事業者（常時使用す 11-15 中小事業者が、平成18年4月1日以後、令和8

る従業員の数が500人以下である青色申告者） 年 3月31日までに30万円未満の少額減価伯却資

が、 26万円のパソコン11台と23万円のパソコン 産（少額な減価依却資産、一括伯却資産の適用

1台（合計309万円）を購入、使用した。

これらのパソコンを、少額減価償却資産とし

て、全額、令和4年分の必要経喪に箕入した。

を受けるもの及び貸付けの用に供したもの（主

要な業務として行われるものを除く。）を除

く。）を取得等した場合で、その年に取得等した

少額減価佑却資産の取得価額の合計額が300万円

を超える場合には、その取得価額の合計額のう

ち300万円に達するまでの少額減価伯却資産の取

得価額の合計額を限度として必要経喪に箕入す

る（措法28の2①、措令18の5①)。

事例の場合、286万円 (26万円 X11台） は必要

経我に勾入できるが、23万円のパソコンについ

ては通常の減価伯却を行うこととなる。

（注） 1 令和4年3月31日以前に取得等した

貸付けの用に供したものについては、

従前のとおり措法28の2①の適用がで

きることに留意する（令4改所令附則

4、令4改措法附則31)。

2 令和2年3月31日以前に取得等した場

合、本特例の適用対象者は、常時使用す

る従業員の数が1,000人以下である冑色申

告者（中小事業者）である（令2改措法

附則62)。

3 業務を開始した年又は廃止した年は、

300万円を12で除し、業務を営んでいた月

数（端数切上げ）を乗じた額が限度額と

なる（措法28の2①括弧害、②）。

:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 疇ー..疇..............讐............ ....雫...雫ー・....... ... 疇.....疇疇．．七●憂・七．．．．．→そそ→● ● ● → ●雫+. ... .... 一．．．●雫雫.....雫●●雫.....聾. ••• .雫..雫雫..雫..雫●雫..雫..雫●ー雫...... . ..●讐●...雫そそ畳響ニニそ●

； 

（参考）

概 要 条文 対象事業等l対象者 l その質産を j 申告譲渡した場合 要件
| 

不動産、事業 事業又は I ① •10万円未満の少額減価依却資産
所令138 限定なし※1 ．使用可能期間が 1年未満のもの 山林、雑所得 雑所得※2

② | ・ 10万円以上（国内外リース資産を
l※1 除く。）20万円末満の一括依却資産

所令139 同上 同上 同上※2 I 有

鳳謳孟以上30万円未満の少額減価措法28の2 で：研：業；1］I:::I該渡所得 有

※ iー令和4年4月1日以降に取得した減価依却賓産で貸付けの用に供したもの（主要な業務として行う貸付けに
供するものを除く。）については、①から③までの適用はない。
2 業務の性質上基本的に重要とされるものの譲渡による所得は、原則として譲渡所得に該当する。
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誤った取扱い 正しい取扱い

11-16 事業資金を借り入れる際に信用保証協会に支 11-16 前払喪用又は繰延資産として経理し、保証期

払った保証料について、全額を必要経我に算入 間にわたって必要経我に算入する（所令7①三

した。 ホ、 7②)。

11-17 ヒ°アノの講師をしている者が2社からの報酬 11-17 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家

の支払調害をもらっており 、家内労働者等の必 内労働者や外交員、集金人、電力枇計の検針人

要経喪の特例を適用したいとの申し出があった

が、複数から報酬をもらっている場合、特定の

者とはいえないため、適用できないとした。

のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の

提供を行うことを業務とする者をいう（措法

27、措令18の2)。この特定の者とは、必ずしも

単数の者をいうのではなく、人的役務の提供先

が特定している限り複数の者であっても差し支

えない。

事例の場合、家内労働者等の所得計箕の特例

は適用できる。

11-18 自宅で音楽教室を開いて複数の生徒に音楽の 11-18 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

指導を行い、指導料を受領している者に対し は、特定の者に対して継続的に人的役務の提供

て、家内労働者等の事業所得等の所得計箕の特 を行うことを業務とする者等に対して適用され

例の適用があるとした。＊ るところ、人的役務の提供先を広く募るなど、

その業務の性質上、不特定の者を対象として人

的役務の提供をする場合には適用がない。

したがって、事例のように、音楽教室を開い

て生徒を募集するような場合は、この特例の適

用はない（措法27、措令18の2、家内労働法2

②)。

11-19 不動産所得のみを有する宵色申告者に対し I11-19 不動産所得が事業的規模で行われていない場
て、その規模に関係なく55万円 (65万円） の行

色申告特別控除を適用した。
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合は、最高10万円の胄色申告特別控除が適用さ

れる（措法25の2①)。

（注）事業的規模でなくても、他に事業所得を

有する場合には、 55万円（一定の要件を満

たす場合は65万円。問11-21参照）の告色

申告特別控除を適用できる。この場合、脅

色申告特別控除は、まず不動産所得から差

し引く （措法25の2③④⑤)。

なお、令和元年分以前は、上記「55万円

（一定の要件を満たす場合は65万円。問11

-21参照）」は「65万円」となる。
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誤った取扱い 正しい取扱い

11-20 不動産所得（事業的規模）及び事業所得を営 11-20 55万円の青色申告特別控除の適用を受けるた

む者が青色申告特別控除55万円の適用を受ける めには、不動産所得又は事業所得を生ずべき

には、事業所得のみに係る貸借対照表を添付す 「事業」を営む者が、これらの「事業」につき

ればよいと指導した。 備え付ける帳癖苦類について、その所得に係る

一切の取引の内容を詳細に記録等 しているほ

か、貸借対照表及ぴ損益計算書を作成している

場合に適用することとされているため、不動産

所得（事業的規模）の貸借対照表についても作

成が必要である（措法25の2③⑥、措規9の

6)。

なお、不動産所得、事業所得若しくは山林所

得を生ずべき業務のうち 2以上の業務を営む場

合又は事業所得を生ずべき業務のうち典業と典

業以外の業務を営む場合には、貸借対照表は全

ての業務に係るものを合併して作成する（所基

通148-1)。

（注） 2以上の業務を営む場合に、業務ごとに

貸借対照表を作成していることをもって、

55万円の青色特別控除の適用の妨げとはな

らない。

11-21 令和 5年分の確定申告において、青色申告者 11-21 次の要件のいずれかを満たす場合に、青色申

が確定申告密を電子申告により期限内に提出 告特別控除額65万円を適用することができる

し、守色申告決勾将を別途密面により提出した （措法25の2③④⑥)。

場合に、 65万円の守色申告特別控除を受けられ （1) その年中の事業に係る仕訳帳及ぴ総勘定元

るとした。＊ 帳について、優良な電子帳癖の要件を満たし
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て電磁的記録による備付け及び保存を行い、

法定申告期限までに一定の事項を記載した届

出書を提出し、かつ、期限内に貸借対照表及

び損益計箕害等を添付した確定申告害を提出

した場合（措法25の2④-、措規9の6、措

通25の2-5) 

(2) 期限内に電子申告により確定申告書、貸借

対照表及び損益計算書等（守色申告決箕害）

を送信 （提出）した場合

事例の場合、青色申告決箕密を電子申告によ

り提出しておらず、上記の要件を満たさないた

め、宵色申告特別控除の金額は55万円となる。

（注）令和4年 1月 1日以降に霜子帳蔀保存を

行う場合は、承認申請書の提出は不要とさ

れた（措法25の2④-)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

11-22 令和5年分の確定申告において、胄色申告者 111-22 行色申告特別控除55万円 (65万円）の適用要

で胄色申告特別控除55万円 (65万円）を適用し 件である「確定申告術をその提出期限までに提

ようとする還付申告の者に対して、申告害は確

定申告期間とは関係なく、その年の翌年 1月 1

日から5年間提出することができるとした。

出」の 「提出期限」とは、確定申告期限をい

゜
ス
ノ

したがって、還付申告書を提出する者であっ

ても、行色申告特別控除55万円 (65万円）の適

用を受けるためには、その年の確定申告期限ま

でに当該申告書を提出する必要がある（措法2

①十四、 25の2⑥、所法2①四十一、措通25の

2-6)。

11-23 貸倒引当金については、行色申告者でなけれ 11-23 個別評価による貸倒引当金については、不動

ば適用できないとした。 1 産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業

を営む者であれば、行色申告者でなくても適用

を受けることができる（所法52①)。

（注）一括評価による貸倒引当金については、

事業所得を生ずべき事業を営む百色申告者

のみが適用を受けることができる（所法52

②)。

11-24 年の中途で業務用不動産を購入するに当た 111-24 業務の用に供される資産に係る固定資産税は

り、不動産の売買代金とは別に、その不動産に

係る固定資産税相当額を、所有期間に応じて月

割で計箕して売主に支払ったので、租税公課と

して必要経既に箕入した。 ＊

必要経喪に算入するとされている（所基通37-

5)が、固定資産税は、その年の 1月1日にお

ける所有者に課税するとされている （地方税法

343、359)ことから、年の中途で不動産を売買

した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産

税相当額を所有期間等であん分して売主に支

払ったとしても、買主は、その不動産に係る固

定資産税の納税義務者ではないので所基通37-

5は適用されない。

事例の場合、買主が支払った固定資産税相当

額は、当該不動産の取得価額に算入することと

なる。

11-25 税込経理方式を採用し、納付すべき消袈税等 I11-25 修正申告により追加納付する消我税等の金額
について未払金経理をしている事業所得者が、

所得税と消我税等の修正申告をすることとなっ

たので、修正申告により追加納付する消毀税等

の金額を、修正申告の対象年分の事業所得の計

箕上、必要経袈に算入した。 ＊

は、消我税等の修正申告むを提出する日の属す

る年分の事業所得の金額の計箕上、必要経毀に

算入することとなる（平元．3.29直所3-8「消

喪税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」

7)。
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誤った取扱い 正しい取扱い
「
_

〇 消贅税等の額の必要経贅及ぴ総収入金額算入の時期

処理

原則

当初申告

消費税等の申告苦提出日の屈する年

更正又は決定があった日の屈する年

当初申告後に消贅税等の額に異動が生じた場合

消要税等の

修正申告害の提出日 ・更正があった日の屈する年
例外※ 消巽税等の未払金及び未収入金計上日の屈する年

※1 消費税等の額を未払金計上している場合をいう。
※2 修正申告又は減額更正に伴い、当初の未払消探税等の額が減少又は増加した場合は、当初の年において、必要
経贅に算入していた消費税等の額の減額又は増額は行わない。

11-26 調査により消喪税の免税事業者が課税事業者 11-26 帳舘上、売上金額及び必要経喪の額につい

になり、令和x課税期間分の消喪税の期限後申 て、消要税等相当額をそれ以外の金額と区分し

告が必要となった。

令和X年分の帳簿上、売上金額及び必要経喪

の額について、消喪税等相当額をそれ以外の金

額と区分して記録されていなかったが、令和x
年分の所得税の修正申告書を提出する際、税抜

経理方式を採用し、仮受消袈税額と仮払消毀税

額の差引き額と実際の消喪税額との差額を必要

経喪に算入できるとした。

て記録されていない場合には、修正申告におい

て税抜経理方式を採用することはできず、税込

経理方式による処理がされていたものとみなさ

れる。

したがって、事例の場合、令和x課税期間分
の消喪税の期限後申告書により納付することと

なった消要税額は、当該申告書が提出された年

分の必要経喪になる。

なお、税抜経理方式による経理処理は、原則

として取引の都度行うこととされているが、期

末一括税抜経理方式を採用することも可能とさ

れている（平元． 3.29直所3-8「消我税法等の

施行に伴う所得税の取扱いについて」 4)。

11-27 雑所得を生ずべき業務を行う居住者には、所 11-27 令和5年分の以後の所得税について、不動産

法45③ （筋外経毀の必要経喪不箕入）の適用は 所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業

ないとした。 務を行う居住者又はその年において雑所得を生

ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の

当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300

万円を超えるものが、阻蔽仮装行為に基づき確

定申告書を提出しており、又は確定申告書を提

出していなかった場合には、これらの確定申告

書に係る年分の売上原価その他総収入金額を得

るために直接要した骰用の額は、一定の場合を

除き、必要経挫に算入しないこととされている

（所法45③)。

したがって、雑所得を生ずべき業務を行う居

住者であっても、前々年分の当該業務に係る収

入金額が300万円を超える居住者は現金取引等

関係密類の保存義務り£あり、＿所法45③ （舘外経
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誤 つ た 取 扱 vヽ 正 し vヽ 取 扱 vヽ

喪の必要経袈不算入）の適用対象となる（所法

45③、所令232②、所規102)。

且二笙 令和5年分の所得税の調査において、納税者 11-28 令和5年分の以後の所得税について、不動産

の過失による売上げの計上漏れを把握し、その 所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業

際、納税者から、必要経喪の計上淵れの申立て 務を行う居住者又はその年において雑所得を生

があったが、所法45@（痣外経袈の必要経喪不 ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の

箕入）を根拠に当該必要経我を認容しなかっ 当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300

迄 万円を超えるものが、隠蔽仮装行為に基づき確

定申告笞を提出しており、又は確定申告害を提

出していなかった場合には、これらの確定申告

密に係る年分の売上原価その他総収入金額を得

るために直接要した跨用の額は、一定の場合を

除き、必要経喪に算入しないこととされている

（所法45③)2

したがって、事例のような過失による売上げ

鴫 の計上漏れの場合には、同項を適用することは

I できない2•. 

且圭 なお、本措四による必要経我不箕入の

対象外とされた金額であったとしても、

直ちに必要経跨に箕入されるのではな

く、これまでどおり、他の規定により必

要経喪箕入の可否を判定する必要がある

ことに留意する。

11-29 令和5年分の所得税の調査において、納税者 11-29 所法 45③ （舘外経喪の必要経喪不箕入）の適

が隠蔽仮装行為に基づき確定申告害を提出して 用対象となる舘外経毀は、隠蔽仮装行為に関連

いたことを把握したところ、納税者から、必要 しないものも含めて、その年分の全ての売上原

経喪の計上漏れの申立てがあったが、隠蔽仮装 価の額及びその年における販売跨、一般管理我

行為に関連する額のみを必要経喪不算入の対象 その他これらの所得を生ずべき業務について生

として認容せず、熙蔽仮装行為に関連しない必 じた喪用の額である2

要経野については認容した2 事例の場合、隠蔽仮装行為に関連する額のみ

が必要経喪不箕入の対象になるのではなく、そ

の年分の全ての売上原価の額及びその年におけ

る販売喪、 一般管理按その他これらの所得を生

ずべき業務について生じた要用の額が対象とな

ゑ

【12損益通算】

12-1 事業所得の赤字と一時所得又は総合長期譲渡 12-1 一時所得又は総合長期譲渡所得と損益通算す

所得とを通箕する際、一時所得又は総合長期譲 る場合は、 50万円特別控除後で、 2分の1をす
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誤った取扱い

渡所得の金額を 2分の 1した後の金額から差し

弓Iしヽた。

正しい取扱い

る前の金額と通箕する（所法22②、 33③二、

34②、 69①、所令198三）。

12-2 個人に対し資産を譲渡して赤字が生じた場 112-2 次の条件を全て満たす譲渡による損失額は、

合、その資産が「生活に通常必要でない資産」

に該当しない限り、損益通算できるとした（土

地建物等、株式等を除く。）。

その譲渡に係る各種所得の計算上、なかったも

のとみなされる（所法59②)。

(1) 個人が個人に対し

(2) 山林（事業所得の基因となるものを除く。）

又は誤渡所得の基因となる資産を

(3) 著しく低い価額（時価の2分の 1未満）で

譲渡した場合に（所法59①二、所令169)

(4) その譲渡により、山林所得、譲渡所得又は

雑所得の金額に損失が生じたとき

12-3 生命保険契約の満期による利益と解約による 112-3 生命保険契約の満期による利益と解約による

損失が生じたが、一時所得の金額の計箕に当た

り、それらを内部通算できないとした。

損失とが生じている場合は、それらを一時所得

内で通算したところで一時所得の金額を算出す

る （所法34②)。

12-4 事業所得（総合課税）の赤字の金額と士地等 12-4 事業所得（総合課税）の赤字の金額と土地等

に係る分離譲渡所得の黒字の金額とを損益通箕 に係る分離譲渡所得の黒字の金額は、損益通算

した。 することができない（措法31③二、 32④)。

12-5 土地等に係る分離長期譲渡所得の黒字と士地 12-5 土地等に係る分離長期譲渡所得の黒字の金額

等に係る分離短期談渡所得の赤字とを損益通算 と土地等に係る分離短期譲渡所得の赤字を損益

する際、特別控除後の分離長期譲渡所得から控

除した。

通葬する場合には、特別控除前の分離長期譲渡

所得から控除する（措法31①、 32①)。

12-6 株式等に係る譲渡所得等の金額を他の所得の 112-6 株式等に係る譲渡所得等の金額から他の所得

損失の金額と損益通算した。 の金額の計箕上生じた損失の金額を控除するこ

とはできない（措法37の10⑥四、 37の11⑥)。

12-7 上場株式等に係る譲渡損失の金額と特定公社 12-7 平成28年1月1日以後の譲渡から、損益通算の

伯等の利子所得の金額との損益通箕はできない 対象に特定公社伯等の利子所得（特定公社伯の利

とした。

48 

子、公募公社債投資信託の収益の分配等）が追

加されている（措法37の12の2CI逗））。

事例の場合には、平成28年1月1日以後の譲渡

であれば、損益通算の対象となる。



個人課税関係誤りやすい事例 （所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正し い取扱い

12-8 公募株式投資信託を中途換金して利益が出た 12-8 公募株式投資信託の終了又は解約により受け

場合において、上場株式の譲渡損失と通算がで 取る金銭は、その全てが上場株式等に係る譲渡

きないと指導した。 収入として課税されるため、上場株式の譲渡損

失との通算ができる（措法37の11④)。

12-9 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の I12-9 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の
計箕上生じた損失について、他の所得と損益通

算できるとした。

計箕上生じた損失の金額については、先物取引

に係る雑所得等以外の所得と損益通箕すること

はできない（措法41の14①、措令26の23①)。

12-10 給与所得者が、レジャー用に所有していた 12-10 生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他

ョットを売却し、譲渡損失が発生したことか の所得と損益通箕することができない（所法69

ら、当該譲渡損失を給与所得と損益通箕した。 ②、所令200①)。

レジャー用に所有していたョットは生活に通

常必要でない資産に該当することから、ヨット

の譲渡により生じた損失を給与所得と損益通箕

することはできない。

12-11 不動産所得を生ずべき事業を行う任意組合等 12-11 不動産所得を生ずべき事業を行う任意組合等

の個人組合員（重要な業務の決定等に関与して の個人組合員（重要な業務の決定等に関与する

いない。）が、その組合事業に損失が生じたた

め、組合事業以外の不動産所得と通箕した。

者を除く。）については、当該組合事業から生じ

た不動産所得の損失の金額は生じなかったもの

とみなされる。

したがって、当該組合事業以外の不動産所得

や他の所得と損益通箕することはできない（措

法41の4の2)。

12-12 有限頁任事業組合の組合員が、当該組合の事 12-12 有限責任事業組合の組合員である個人のその

業に損失が生じたため、損失額を全額必要経袈 組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は

に計上し、他の所得と損益通箕した。
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山林所得の損失額について、その組合事業に係

る出資価額を基磋として計算した金額を超える

部分に相当する金額は、その年分の所得金額の

計算上、必要経袈に算入できない（措法27の2

①、措令18の3①②)。

総収入金額

必要経投 1 損 調整出資金額（※）

贔 必要経要不箕入額

※ 調整出資金額（①＋②一③）

① その年に終了する計箕期間（有限責任事
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誤った取扱い 正しい取扱い

業組合契約に関する法律第4条第3項第8

号の組合の事業年度の期間をいう。）の終了

の時までの出資の価額の合計額

② その年の前年に終了する計箕期間以前の

各計算期間における総収入金額等合計額か

ら必要経我等の合計額を控除した額

③ その年に終了する計算期間の終了の時ま

でに交付を受けた分配額の合計額

12-13 令和3年分以後の各年分において、国外中古 12-13 個人が、令和3年以後の各年において、国外

建物の錢付けにより不動産所得の金額の計算上 中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に

損失の金額が生じた場合、その損失額の全額を

他の所得と損益通算できるとした。

なお、国外中古建物の減価伯却喪の計算は、

いわゆる簡便法により行っている。

【13繰越損失】

おいて、その年分の国外不動産所得の金額の計

箕上生じた損失の金額があるときは、国外中古

建物の伯却喪に相当する部分の金額は、生じな

かったものとみなされる（措法41の4の3)。

したがって、当該金額については、国内の不

動産から生じる不動産所得とのいわゆる所得内

通算及び不動産所得以外の所得との損益通箕は

できない。

（注）「国外中古建物」とは、個人において使用

等された国外にある建物であって、個人が

取得をしてこれを当該個人の不動産所得を

生ずべき業務の用に供したもののうち、不

動産所得の金額の計箕上その建物の伯却袈

として必要経既に節入する金額を計岱する

際の耐用年数を次の方法により算定してい

るものをいう。

① 法定耐用年数の全部又は一部を経過し

た資産について、いわゆる簡便法により

計箕する方法

② その用に供した時以後の使用可能期間

の年数を耐用年数とする方法（その耐用

年数を国外中古建物の所在地国の法令に

おける耐用年数としている旨を明らかに

する書類その他のその使用可能期間の年

数が適切であることを証する一定の書類

の添付がある場合を除く。）

13-1 前年からの雑損失の繰越控除がある場合で 13-1 前年からの雑損失の繰越控除額がある場合に

も、本年の分離課税の株式等（「一般株式等及び は、分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額

上場株式等」をいう。以下同じ。）に係る譲渡所
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から控除できる（措法37の10⑥五、 37の11⑥)。
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誤った取扱い

得等の金額から控除できないとした。

正しい取扱い

その年の前年以前3年以内に生じた雑損失を

繰り越して控除する場合は次の順に控除する

（措通31• 32共ー4)。

① 総所得金額

② 土地等に係る事業所得等の金額

③ 短期譲渡所得の金額（一般所得分）

④ 短期譲渡所得の金額（軽減所得分）

⑤ 長期譲渡所得の金額（一般所得分）

⑥ 長期譲渡所得の金額（特定所得分）

⑦ 長期譲渡所得の金額（軽課所得分）

⑧ 上場株式等に係る配当所得の金額

⑨ 一般株式等に係る譲渡所得等の金額

⑩ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額

⑪ 先物取引に係る雑所得等の金額

⑫ 山林所得金額

⑬ 退職所得金額

（注） 1 ⑤から⑪においては適用税率の高い

ものから順次控除する。

2 前年からの純損失の繰越控除額は、

分離課税の株式等に係る譲渡所得等の

金額から控除できない。

13-2 令和X年分の純損失について、同年分の申告 13-2 当初申告要件及び期限内提出要件はないた

が期限後申告の場合は、その損失を翌年に繰り め、期限後申告又は更正の請求でも繰越損失を

越せないとした。

13-3  胄色申告者の純損失の金額が生じた場合で、

翌年分が白色申告（給与所得のみ）の場合は、

繰越控除ができないとした。

生じさせることができる（所法70④、所基通70

-13、70-14)。

13-3 純損失の繰越控除の要件に、連続して確定申

告密を提出していることとあるが、翌年以後に

ついては、斉色申告害の提出は要件ではないの

で白色申告でも繰越控除ができる（所法

70①④)。

13-4 純損失の繰越控除については、前年以前に控 113-4 純損失の繰越控除は、「控除する」とされてい

・ 除された純損失を除き、控除するとされている るため、任意の年分から控除することはできな

ため、昨年の確定申告の際に控除し忘れた損失

の金額は、今年の所得金額から控除することが

できるとした。
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い（所法70①②)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

13-5 白色申告者は、純損失については一切繰越控 13-5 白色申告者であっても、純損失の金額のう

除が認められないとした。 ち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失に

ついては、その純損失の発生した年分の確定申

告書を提出していれば、繰越控除ができる（所

法70②)。

（注）当初申告要件及び期限内提出要件はない

ため、期限後申告又は更正の請求でも繰越

損失を生じさせることができる（所法70

④)。

13-6 居住用財産の譲渡損失が生じた場合、期限内 13-6 譲渡した居住用財産が、譲渡した年の 1月1

に損失申告密を提出すれば、特に他に要件もな 日現在で所有期間が 5年を超えるものの場合

＜翌年以後に繰越しできるとした。 で、居住用財産の買換えを行うこと、買換資産

《居住用財旅の訊渡祖失の取扱い））

52 

につき住宅ローン残高を有していること（金額

は問わない。）、控除年の合計所得金額が、

3,000万円以下であるなど、 一定の要件に該当し

なければ、その損失額を翌年以後に繰越しでき

ない（措法41の5)。

（注） 1 この制度は、純損失の金額から「譲

渡資産」の譲渡損失の金額（措法41の

5⑦、措令26の7⑪)を抜き出して、

青白を問わず適用することとされてお

り純損失の繰越控除（所法70) とは別

の制度である。

2 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通

算及ぴ繰越控除制度」は、上記の取扱い

と異なり、住宅ローン残高を有する居住

用財産を譲渡して、買い替えをせずに借

家等に住み替える場合に他の所得との損

益通算及び繰越控除が認められる（措法

41の5の2)。

3 措法41の5の適用関係については、下

図参照

/il失の繰速はできない
（措法32)
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誤った取扱い 正しい取扱い

13-:-7 令和X年分において、同年分に生じた上場株 13-7 上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式

式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当 等の配当等（大口株主でない。）に係る配当所得

等（大口株主でない。）に係る配当所得の金額と

の損益通算をしてもなお控除しきれない該渡損

失の金額については、翌年分以後に繰越控除す

ることはできないとした。

の金額（申告分離課税を選択したものに限る。）

との損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡

損失の金額については、翌年以後 3年間にわた

り、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得

等の金額及び上場株式等の配当等 （大口株主で

ない。）に係る配当所得の金額から繰越控除でき

る（措法37の12の2⑤)。

（注）平成28年分以後の所得税について、上場

株式等に係る譲渡損失の金額と一般株式等

に係る譲渡所得等の金額とは通算できな

vヽ。

13-8 上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式 I13-8 上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式
等の配当等 （大口株主でない。）に係る配当所得

の金額との損益通箕をしてもなお控除しきれな

い譲渡損失の金額について、その損失を翌年に

繰り越すためには、期限内に確定申告しなけれ

ばならないとした。

等の配当等（大口株主でない。）に係る配当所得

の金額（申告分離課税を選択したものに限る。）

との損益通算をしてもなお控除しきれない譲渡

損失の金額について、その損失を翌年に繰り越

すためには、譲渡損失の金額に関する明細苦等

の添付のある確定申告密を提出し、かつ、その

後において連続して確定申告密を提出しなけれ

ばならないが、確定申告害を期限内に提出する

ことは要件とされていない（措法37の12の2⑤

⑦、平28.3. 7裁決）。

13-9 令和X年に発生した雑損失の金額を翌年に繰 13-9 当初申告要件及ぴ期限内提出要件はないた

り越すためには、雑損失の金額に関する事項を め、期限後申告又は更正の請求でも繰越損失を

記載した確定申告害をその提出期限までに提出

する必要があるとした。

生じさせることができる（所法71②、所基通71

-1)。

13-lQ 令和x2年分で生じた純損失について確定申 I旦二旦 純損失の繰越控除は、損失の金額が生じた年
告密を提出した後に、令和X1年分で生じた純 分の確定申告害を提出し、＿その後に連続して確

損失について確定申告害を提出していた場合で

あっても、令和X3年分の確定申告において、

令和X1年分に生じた純損失の金額を繰越控除

できるとした。
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定申告書を提出している場合に限り、適用され

る（所法70①④)。

事例の場合、 令和Xl年分の確定申告害は、

令和X2年分の確定申告書の提出後に提出され

ており、上記の連続申告要件を満たさないこと

から、令和X3年分の確定申告において令和X

1年分で生じた純損失の金額を繰越控除するこ

とはできない.2.
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誤った取扱い 正しい取扱い

13-11 青色申告者で、令和Xl年分、令和X2年分と連 13-11 純損失の繰越控除の要件は、純損失の金額が

続して純損失の繰越控除に係る確定申告書を提 生じた年分の確定申告害等の提出後も連続して

出している者について、令和X3年分の確定申告

において、申告害第四表が提出されていないた

め、令和X3年分について令和Xl年分、令和X2年

分に生じた純損失の繰越控除は適用できないと

した。

確定申告密を提出していることであり、申告書

第四表の提出は要件とされていないため、事例

の場合、令和X3年において、令和Xl年分及び令

和X2年分に生じた純損失の繰越控除が適用でき

る（所法70①②④)。

13-12 令和Xl年分において先物取引に係る損失を適 I13-12 先物取引に係る損失の繰越控除は、損失の金
正に申告し、令和X2年分の申告密を提出せずに

令和X3年分の申告をした者に対し、令和X2年分

の期限後申告書を提出すれば、令和X3年分にお

いて令和Xl年中に生じた先物取引に係る損失の

金額を控除し、さらに翌年に繰り越す更正の請

求ができる旨説明した。

X2年分 X3年分Xl年分

申告呻出日 I1 X2.3.1 X4.3.l 

計互明細密のI 
添付

あり あリ

繰越損失用のI
付表の添付

あり あり

先物所1丹 △1,500 500万

額が生じた年分の確定申告書等の提出後も連続

して一定の明細害等の添付がある確定申告書を

提出する必要がある。

事例の場合、令和X3年分の確定申告書の提出

後に前年である令和X2年分の期限後申告害を提

出しており 、上記の提出要件を満たさないこと

から、令和Xl年分で生じた先物取引に係る損失

の繰越控除は認められない（措法41の15) （東

京喬裁平30.3. 8判決）。

13-13 令和Xl年の確定申告書に同年分に生じた先物 I13-13 先物取引に係る損失の金額を翌年に繰り越す
取引に係る損失の金額を記載しなかった場合、

更正の請求により当該損失の金額を繰り越すこ

とはできないため、令和X2年分の確定申告の際

に、 当該損失の金額を差し引くことはできない

とした。

申告年分 Xl年

申告桝捉出日 X2. 3.1 

計哀明細再の添付 l なし

繰越損失用の
なし

付表の添付

先物所得 △3,000 
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ためには、①確定申告密に計算明細笞等が添付さ

れていること、②その後に連続して確定申告害の

提出があったことのいずれの要件も満たしている

必要がある（措法41の 15③)。そして、①につい

ては、計算明細密等の添付がない当初申告につ

き、更正の請求に基づく更正により、新たに損失

の金額があることとなった場合も含まれることと

されている（措通41の 15- 1)。

したがって、事例の場合、令和X2年分の確定申

告書を提出する前に、令和Xl年分の先物取引に係

る計算明細害及び繰越損失用の付表を添付した更

正の請求密を提出することにより、 当該損失を令

和X2年分に繰り越すことができる。
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誤った取扱い 正しい取扱い

13-14 令和X2年分の確定申告の際、先物取引に係る 113-14 令和 X2年分の先物取引に係る計算明細密及ぴ

計箕明細密及び繰越損失用の付表に、同年分に 繰越損失用の付表に、令和 Xl年に生じた繰越損

生じた先物取引に係る損失の金額を記載した

が、令和Xl年分に生じた先物取引に係る繰越損

失の金額（令和Xl年分確定申告の際は適正に申

告）の記載を失念していたため、令和Xl年に生

じた先物取引に係る損失を令和X2年分以後に繰

り越すことはできないとした。

申告年分

申告書提出日

計算明細吾の

添付

繰越損失用の

付表の添付

先物所得

Xl年

X2. 3. 1 

あり

あり

△3,000 

X2年

X3. 3.1 

あり

あり

(Xl年分の損失に

ついて記載なし）

△200 

失の金額を記載していないことは、通法 23①に

定める更正の請求の事由に該当するため、令和

X2年分の更正の請求をすることにより 、令和 XI

年に生じた繰越損失の金額を繰り越すことがで

きる（通法2六ハ、通法 23①二、措法 41の

15⑥)。

なお、令和X2年分の確定申告書に先物取引に

係る計箕明細書及び繰越損失用の付表が添付さ

れていない場合は、先物取引に係る損失の金額

を翌年に繰り越すための要件（①計箕明細杏等

が添付された確定申告野が提出され、②その後

において連続して確定申告租の提出があったこ

と）を満たさないことから、令和X2年分の更正

の請求により、令和X1年分に生じた繰越損失の

金額を繰り越すことはできない。

13-15 令和Xl年分及び令和X2年分の確定申告害に先 I13-15 先物取引に係る損失の繰越控除を適用するた
物取引に係る損失の金額を記載しなかった場合

であっても、令和X3年分の確定申告する前に、

令和Xl年分及び令和X2年分に生じた先物取引の

損失に係る計箕明細書及び付表を添付して、当

該各年分の更正の請求を提出すれば、令和X3年

分について、令和Xl年分、令和X2年分の先物取

引に係る損失の繰越控除を適用することができ

るとした。

Xl年分 X2年分

申告笞提出日 X2.3.l X3.3.l 

計互明細四の添付 なし なし

繰越損失用の
なし なし

付表の添付

先物所得 △9,500 △200 

更正の諸求円
X4.2.23 

提出日
X4.2.23 
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めには、①計箕明細書等が添付された確定申告

密が提出され、②その後において連続して確定

申告杏の提出があったことのいずれの要件も満

たしている必要がある（措法41の 15③)。

また、①には、計箕明細芯等の添付がない当

初申告につき、更正の請求に基づく更正によ

り、新たに損失の金額があることとなった場合

も含まれることとされている（措通 41の 15-

1)。

事例の場合、令和X3年分の確定申告密を提出

する前に、令和X2年分に生じた先物取引の損失

に係る計箕明細書及び付表を添付して更正の請

求をすれば、令和 X2年に生じた損失を令和 X3

年分に繰り越すことができるが、令和Xl年分の

先物取引に係る損失については、既に令和X2年

分の確定申告害が提出されているため、上記繰

越控除の要件を満たさないことになる。

したがって、令和Xl年分に生じた先物取引に

係る損失を令和X2年分以降に繰り越すことはで

きない（名古屋高裁平30.11.22判決）。
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誤った取扱い 正しい取扱い

【14雑損控除】

14-1 原状回復喪用から被災した資産の損失額を控 I14-1 原状回復喪用から資産の損失額を控除した残
除せず、全額災害関連支出として 5万円を差し

引いた金額を雑損控除の対象とした。

りが災害関連支出となる（所令206①ニロ）。

14-2 妻の所得が48万円を超えているにもかかわら 14-2 妻の所得が48万円（令和元年分以前は38万

ず、妻の資産の損失を夫の雑損控除の対象に含 円）を超えている場合は、妻の損失を夫の雑損

めた。 控除の対象とすることはできない（所法72①、

所令205①)。

14-3 「振り込め詐欺」により金銭を詐取された場 14-3 雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」に

合においても、その損失は雑損控除の対象にな より生じた損失に限定されていることから、「詐

るとした。

【15医療費控除】

欺」によって生じた損失は対象とはならない。

したがって、「振り込め詐欺」により金銭を詐

取された場合においては、その損失は雑損控除

の対象とはならない（所法72①、所令9)。

15-1 生計を一にしていない親の入院喪を子が支 15-1 医療喪控除の対象は、「自己又は自己と生計を

払った場合、その入院究を子の医療喪控除の対 ーにする配偶者その他の親族に係る医療袈」に

象に含めた。 限られているので、医療喪控除の対象とするこ

とはできない（所法73①、所基通73-1)。

15-2 支払った医療喪の額を上回る補填金 (A病気 15-2 補坦の対象となる医療喪ごとに補填金の差引

に係るもの）の額を他の医療賎 (B病気に係る 計箕を行う（所法73①)。

もの）から差し引いた。 （注）支払った医療喪の額を上回る補槙金が支

給された場合、その上回ることとなった金

額については、所得税は課されないこ とに

留意する（所法9①十八、所令30-)。

15-3 医療喪の支払者と補填を目的とする保険金等 15-3 医療毀の補填を目的として支払を受ける保険

の受領者が異なる場合、支払った医療袈から保 金等である限り、その医療我から差し引く（所

険金等を差し引かなかった。 法73①、所基通73-8)。

15-4 令和Xl年12月に特定健康診査を受診し、検査 I15-4 特定健康診査の自己負担額は、医療袈に該当す
料を支払った。

この結果、高血圧症と診断され、令和X2年2

月に特定保健指導（和極的支援）を受けること
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るものではないが、特定健康診査の結果が高血圧

症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態と診断さ

れ、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い

となったので、特定健康診査及び特定保健指導

（積極的支援）に係る自己負担額を令和Xl年分

の医療跨控除の対象とした。

正しい取扱い

指示に基づき特定保健指導（和極的支援）が行わ

れた場合には、その特定保健診査の自己負担額も

医療我に該当するものとして取り扱うこととなる

（所規40の3①二）。

したがって、特定健康診査及ぴ特定保健指導

（和極的支援）に係る自己負担額は、それぞれ

支払った日の屈する年ごとに医療喪控除の対象

となり、特定健康診査に係る自己負担額は令和

Xl年分、特定保健指導に係る自己負担額は令和

X2年分の医療栽控除の対象となる。

15-5 メタボリックシンドロームに係る特定健康診 15-5 医療我控除の対象となる特定保健指導の指導

査の結果により、特定保健指導として動機付け 料の自己負担額は、特定健康診査の結果が嵩血

支援を受け、指導料を支払ったので、その指導

料を医療弗控除の対象とした。

圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であ

ると認められる基準に該当する人に対して、そ

の特定健康診査を行った医師の指示に基づき行

われる和極的支援に係るものに限られる（所規

40の3①二）。

したがって、特定保健指導の指導料の自己負

担額であっても、動機付け支援に係る指導料の

自己負担額は医療喪控除の対象には該当しない。

15-6 メタボリックシンドロームに係る特定健康診 15-6 特定健康診査を行った医師の指示に基づき行わ

査の結果中性脂肪値が高かったことから、特定 れる特定保健指導（和極的支援）を受ける人のう

保健指導（和極的支援）により、定期的な運動 ち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂笠異

をするよう指導を受けて、スポーツジムに通っ

ているので、スポーツジムに支払った運動施設

使用料を医療毀控除の対象とした。

常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる

基準に該当する人の状況に応じて一般的に支出さ

れる水準の医師による診療又は治療の対価その他

特定健康診査の投用は、医療我控除の対象とされ

る（所規40の3①二）。

しかしながら、事例のようなスポーツジムの

利用料は、医療喪控除の対象となる特定保健指

導そのものの対価ではなく 、医師の診療等を受

けるために直接必要な喪用にも該当しないた

め、医療喪控除の対象となる医療我には該当し

なVヽ。

15-7 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホー I15-7 指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護
ム）に支払った施設サービス我のうち、介護

毀、食毀及び居住毀の自己負担額は、全額医療

跨控除の対象となるとした。
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老人福祉施設に支払った施設サービス我のう

ち、介護我、食喪及ぴ居住喪に係る自己負担額

の2分の 1が医療歿れを除の対象となる（所法
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誤 つ た 取 扱 し‘ 正 し し‘ 取 扱 vヽ

73② 、 所令207①三、所規40の 3②、介護保険法

8 (28)、平12.6. 8課所4-9)。

15-8 要介護者が介護サービス事業者等から訪問介 15-8 介護保険制度下での居宅サービスのうち、訪

護を受けてい る場合は、その自己負担額につい 問介護（ホームヘルプサービス）に係る自己負

ては、いかなる場合も医療袈控除の対象になる 担額については、ケアマネージャーが策定する

とした。 ＊ 居宅サー ビス計画（ケアプラン）に基づいて同

一 月の医療系サー ビスと併せて利用する場合の

み、医療毀控除の対象となる。

なお、介護保険制度下 における医療喪控除の

取扱いは次表のとおりである。

《厖殺 サービス》

取扱い 頷収狂

崖役サーピスの対伍 （介護R、食R及び居住ff)
指定介護老人福祉崖役 I指定地域密清型介復老人篇祉崖伐 介護事英者からの

として支払った額の2分の 1が医級R控除の対象 「指定介穫老人福祉崖設利｝II料芍領収証J

誕投サービスの対iJi（同いとして支払った額が 介護老人保紅崖役 I指定介護恢養型医税紐
医板機関からの領収証

区 杖 n 控 餘 の 対 象 介復医療院 | 
ヽ

一―—·

| 
≪居宅サービス≫

取校い 類収証

訪間看謂 介護予訪訪間看護

訪間9ハピリテーシnン 介護予防訪問リハビリテーシロン

屈9E療黄腎翌指導 ［医師碍による監衰・ 指導I 介護予防屈宅療養贅踵指導

サービスの対函が国療費
過所リハピリテーシ菖ン ［ほ療機関でのデイサーイス］ 介護予防通所リハビリテーシ●ン①控9食の対象となるむ宅サ 医 療 機閲からの碩収証

ーピス等
短閉入所療養介護 ［シ9ー トステイl 介護予防虹期入所療養介護

定刈巡回 •閲99対応型訪問介謂刃護（一体型事業所で訪問刀護を利／1］する場合に悶る． ）

看護郎・分小規を給撲多＜ ．磯）範に型以屈る宅． 介讀（上記の店宅サーピスを含む組合せにより褪供されるもの（生店援肋中心型の訪間
介護の ．） 

訪/花Ill援介護肋 （ホームヘルブサーピスl
（生 中心閃を森く）

介＂子訪訪問介護（浜 平成30年3月宋まで）

夜間91応笠訪間介讀

訪LLLL入浴介霞 介寝予防訪問入浴介謹

通所介護 1デイサーピス1 介護予防通所介寝（米平成30年3月宋よで）

地蟻密看型通所介護（※平成28年4月1日から）

(I)せのて利居宅サービス等と(JI U知症対応翌通所介＂ 介護予防認知庄対応登通所介護

② 滋費控l森llすの対る場象合とのなみる区屈
小規模多機範型む宅介護 介頂予防小以撲多機総型屈宅介Ill

＂§介宅サ謹ー事ピス業等行和 1111か料ら印収の証」宅サーピス等

ぼ期入所生沿介謹 ［シ9ートステイ1 介護予防短閉入所生活介頂

定期巡回 ・随時対応型訪間介寝刀寝（一体型事業所で訪問刀頂を利IIIしない場合及び連携型事i111所に烈る．）

看猛小規雰：機範型店屯介護（上記の居宅サービスを含まない組合せにより悦供されるもの（生活援助中心曳の
訪間 の郎 除く．）に限る．）

地域文援事業の訪HII型サーピス（生沿援助中心のサーピスを除く．）

地域支援事稟の通所型サービス（生店汲肋中心のサービスを茄＜．）

訪tt:I介護（生活援助巾心型） 介頂予防認知紅対応型共同生沿介護

鯰知症対応型共同生む介護
＂じ知 症高齢名グルプホ ム］

特定Iii設入屈芍生9凸介＂ ＂＂ 斗宅人ホーム等I 介頂予防地蟻密芍型特定緬設人屈者生沿介頂

地域密泊型杓定紅設入＆者生活介謹

③叩楳費控知の対＆となら
ない居宅サービス等 ほ祉JRJ].貸午 介謂予防福祉）叫↓貸t;.

看護 ・小規慎多機紀型む宅介寝（生r“夏Jj/J'ト・心型の訪1"1介頂の部分）

地域文援事棄の訪1111型サービス（生fK援肋中心のサービスに以る．）

地域支慣事業の通所型サービス（生沿R肋中心のサーピス1こ印る．）

地域文捜事業の生活支援サービス
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誤った取扱い

15-9 居住者が海外で受診した治療喪については、

医療我控除の対象とならないとした。

正しい取扱い

15-9 居住者が海外で受診した治療我についても、

医療我控除の対象となる。ただし、海外赴任中

等で非居住者となる年分に係るものについて

は、医療喪控除を申告することはできないた

め、対象にはならない（所法73①②、 165)。

15-10 令和X年7月に、 4年間の予定で海外勤務と 115-10 医療投控除の対象とできるのは居住者期間に

なった納税者が令和X年分の確定申告密を作成 支出した医療袈に限られ、出国して非居住者と

する際に、納税者が同年 1月から12月に支払っ

た医療喪の全てを医療喪控除対象とした。

なった日（出国の翌日）以後に支払った医療喪

は、医療喪控除の対象とはならない（所法73、

165①、所令258③二）。

なお、社会保険料控除や生命保険料控除、地

厖保険料控除も同様に、居住者期間に支払った

もののみが控除対象となる（所法74~77、165

①、所令258③三、四）。

15-11 アトヒ 一゚性皮向炎の患者が、医師の指導によ 15-11 防ダニ布団の購入の対価は、医師の指導や診

り購入した防ダニ布団の購入の対価は、診断恕 断密があったとしても、医療喪控除の対象とな

があれば、医療喪控除の対象となるとした。 らない（所法73②、所令207、所基通73-3 

(1))。

15-12 セルフメデイケーション税制による所得控除 15-12 セルフメデイケーション税制（医療喪控除の

と従来の医療喪控除を両方適用することができ 特例）による所得控除と、従来の医療喪控除を

るとした。 同時に適用することはできない。購入した対象

医薬品の代金について、従来の医療喪控除制度

とセルフメデイケーション税制のどちらを適用

するかは、納税者自身の選択による （措法41の

17①)。

15-13 同一世帯の中で、従来の医療袈控除により申 I15-13 確定申告をする者が各々で選択するため、同
告する者と、セルフメデイケーション税制によ

る所得控除を申告する者とがいてはいけないと

した。

一世帯の中で医療我控除により申告する者とセ

Jレフメデイケーション税制により 申告する者が

いてもよい。

15-14 任意（全額自己負担）で受けた健康診査によ 15-14 セルフメデイケーション税制による所得控除

り、「一定の取組」を行ったものとして、セルフ の適用を受けるためには、次のような「健康の

メデイケーション税制による所得控除を適用で 保持増進及び疾病の予防への取組として一定の

きるとした。また、この健康診査にかかった跨 取組」を行う必要がある。

用も、セルフメデイケーション税制による所得 ① 保険者（健康保険組合、市町村国保等）が
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誤った取扱い

控除の対象となるとした。

正しい取扱い

実施する健康診査（人間ドッグ、各種健

（検）診等）

② 予防接種（定期接種又はインフルエンザワ

クチンの予防接種）

③ 勤務先で実施する定期健康診断（事業主検

診）

④ 特定健康診査（いわゆるメタボ健診）又は

特定保健指導

⑤ 市町村が実施するがん検診

上記の「一定の取組」には、申請者が任意に

受診した健康診査（全額自己負担）は含まれな

いのが原則である。

例外的に、任意に受診した健康診査の検診結

果を保険者や事業主に提出し、特定健康診査や

定期健康診断の結果とみなされる場合には、「一

定の取組」に該当する。なお、この場合、領収

害や結果通知表に「定期健康診断」若 しくは

「勤務先（会社等）名称」又は「特定健康診

査」若しくは 「保険者名」の記載がないため、

勤務先や保険者に「一定の取組」を行ったこと

の証明を依頼する必要がある。

また、セルフメデイケーション税制において

所得控除の対象となるのは、特定成分を含んだ

OTC医薬品（いわゆるスイッチOTC医薬品）の

購入の対価であり、健康診査等の「一定の取

組」にかかった喪用は所得控除の対象とならな

い（措法41の17)。

15-15 生計を一にする子が予防接種を受けた場合で 115-15 セルフメディケーション税制の適用を受ける

も、納税者が「一定の取組」を行ったものとし 納税者自身が「一定の取組」を行うことが必要

て、セルフメデイケーション税制による所得控

除の適用を選択できるとした。 ＊

であるため、子の予防接種をもってセルフメ

デイケーション税制の選択をすることはできな

い（措法41の17①)。

15-16 家族が購入した医薬品を対象に含めてセルフ 15-16 セルフメディケーション税制の適用を受ける

メデイケーション税制による所得控除を申告す 納税者自身が「一定の取組」を行っていれば足

る場合、同一世帯の全員が健康診査等を受診し りる（措法41の17①)。

なければならないとした。＊

15-17よ：芯1::：：ょ；：二；；／；；ふ：で：；1 15-17 1 :::::出以：：：：：兌竺ごご手イIJ::::
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誤った取扱い

載した明細密のほか、「一定の取組」を行ったこ

とを明らかにする密類についても確定申告密に

添付又は提示が必要であると説明した。

正 しい取扱い

ン税制の適用に受ける場合には、「一定の取組」

を行ったことを明らかにする密類の確定申告密

への添付又は提示は不要である（「一定の取組」

を行ったことを明らかにする害類については、

確定申告期限等から 5年間、提示又は提出を求

めることができる。）。

ただし、「令和 2年分以前の確定申告密を提

出」又は「年の途中の死亡や出国で令和3年分

の確定申告害を令和3年12月31日までに提出」

する際にセルフメデイケーション税制の適用を

受ける場合には、 「特定成分を含んだOTC医薬

品の購入喪の額」など定められた事項の記載の

ある明細書に加え、当該適用を受ける年分にお

いて「一定の取組」を行ったことを明らかにす

る苦類の確定申告密への添付又は提示が必要で

ある。

15-18 勤務先で受診した定期健康診断の結果通知表 I15-18 「一定の取組」の証明密類として使用できな
に勤務先の名称又は定期健康診断という名称の

記載がなかったが、そのまま「一定の取組」の

証明害類として取り扱った。
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い（措法41の17③、措規19の10の2②)。

領収密や結果通知表に「定期健康診断」若し

くは「勤務先（会社等）名称」又は「特定健康

診査」若しくは 「保険者名」の記載がない場合

においては、任意で受けたものとの区別ができ

ないため、別途、勤務先や保険者に「一定の取

組」を行ったことの証明密の発行を依頼する必

要がある。

※ 「一定の取組Jの証明忠類の具体的例

① インフルエンザの予防接種又は定期予防

接種の領収証又は予防接種済証

② 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知

③ 「定期健康診断」という名称又は「勤務

先名称」が記載された、職場で受けた定期

健康診断の結果通知表

④ 「特定健康診査」という名称又は「保険

者名」が記載された、特定健康診査の領収

証又は結果通知表

⑤ 「勤務先名称」又は「保険者名」が記載

された、人間ドックやがん検診を始めとす

る各種健診（検診）の領収証又は結果通知

表

（令和3年分以後の確定申告書を令和4年 1

月1日以後に提出する場合については、上記

問15-17を参照）
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誤った取扱い 正しい取扱い

15-19 前年から引き続いて受けていた特定保健指導 15-19 特定保健指導を中断した場合は、「一定の取

を年の途中で中断したが、本年の確定申告にお 組」を行ったものとみなされない。

いて特定保健指導を「一定の取組」を行ったと 特定保健指導を終了した場合のみ「一定の取

してセルフメデイケーション税制を適用した。 組」を行ったものとみなされる。

なお、特定保健指導を中断した場合であって

も、その年に特定健康診査を受けていれば「一

定の取組」を行ったこととなる。

15-20 ドラッグス トアのセール期間中に1,000円のセ 15-20 割引後の価格（900円）がセルフメディケー

ルフメデイケーション税制対象医薬品を10％引 ション税制の対象金額となる。

きの900円で購入した。確定申告において、上記

の医薬品についてセルフメデイケーション税制

の対象金額を1,000円とした。

旦二紅 令和6年11月以降に、後発医薬品（ジェネ I15-21 令和6年10月から、後発医薬品 （ジェネリッ
リック医薬品）が存在する先発医薬品の処方を

希望したため、通常の患者負担分に加えて、 「特

別の料金」を支払うこととなったが、この 「特

別の料金」について医療喪控除の対象外 とし

て、医療校の額に含めなかった

【16社会保険料控除等】

ク医薬品）がある先発医薬品のうち、一部の先

発医薬品の処方等を希望する患者については、

患者負担分に加えて、「特別の料金」を支払 うこ

ととされたところ、この 「特別の料金」につい

ては、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対

価」に該当することから、医療袈控除の対象と

紅

16-1 扶養している妻の年金から天引き （特別徴 16-1 社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己

収）された後期高齢者医療保険の保険料につい と生計をーにする配偶者その他の親族の負担す

て、夫の社会保険料控除の対象になるとした。 べき社会保険料を支払った場合は、支払った金

額を控除することとされている（所法74①)。

事例の場合、妻の公的年金から徴収された保

険料は、妻が支払ったものであるから、夫の社

会保険料控除の対象とすることはできない。

なお、 夫が妻の保険料を支払った（普通徴収）

場合は、夫の社会保険料控除の対象になる。

16-2 国民年金保険料の 「2年前納制度」により納 16-2 「2年前納制度」により納めた国民年金保険

めた保険料について、納めた年分にその全額を 料を所得から控除する場合、次のいずれかの方

社会保険料控除の対象とすることはできないと

した。
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法を選択することができる （所基通四 ．75-

1、74• 75-2)。

① 全額を納めた年に控除（一括方式）

② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除
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誤った取扱い 正しい取扱い

（分割方式）

（注） 一括方式から分割方式に変更又は分割方式

から一括方式に変更する旨の更正の請求は認

められない。

16-3 平成28年11月に、国民年金保険料の「後納制 16-3 「後納制度」により保険料を納めた場合、そ

度」により過去の保険料を納めた場合、 一括方 の全額を納めた年に控除する（所法74)。

式又は分割方式のいずれかの方法により社会保

険料控除を適用できるとした。

（注）「後納制度」とは、平成27年10月から平成

30年9月までの3年間に限り 、過去5年分

まで国民年金保険料を納めることができる

制度である。

16-4 一般生命保険料控除の対象となる新契約（平 I16-4 新契約と旧契約の双方について保険料控除の
成24年 1月1日以降に締結したもの）と旧契約

の保険契約がある場合の、 一般生命保険料控除

の上限金額は4万円であるとした。

【17寄附金控除】

適用を受ける場合の上限額4万円と、旧契約の

みについて受ける場合の 5万円との有利な方を

選択できる。

ただし、生命保険料の控除額（一般生命保

険、個人年金保険、介護医療保険に係る各控除

額の合計）は12万円が限度となる（所法76①、

④)。

17-1 ふるさと納税の領収証の名宛人が納税者の妻 I17-1 寄附金控除は、納税者がその年中に支出した
であったが、納税者の寄附金控除の対象となる

とした。

特定寄附金の額を基に計箕するため、納税者の

妻が支出した寄附金は、納税者本人の寄附金控

除の対象とはならない（所法78)。

17-2 入学した年に学校に支払った寄附金を寄附金 17-2 入学が予定される年の年末までに支払った学

控除の対象とした。 1 校に対する寄附は、入学決定後に募集の開始が

あったもので新入生以外の者と同一の条件で募

集される部分を除いて、原則と して寄附金控除

の対象とならない（所法78②括弧書、所基通78

-2)。

17-3 財務大臣の指定がない宗教法人に対する寄附 17-3 宗教法人に対する寄附は、財務大臣が指定し

を寄附金控除の対象とした。 たものを除き、寄附金控除の対象とならない

（所法78②二）。
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誤 つ た 取 扱 vヽ 正 し vヽ 取 扱 vヽ

17-4 地方公共団体に土地を寄附した場合、土地の 17-4  地方公共団体に土地を無伯で譲渡する場合に

価額（時価）を寄附金控除の対象とした。 は、みなし譲渡所得が発生する（所法59①二）

が、措法40《国等に対して財産を寄附した場合

の譲渡所得等の非課税》の特例の適用を受ける

場合には、譲渡益相当額は寄附金控除の対象と

はならず、取得価額相当額が寄附金控除の対象

となる（措法40⑳)。

17-5 政党等に対する寄附金について、 一部を寄附 17-5 政党等に対する寄附金については、寄附金控

金控除（所得控除）の適用対象とし、残りを政党 除の適用を受けるか政党等寄附金特別控除の適

等寄附金特別控除（税額控除）の適用対象とする 用を受けるかを選択できるが、その年中に支出

ことができるとした。 した政党等に対する寄附金の全額についていず

れの適用を受けるかを選択しなければならない

こととされている（措通41の18-1)。

17-6 当初申告において、一部の政党等寄附金につ 17-6 当初申告で政党等寄附金控除（税額控除）を

いて政党等寄附金控除（税額控除）の適用を受 選択した場合、更正の請求で追加計上する政党

けていた場合であっても、当初申告していな 等寄附金は寄附金控除（所得控除）ではなく、

かった政党等寄附金は、更正の請求で政党等寄 政党等寄附金控除（税額控除）を適用すること

附金控除（税額控除）に追加することはでき となる，

ず、寄附金控除（所得控除）であれば適用でき （措法41の18②③、 41の18の2②③、 41の18の

ると説明した2 3麟、措通41の18-1、41の18の2-1、1

の18の3-1) 

（注） 当初申告に記載された政党等寄附金等

控除（税額控除）と同一区分の政党等寄

附金等控除（税額控除）に限るので留意

土

したがって、例えば、当初申告で政党

等寄附金控除（税額控除）の適用のみを

受けており、認定NPO法人に対する寄

附金について申告していなかった場合、

新たに認定NPO法人寄附金控除（税額

控除）の適用を受ける旨の更正の請求は

できない。ただし、当該NPO法人に対

する寄附金について、寄附金控除（所得

控除）の適用を受ける旨の更正の請求は

可能である。

17-7 政治団体に対する寄附金については、全て政 17-7 政党等寄附金特別控除の対象となる寄附金

党等寄附金特別控除（税額控除）の適用を受け は、政治資金規正法の一部を改正する法律の施

ることができるとした。 ＊ 行日（平成7年 1月 1日）から令和11年12月31
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誤った取扱い 正しい取扱い

日までの期間において支出した政治活動に関す

る寄附金で、政党又は政治資金団体等一定の団

体に対するものに限られている（措法41の18

①)。

17-8 申告相談の際に、納税者は政治団体に対する 17-8 政治団体に対する寄附金について寄附金控除

寄附金について寄附金控除又は政党等寄附金特 又は政党等寄附金特別控除の適用は、原則とし

別控除の適用に当たって、領収証のコヒ ー゚しか

持っておらず、選挙管理委員会が発行する「寄

附金（税額）控除のための術類」を持っていな

かったため、「寄附金（税額）控除のための密類」

がなければ申告できないとした。

．．
 』 17-9 政治家が行った本人の後援会に対する寄附に 17-9 選挙管理委員会が発行する「寄附金（税額）控

ついて、選挙管理委員会が発行する「寄附金（税 除のための書類Jは、政治資金規制法に基づく

額）控除のための密類」が添付されていたため、

寄附金控除を認めた。

て選挙管理委員会が発行する「寄附金（税額）控

除のための杏類」が必要であるが、「寄附金（税

額）控除のための杏類」が申告までに発行されて

いない場合には、領収証のコピーを添付して申

告し、後日「寄附金（税額）控除のための書類」

を提出して差し支えない（所令262①六、所規47

の2③三、措法41の18③、措規19の10の3)。

収支報告密に記載されている寄附金であること

を確認するものであり、寄附金控除の対象とな

るものか否かを証明するものではない。

したがって、添付要件以外の課税要件につい

ては、別途検討する必要があるところ、事例の

寄附金は政治家本人の後援会に対するものであ

り、寄附者に特別の利益が及ぶため、寄附金控

除の対象とならない。

17-10 ふるさと納税に係る寄附金控除に必要な害類 17-10 令和3年分以後の確定申告においては、ふる

は、自治体が発行した寄附金受領害でなければ さと納税に係る寄附金控除の添付密類について

ならないとした。 は、寄附ごとの寄附金受領害に代えて、特定事

業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金

控除に関する証明苦」とすることができる（所

規47の2③ーイ(2))。

【18障害者控除】

18-1 社会福祉事務所長が発行した「障害者控除対 18-1 精神又は身体に障害のある65歳以上の者で社

象者認定密」に、過去に遡及して認定する旨が 会福祉事務所長や市町村長等が発行する「障害

記載されているにもかかわらず、各年12月31日

現在で認定されているか、認定のための申請を

していなければ、障害者控除は認められないと

指導した。

者控除対象者認定害」により障害者に該当する

旨が認定されている者については、障害者に該

当し、過去に遡及して認定された場合にあって

は、障害者控除についても過去に遡及して適用
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誤 つ た 取 扱 vヽ 正 し vヽ 取 扱 l,,ヽ

を受けることができる（所令10①七）。

18-2 介護保険法上の要介護の認定を受けている者 18-2 介護保険法における要介護状態とは、身体又

について、障害者控除の対象とした。 ＊ は精神の障害 のために、入浴、排せつ、食事等

日常生活での基本的な動作について、 6月にわ

たり継続して常時介護を要すると見込まれる状

態をいうことから、要介護状態の者の一 部に

は、福祉事務所長等の認定を受けることによ

り、所得税法に規定する障害者に該当する者が

存在することとなる。

しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事

務所長等による認定は別の認定行為であり、介

護保険上の介護認定を受けたことをもって、直

ちに所得税法上の障害者に該当するものではな

い（所令10①七、介護保険法7①③)。

18-3 都道府県知事から精神障害者保健福祉手 帳の 18-3 精神障害者保健福祉手帳に、その障害 の等級

交付を受けている者で、その障害の等級が2級 が 1級と記載されている者は、特別障害者に該

と記載されている者を、特別障害者に該当する 当することとされているが、障害 の等級が2級

とした。 ＊ と記載されている者は障害者に該当する（所令

10② 二）。

（参考）

該当者
区分

確認方法等
障害者 特別障害者

精神上の障害により事理を弁謙する能力を欠
・ 医師の診断書等

゜
・ 登記事項証明書

く常況にある者
（成年被後見人）

1 
児童相談所、知的障害者更生相駁所、

知的陣害者 重度の知的障害者
精神保健福祉センター、精神保健指定医の判

（疫育手帳B) （僚育手帳A)
疫育手帳

定により知的障害者とされた者

2精神に障害がある者で、精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている者

障害者等級が2級又は3級 障害者等級が1級 精神緯害者保健福祉手帳

3身体障害者手帳に、身体上の障害があると
身体障害者手帳

障害の程度が3級以下 障客の程度が1級又は2級 （手帳の交付申請中の者は
記載されている者 医師の診断書等）

障害の程度が
戦傷病者手幡

4戦傷病者手帳の交付を受けている者 障害の程度が第4項症以下 （手帳の交付申請中の者は
1特別項症から第3項症まで

医師の診断書等）

原子爆彊被爆者のうち、現に医疫を要する者
5として、厚生労働大臣の認定を受けている者 ゜

厚生労働大臣の認定書

判定時において、引き続き6ヶ月以上にわたり
6就床を要し、介護がなければ自ら排便等がで

゜
医師の診断書等

きない状態にある者

精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の 障害の程度が
障害の程度が 福祉事務所長又は市町村長

7者で、福祉事務所長又は市町村長等の認定 上記1又は3に準ずる者にうち、
上記1又は3に準ずる者 等の証明書

を受けている者 右の特別障害者に該当しない者

盗上記釦及び4につい又は主帳Q文位吏請虫ヱあ2工土≫一定Q揚合は陸翌五笠院Q泣塾となる陸宣五に認当丈るものとしエ差し支えない
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誤った取扱い 正しい取扱い

18-4 Aは、父B （特別障害者）及び母Cと別居し 18-4 同居特別障害者の判定における「同居」と

ているが、生計を一にしており、 B・Cに係る は、①納税者本人、②納税者の配偶者、③納税

扶養控除の適用を受けている (BとCは同居が 者と生計を一にするその他の親族、のいずれか

常況）。 との同居を常況としている場合とされている。

この場合、 BはAと別居しているため、 Aの よって、 Bは、 Aと生計を一にする親族であ

同居特別障害者には該当しないとした。 ＊ るCと同居しているため、 Aの同居特別障害者

となる（所法79③)。

生計を一にする親族

B （特別諒害者）

【19寡婦控除・ひとり親控除】

19-1 Aは、未婚でBを出産し、 Bを扶養親族とし.I19-1 寡婦とは、夫と離婚した後婚姻していない者

ているため、寡婦控除を適用できるとした。 のうち一定の要件を満たす者、若しくは、夫と

死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の

明らかでない者で一定の要件を満たす者で、「ひ

とり親（問19-2参照）」に該当しない者をいう

（所法2①三十、令2改所法附則2)。

事例の場合、 Aは、未婚であり、上記の要件

を滴たさないため、寡婦控除を適用できない。

ただし、令和2年分から、一定の要件を満た

す場合、ひとり親控除が適用される（所法81)

（問19-2参照）。

19-2  Aは、妻と死別した後婚姻しておらず、子を 19-2 令和 2年分以後、居住者が、ひとり親（現に

扶養しており、令和元年分までは寡夫控除を適 婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らか

用していたが、令和2年分から、寡夫控除は廃 でない一定の者のうち、①生計を一にする子

止されたため、妻との死別・子の扶養に関する （総所得金額等が48万円以下）を有すること、

控除（寡夫控除に代わるもの）はないとした。 ②合計所得金額が500万円以下であること及ぴ③

なお、Aの令和2年分の合計所得金額は400万 その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると

円である。 認められる者がいないことを満たす者）に該当
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する場合には、ひとり親控除（35万円）が適用

される（所法81、所令11の2、令2改所法附則

2)。

事例の場合、 Aは、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者がいなければ、上記の「ひとり

親」に該当することから、ひとり親控除が適用
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される。

（注）事実上婚姻関係と同様の事情にあると認

められる者とは、住民票の続柄に「夫（未

届）」、「妻（未届）」などの記載がある者を

しヽう。

19-3 B （合計所得金額1,000万円）は、夫と離婚し 19-3 令和元年分以前は、夫と離婚した後婚姻して

た後婚姻しておらず（事実上婚姻関係と同様の おらず、子を扶養している者は、その者の合計

事情がある者はいない）、子を扶養していること 所得金額にかかわらず、募婦控除27万円（合計

から、令和2年分において、寡婦控除が適用さ

れるとした。

所得金額500万円以下の場合は35万円）が適用さ

れていた（旧所法2①三十、 81、旧措法41の

17)。

しかし、令和2年分から、 寡婦控除の適用を

受けるためには、その者の合計所得金額が500万

円以下であることが要件となる（所法 2①三

十、令2改所法附則2)。

よって、事例の場合、令和2年分において、

Bの合計所得金額が1,000万円であるため、寡婦

控除は適用されない。

なお、 Bの合計所得金額が500万円以下である

場合、令和2年分以後は、ひとり親に該当する

ことから、寡婦控除ではなく、ひとり親控除が

適用されることとなる。

i 〔亨蝠控除） 、【改正前］ ；ヽ ） ［改正後］ 』： 円 ］ 

配偶関係 死別 随別 配偶関係 死別 雄別拿疇？

！ 本人所得 ～幻泊凶年～匹万＂＇ “'F- 本人所得 母 m ...，，H~~>..加 四，，l'J～ ~9..如
； 
扶 子 35 I 21 I 35 I 21 扶子 35 I - I 35 I - I 35 
養有 蓑有
親 子以外 27 27 27 27 親 1子以外 27 - 27 - -

族無 27 -―一 族慧1 27 - - - - g 
〔寡夫控除） （嵐位：万円）ご〉 ＃曲控恰 （単 ： ） は
配偶関係 死別 菜別 配偶関係 死別 筵別 ”'しの ほ
本人所各 → “"ヨ如命～ ～9..＂コ紐＂ヨ～ 本人所得 →砿"I>Xl乃刃•ヽー90()刀"' ”如1~ ~9,.nn 

扶 子 21 I - I 21 ― 扶 子 35I - I 35 I - I 35 
蓑有 芸有 ］ 
親 子以外― - - ― 親 子以外― - - - -

族禦 ーーー一 族無 ―- - - -
'・・・・・・====●  •=====................ ~.................. ! 

【20勤労学生控除】

20-1 確定申告において、大学生に対して勤労学生

控除（他の要件は満たしている）を適用する

際、在学する学校から必要な証明密の交付を受

けて申告害に添付するか、申告害を提出する際

に提示が必要であるとした。
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20-1 確定申告の際に学校教育法第1条に定められ

ている学校（学校教育法に規定する小学校、中

学校、高等学校、大学、高等専門学校など）の

勤労学生は証明雹を添付又は提示する必要はな

いが、それ以外の勤労学生は証明密を添付又は

提示する必要がある（所法2①三十二、120③

三）。
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【21配偶者控除・配偶者特別控除】

21-1 確定申告に際して、退職所得の申告が不要で 21-1 配偶者控除はその納税者の合計所得金額によ

あることから、配偶者控除を適用するための納 り、適用を受けられる控除額が決定するとされ

税者の合計所得金額の計算において、当該退職 ており（所法83①)、同合計所得金額は、所法第

所得の所得金額を加えなかった。 ＊ 70条（純損失の繰越控除）及び同法第71条（雑

損失の繰越控除）の規定を適用しないで計箕し

た場合における第22条（課税標準）に規定する

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の

合計額とされている（所法2①三十イ(2))。

したがって、納税者が退職所得の申告は不要

であったとしても、合計所得金額の計箕には加

箕する必要がある。

21-2 納税者及び納税者と生計を一にする配偶者の 121-2 配偶者の一方が他の配偶者を配偶者特別控除

それぞれの合計所得金額が48万円を超え133万円

以下であったので、夫婦の間でお互いに配偶者

特別控除を適用できるとした。

の対象としている場合、他の配偶者は一方の配

偶者を配偶者特別控除の対象とすることはでき

なVヽ゜

これは、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控

除の適用を受けることは認めない趣旨によるも

のである（所法83の2②)。

なお、配偶者の合計所得金額が、平成30年分

及ぴ令和元年分は38万円を超え123万円以下の場

合、平成29年分以前は38万円を超え76万円未禍

の場合には、配偶者特別控除が適用される。

21-3 令和5年分の確定申告において、非居住者で 21-3 平成28年分以後、非居住者である配偶者につ

ある配偶者に係る配偶者控除の適用を受けるた いて配偶者控除の適用を受ける場合には、「送金

めには、当該配偶者が障害者又は留学生に該当 関係密類」及び「親族関係密類」の提出又は提

しない限り、「親族関係忠類」のほか、「38万円

送金害類」の提出等が必要であると説明した。
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示が必要とされている。

また、令和5年分以後は、 30歳以上70歳未満

の非居住者である親族について、扶養親族の適

用を受けるためには、当該親族が、①留学等に

より国内に住所及び居所を有しなくなった者、

②諒害者又は③居住者から38万円以上の送金を

受けている者のいずれかに該当することを明ら

かにする書類の添付又は提示が必要とされた。

事例は、扶養控除ではなく 、配偶者控除の適

用に関するものであるため、「38万円送金書

類」の活付又は提示は不要であり 、従来どお

り、「送金関係密類」及び「親族関係書類」 を

添付又は提示すれば足りることになる（所法2

①三十四の2口、120③三）。
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【22扶養控除】

22-1 純損失の繰越控除の適用後の娘の所得金額 22-1 扶養親族とは、居住者の親族等一定の者で生

が、 48万円（令和元年分以前は38万円）以下と 計を一にする者のうち、「合計所得金額」が48万

なったことから、娘を扶養親族とした。 円（令和元年分以前は38万円）以下の者（所法

2①三十四）とされており、「合計所得金額」と

は、純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで

計箕した場合における総所得金額等の各課税標

準 （分離課税の譲渡所得の金額は特別控除前）

の合計額とされている（所法2①三十イ(2))。

22-2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用 I22-2 扶養控除の対象となる扶養親族に該当するか

の結果、息子の合計所得金額が48万円（令和元

年分以前は38万円）以下となったことから、息

子を扶養親族とした。

否かを判断する際の「合計所得金額」は、上場

株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金

額である（措法37の10⑥-、 37の11⑥、37の12

の2⑤、⑧)。

22-3 夫の控除対象配偶者とされていた妻が、年内 I22-3 年の中途で死亡した居住者の控除対象配偶者

に夫が死亡し、その後息子に扶養されていた場

合、夫か息子のどちらかの扶養親族にしかなれ

ないとした。

であっても、その後その年中において、他の居

住者の扶養親族となった場合には、その者の扶

養親族として控除の対象とすることができる

炉斤基通83~84-1)。

22-4 扶養親族に該当していた長男が、4月に死亡 I22-4 その者が納税者の扶養親族に該当するかどう

したことにより 、12月31日時点では納税者と生

計を一にしていないことから、長男は扶養親族

に該当しないとして長男に係る扶養控除を認め

なかった。

かの判定は、その年の12月31日の現況により判

断する。

ただし、その判定に係る者がその当時既に死

亡している場合は、その死亡の時の現況により

判断する（所法85③)。

事例の場合、長男は、死亡時において納税者

と生計を一にしていたことから、扶養親族に該

当する。

なお、納税者自身が年の途中で死亡又は出国

した場合は、その時の現況により判断する（所

法85①)。

22-5 年の中途で居住者から非居住者となった者に I22-s 年の中途で居住者から非居住者となった者に
ついて、その者の所得税の税額計算において、

扶養親族等に該当するかどうかの判定の時期は

全て非居住者となった時点で行うものとした。
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ついては、その者の居住者期間に生じた所得金

額と非居住者期間内に生じた総合課税に係る国

内源泉所得との金額の合計額について配偶者控

除、扶蓑控除等を行うこととされているが、そ
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の場合の扶養親族等の判定は、所法85の規定に

準じ、次のとおり判定する（納税管理人の届出

の有無により判定時期が異なる。）。

イ 納税管理人の届出をして非居住者となった

者については、その年の12月31日

ロ 納税管理人の届出を しないで非居住者と

なった者については、その居住者でないこと

となる時（出国の時）

なお、口の場合の合計所得金額の判定は、非

居住者となった時点で見積もったその年 1月 1

日～12月31日の扶養親族等の合計所得金額によ

り行う（所基通85-1 (2)、165-2)。

22-6 Aの妻Bは、Bの父親Cの介護のため、ここ I22-6 老人扶養親族が 「当該居住者又は当該居住者
数年Aと別居している。 B及びCには収入が無

く、毎月Aから生活喪を受け取っている。

この場合、Cは、Aの老人扶養親族に該当す

るが、 Aと同居していないため同居老人扶養親

族とは認められないとした。 ＊

の配偶者の直系尊屈で、かつ、当該居住者又は

当該配偶者のいずれかとの同居を常況としてい

る者」である場合には、同居老親等に係る扶養

控除等の特例が適用される（措法41の16①)。

したがって、CはAと同居していないが、 A

の配偶者であるBと同居しているため、同居老

人扶接親族と認められる。

22-7 老人扶養親族が、病気治療のために 1年以上 122-7 病気治療のための入院である限り、その期間

長期入院している場合は、同居を常況としてい

る者ではないので、同居老親等には該当しない

とした。

が結果として 1年以上といった長期にわたるよ

うな場合であっても、同居を常況としている者

として取り扱って差し支えない。

ただし、老人ホーム等に入所している場合

は、その老人ホームが居所となるため、同居を

常況とする者には該当しない（住民票の異動は

なくても施設へ入所している場合は、当該施設

が居所となる。）。

22-8 共働きの夫婦のうち、一方の者の確定申告害 22-8 二以上の居住者の扶養親族に該当する場合の

に記載されている扶養親族を他方の者の扶養親 扶養親族の所屈は、①予定納税額の減額申請

族に所属を変更するための更正の請求及び修正 害、②確定申告害、③扶養控除等申告魯（給

申告が認められるとした。
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与 ・公的年金）に記載されたところによるか

ら、これらの書類に該当しない更正の請求害や

修正申告害によって扶養親族の所属を変更する

ことは認められない（所法85⑤、所令219①、所

基通85-2)。
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22-9 確定申告をしないこととした上場株式等に係 22-9 扶養控除の対象となる扶養親族に該当するか

る配当所得の金額の合計額が48万円（令和元年 否かを判断する際の「合計所得金額」には、確

分以前は38万円）超であれば、他に所得がない 定申告をしないことと した上場株式等の配当所

場合でも扶養控除の適用ができないとした。 得は含まれない（措法8の5①、（参照）所基通

2 -41逐条解説）。

事例の場合、合計所得金額が0円であるので

扶養控除の対象となる扶養親族に該当する。

22-10 国外に居住する配偶者と子について、配偶者 122-10 平成28年分以降の送金関係害類は、居住者が

に対してまとめて送金している場合は、配偶者

に係る親族関係害類と送金関係書類の添付があ

ることもって、子に係る扶養控除についても認

めた。 ＊

その年において国外居住親族の生活喪又は教育

毀に充てるための支払を必要の都度、各人に

行ったことを明らかにするものをいうこととさ

れている（所規47の2⑥)。

事例の送金関係密類は、配偶者（送金の相手

方）のみに対する送金関係害類として取り扱

い、子に対する送金害類として取り扱うことは

できない。

22-11 国外に居住する父にSB Iレミッ ト （国際送 I22-11 平成28年分以降、非居住者である親族を扶養
金業者）から生活袈を送金している場合、銀行

口座からの送金でないことから扶養控除の対象

とならないとした。

控除の対象とする場合には、その国外居住親族

に係る「親族関係書類」及び 「送金関係書類」

の提出又は提示が必要とされている。

送金関係書類の一つとして、金融機関が行う

為替取引によって国外居住親族に支払をしたこ

とを明らかにするもの（所規47の2⑥ー）があ

るが、ここでいう金融機関とは、銀行だけでな

く、内閣総理大臣の登録を受けた資金移動業者

を含むとされている。そのため、銀行ではな

く、 SB Iレミットのような送金業務を専門と

する資金移動業者を介して送金した場合も対象

となる。

22-12 国外に居住する親族（非居住者）で、現地に I22-12 居住者に控除対象扶接親族がある場合は、そ
おいて円換箕すると113万円を超える給与収入を

有する親族を扶養していることについて、当該

親族の合計所得金額が48万円を超えるため扶養

控除を適用できないとした。

なお、当該親族は国内における収入はない。
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の居住者の総所得金額等から一人につき38万円

（区分により金額は異なる。）を差し引くことが

でき（所法84)、控除対象扶養親族の合計所得金

額要件は48万円以下とされている（所法2①三

十四）。

また、非居住者については、恒久的施設の有

無による区分に従い、国内源泉所得について所

得税が課される（所法7①三、164①-)。
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以上のことから、控除対象扶養親族が非居住

者である場合は、合計所得金額には国内源泉所

得のみが箕入され、国内瀕泉所得が48万円以下

であることが要件となる。

事例の場合、非居住者である当該親族の有す

る現地の給与収入については国内源泉所得に該

当せず、合計所得金額は48万円以下であること

から、当該親族はその他の要件を具備していれ

ば控除対象扶養親族に該当する。

22-13 令和5年分の確定申告において、国外に居住 22-13 令和5年 1月1日以後、扶養控除の対象とな

する扶養親族に対して、送金額が38万円未満で る扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満

あるにもかかわらず、扶養控除を適用した。

なお、当該扶養親族の年齢は30歳で、留学生

又は節害者には該当しない。

の非居住者であって次のイ～ハに掲げる者のい

ずれにも該当しないものが除外された（令2改

所法附則3)。

イ 留学により国内に住所及び居所を有しなく

なった者

ロ障害者

ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者か

らその年において生活我又は教育喪に充てる

ための支払を38万円以上受けている者

非居住者である扶養親族

[ 16歳以上 吟ロコニ
二 ・・・扶養控怜の対集 二 ...扶養控除の対砂

22-14 共に給与所得者である夫婦の夫が、特別障害 122-14 特別障害者である扶養親族を有する場合は、

者である同居の母親を控除対象扶養親族として 所得金額調整控除の適用がある。この控除は、

いる場合において、母親は夫の控除対象扶養親

族であるため、妻が所得金額調整控除の適用を

受けることはできないとした。

【23地震保険料控除】

扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一

方のみの所得者に適用するという制限はない。

したがって、事例の場合には、夫婦の双方が所

得金額調整控除の適用を受けることができる

（措法41の3の11①)。

23-1 平成19年分から損害保険料控除が廃止された 23-1 平成18年分の所得税まで適用されていた損害

ここ二：：：：二：：口‘:| :：：：：：ニロニ：；：：：
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誤った取扱い

所得控除はできないとした。

正しい取扱い

地厖保険料控除に改組されたが、平成18年12月

31日までに締結した「長期損害保険料契約等」

については経過措置が設けられており、従前の

損害保険料控除同様の計算による控除（最高

15,000円）が適用される（平18改所法附則10

②)。

なお、短期損害保険料契約等に基づく保険料

を支払った場合については、上記経過措骰の適

用はない。

23-2 地婆保険の付された満期返戻金のある損害保 23-2 一つの損害保険契約等が、地策保険料控除の

険契約（契約期間30年）に基づく保険料（地窟 対象となる損害保険契約等と長期損害保険契約

保険料12,000円、火災保険料60,000円（満期返

戻金あり））について、地短保険料控除12,000円

と従前の長期損害保険料控除と同様の計箕によ

る控除15,000円の合計27,000円を控除できると

した。

【24基礎控除】

等のいずれにも該当する場合には、いずれか一

方の契約のみに該当するものとして控除額を計

箕することとされている（所法77、平18改所法

附則10③)。

事例の場合、地淫保険料控除12,000円と従前

の長期損害保険料控除と同様の計算による控除

15,000円のいずれかを選択して控除を受けるこ

ととなる。

24-1 Aの令和X年分の合計所得金額は3,000万円で 24-1 令和 2年分以後、基礎控除については、 38万

あるが、居住者であることから、基礎控除38万 円から48万円に引き上げられるとともに、合計

円の控除を受けることができるとした。
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所得金額が2,400万円を超える個人については、

その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合

計所得金額が2,500万円を超える個人については

その適用がないこととされた（所法86①、平30

改所法附則1六イ）。

なお、令和元年分以前の基礎控除額について

は、合計所得金額にかかわらず、一律38万円で

ある。

《令和2年分以後の基礎控除》

個人の合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超 2,450万円以下

2,450万円超 2,500万円以下

2,500万円超

控除額

48万円

32万円

16万円

0円（適用なし）
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誤った取扱い

【25配当控除】

25-1 申告分離課税を選択した配当所得について、

配当控除が適用できるとした。

正しい取扱い

25-1 平成21年 1月1日以後に支払を受けるべき上場

株式等の配当等（大口株主でない。）に係る配当

所得の申告については、総合課税のほかに、申

告分離課税を選択することができるが、配当控

除が適用できるのは、総合課税を選択した場合

のみである（措法8の4①後段）。

25-2 外国法人からの配当所得について配当控除を 25-2 外国法人からの配当は、配当控除の対象とな

適用した。 1 る配当から除かれている（所法92①括弧密）。

25-3 みなし配当については、配当控除は適用され 25-3 「みなし配当」とは、法人の合併等におい

ないとした。 1 て、交付の原因となった法人の株式又は出資に

対応する金額を越える部分に係る金銭その他の

資産について、所法24①に規定する剰余金の配

当、利益の配当又は剰余金の分配とみなすもの

である（所法25①)。

一方、配当控除とは、所法24①に規定する剰

余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等を有

する場合に、所得税額から一定額を控除する制

度であり、上記のとおり「みなし配当」は所法

24①に規定する剰余金の配当等とみなされるこ

とから、配当控除の対象となる（所法92①)。

25-4 課税総所得金額等（所得控除後）が 1,000万 I25-4 配当所得の金額のうち、課税総所得金額等か

円を超えている場合に、配当控除額を全部10%

で計算した。

ら1,000万円を差し引いた金額までは5％の配当

控除になる（所法92①)。

25-5 配当控除額の計箕に当たって、課税総所得金 I25-5 配当控除額を計箕する際の「課税総所得金額

額等が1,000万円を超えるかどうかについては、

課税総所得金額に課税退職所得金額、課税山林

所得金額及び全ての申告分離課税の課税所得金

額を合計して判定するとした。
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等」は、

① 課税総所得金額、

② 上場株式等に係る課税配当所得の金額

③ 課税長期譲渡所得金額

④ 課税短期譲渡所得金額

⑤ 一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額

⑥上場株式等に係る譲渡所得等の金額

⑦ 先物取引に係る課税雑所得等の金額

の合計額をいう（措法 8の4③四、 31③四、

32④、 37の10⑥六、37の11⑥、 41の14②五）。

したがって、課税退職所得金額及び課税山林



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

所得金額は配当控除額を計箕する際の「課税総

所得金額等」には含まれない。

25-6 事業所得の赤字と配当所得の金額とを損益通 I25-6 損益通箕や純損失又は雑損失の繰越控除によ

箕した結果、総所得金額が0になるため、配当

控除の適用はないとした。

〔例〕

事業所得 △2,500方円

酉己当所褐 2,500方円

分離長期
3,000万円

瞑渡所得

所得控除額 280万円

《参考：確定申告書等作成コーナーにおける誤りやすい車例》

り総所得金額が0になる場合であっても、その

年分に山林所得、退職所得、分離課税の譲渡所

得などがあるときは、その所得税額から配当控

除を受けることができる（所法92②)。

三 亡二11亨

＇ 

所勾控除額
280万円

配当控,~令

JO％部分
I, 000万円 '-I I I 780万円

〇 庁ホームページの確定申告害等作成コーナーにお 0 外貨建資産割合又は非株式割合が 「制限なし」又

いて特定口座（源泉徴収あり）以外で受領した配当 は「約定規定なし」であるものは、配当控除の対象

所得の「外貨建資産割合」及び「非株式割合」を入 とならない配当等であることから、「75％超」として

力する際、支払通知害において「制限なし」や「約 入力する。

定規定なし」と記載されているものを「記載なし」 なお、特定口座（源泉徴収あり）で受領した配当

として入力した。 所得を入力する際には、特定口座年間取引報告密に

記載された内容を確認し、外貨建資産割合又は非株

式割合が「制限なし」又は「約定規定なし」である

ものは「外貨建資産割合又は非株式持ち株割合のい

ずれか高い方の割合が75％超であるもの」の欄に入

力する。

《特定証券投姿信託の収益の分配があるときの配当控除の適用》

外：；；：～：ロ 50％以下 | 50％超75％以下 | 75％超（一般外貨建証券投安fil'託） （特定外貨建証券投釘信託）

50％以下
5%  2.5% 

(2.5%) (I. 25%) ゜
50％超75％以下 2 5% 2 5% 

（一般外貨建証券投沢信託） (I. 25%) (1.25%) ゜
75％超

゜ ゜ ゜（特定外貨建証券投沢信託）

※ かつこそ；きは課税総所符金領等がI,000万円超、かつ、謀税稔所得金額筍から配当所得を控除した金額がI,000万円
以上のJll合を示す。
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誤った取扱い 正しい取扱い

【26分配時調整外国税相当額控除】

26-1 投資信託に係る収益の分配等を確定申告する 126-1 令和2年分以降の確定申告において、上場株

際に、特定口座年間取引報告苦に記載された 式等の配当を申告し、分配時調整外国税相当額

「上場株式配当等控除額」は申告に関係ないと

した。

【27外国税額控除】

控除の適用を受けようとする場合は、確定申告

密等に「分配時調整外国税相当額控除に関する

明細害」等を添付し、申告書等の「外国税額控

除等」の欄に記載することとされた（所法

93②)。

特定口座年間取引報告笞に記載された 「上場

株式配当等控除額」の金額は、証券会社等が計

箕した分配時調墜外国税相当額控除の額である

ため、上記明細密に転記して、本件税額控除の

計算を行う。

27-1 不動産所得及び配当所得に係る外国所得税に 27-1 その年の外国所得税について、必要経袈に箕

ついて、不動産所得に係る外国所得税を不動産 入するか外国税額控除の適用を受けるかどうか

所得の必要経毀に箕入し、配当所得に係る外国

所得税を外国税額控除の対象とした。

の選択は、各年ごとに、その年中に確定した全

ての外国所得税について行わなければならず、

外国所得税額の一部について外国税額控除の適

用を受ける場合、外国所得税額の全部が必要経

毀に箕入できないこととなる（所法46、所基通

46-1、95-1)。

外国所得税額について必要経喪勾入ができる

ものは、①不動産、事業、山林、 一時又は雑所

得に限られており、②利子、配当、給与、退職

又は譲渡所得については、二重課税を調整する

方法としては、・外国税額控除によるしかない。

したがって、②に係る外国所得税について外

国税額控除の適用を受ける場合は、①に係る外

国所得税についても外国税額控除の対象とする

こととなり必要経野に算入することはできない，

また、①に係る外国所得税を必要経喪に算入

する場合は、②に係る外国所得税について、外

国税額控除の適用を受けることはできない。

27-2 令和Xl年中に生じた国外所得に係る外国所得 I27-2 外国税額控除は、居住者が、外国所得税を納
税を令和X2年に納付したが、令和X2年には国外

所得が発生していないため、外国税額控除の適

用はないとした。
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付することとなる各年において、その年分の国

外所得を基に計算した控除限度額を限度とし

て、その年分の所得税の額から控除するもので

ある（所法95①)。

したがって、外国所得税を納付した年分（令和
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誤った取扱い 正しい取扱い

X2年）に国外所得がない場合は、控除限度額が0

円となるため、原則として外国税額控除は適用で

きない。

しかしながら、外国所得税額が控除限度額に

満たない場合は、その満たない部分を控除限度

額として翌年以後 3年間繰り越すことができる

（所法95②、所令222、224)。

事例の場合、令和X2年に国外所得はないが、

令和Xl年に国外所得があるため、令和Xl年分に

おいて計算される控除限度額を令和X2年に繰り

越す確定申告をしていた場合、令和X2年におい

て外国税額控除の適用を受けることができる。

その年分の その年分の国外所得総額 外国税額控除
x = 

所得税の額 その年分の所得総額 の限度額

27-3 外国税額控除を適用する際の控除限度額の計 127-3 

算において、 「その年分の所得総額」は、申告分

離課税の株式に係る譲渡損失やその繰越控除が

ある場合、当該損失や繰越控除を適用した後の

金額で計箕した。

※ 当初申告要件はないため、繰り越された令

和X2年分の確定申告において外国税額控除を

適用する旨の記載がなかった場合でも、更正

の請求等により適用を受けることができる

（所法95⑩⑪)。

「その年分の所得総額」は申告分離課税の株

式に係る譲渡損失やその繰越控除がある場合、

当該損失や繰越控除を適用する前の金額で計箕

することとなる（所令222②③、措法28の4⑤、

措令4の2⑨、 19⑳、 20⑤、 21⑦、 25の8⑯、

25の9⑬、 25の11の2⑳、 25の12の3⑳、 26の7

⑱-、26の7の2⑭-、26の23⑥、 26の26⑪)。

27-4 外国税額控除の控除限度額の計算において、 1 27-4 「その年分の調整国外所得金額」は、純損失

「その年分の調整国外所得金額」を、上場株式

等に係る譲渡損失の繰越控除を適用した後の金

額で計算した。
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又は雑損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡

損失の繰越控除、特定中小子会社が発行した株

式に係る譲渡損失の繰越控除や先物取引の差金

等決済に係る損失の繰越控除の各種繰越控除の

適用を受けている場合には、その適用前のその

年分の国外所得金額をいう。

したがって、上場株式等の該渡損失の繰越控

除がある場合、当該繰越控除を適用しないで言十

箕することとなる（措令25の11の2⑳による読

替適用後の所令221の3②、 221の6①、措令25

の12の3⑳、 26の7⑱-、 26の7の2⑭、 26の
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誤った取扱い 正しい取扱い

26⑪、所基通95-10)。

なお、平成30年分以前は、 「その年分の調整国

外所得金額」については、上場株式等に係る譲

渡損失の繰越控除、特定中小子会社が発行した

株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の

差金等決済に係る損失の繰越控除の適用を受け

る場合には、その適用後の金額で計箕するこ と

とされていた（純損失又は雑損失の繰越控除に

ついてはその適用前の金額で計箕）。

27-5 わが国と租税条約を締結していない国で課さ I27-5 租税条約の締結は、外国税額控除の適用要件
れた外国税額については、外国税額控除の適用

はできないとした。 ＊

【28住宅借入金等特別控除】

とはなっていない（所法95①、所令221③)。

28-1 個人が住宅借入金等を有する住宅の新築を 28-1 令和4年中に居住の用に供した場合、控除率

し、令和4年中に自己の居住の用に供した場合 は、原則0.7％である（措法41④)。

の控除率は、 一律0.7％であるとした。 例外として、住宅の取得等が特別特定取得
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（住宅の取得価額に係る消喪税額等が10％の税

率により課されるべき消狸税額等である場合に

おけるその住宅の取得等）に該当し、その契約

が次のイ又は口の期間になされ、令和3年 1月

1日から令和4年12月31日までに居住の用に供

した場合において、一定の要件を満たす場合

は、控除率1% （控除期間13年間）を選択でき

る（新型コロナ税特法6の2①、新型コロナ税

特令4の2①)。

イ 家屋の新築の場合

請負契約の締結日が令和2年10月 1日から

令和3年9月30日まで

口 分譲住宅又は既存住宅の取得、家屋の増改

築等の場合

売買契約又は増改築等に係る工事請負契約

の締結日が令和2年12月 1日から令和3年11

月30日まで

なお、新型コロナウイルス感染症及びまん延

防止のための措置の影器により入居が遅れたこ

とは適用要件とされていない（新型コロナ税特

法6の2①②③、新型コロナ税特令4の2①)。
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誤った取扱 い 正しい取扱い

28-2 令和4年1月1日以後居住の用に供した中古 28-2 令和4年 1月1日以後に居住の用に供した、

の認定住宅について、住宅借入金等特別控除の 認定住宅、 ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基

計算における借入限度額は2,000万円、控除期間

は10年とした。

準適合住宅で、建築後使用されたことのあるも

のの取得である場合における借入限度額はいず

れも3,000万円、控除期間は10年、控除率は

0. 7％とされた（措法41⑩⑪⑫)。

28-3 住宅借入金等特別控除の適用において、生計 128-3 生計を一にする親族から住宅を取得した場合

を一にする親族からの取得については、取得後

生計を別にする場合であっても住宅借入金等特

別控除の適用を受けることができないとした。

であっても、取得後生計を別にしていれば、他

の要件を満たす限り、住宅借入金等特別控除の

適用を受けることができる（措法41①、措令26

②)。

28-4 Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の 28-4 Aの取得した住宅は前夫から贈与ではなく財

住宅を取得したが、財産分与により取得した場 産分与により取得したものである。また、既に

合には、居住要件等その他の要件を満たしてい

たとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受

けることができないとした。

離婚していることから生計を一にする親族等か

らの既存住宅の取得にも該当しないことから、

居住要件等その他の要件を満たしていれば、 A

は住宅借入金等特別控除を受けることができる

（措法41①、措令26②)。

なお、財産分与により取得した家屋が既に住

宅借入金等特別控除の適用を受けている共有家

屋の持ち分である場合には、当初から保有して

いた共有部分と追加取得した共有部分（既存住

宅の取得となる。）のいずれについても住宅借入

金等特別控除を受けることができる（平21.

2. 20裁決）。

28-5 認定長期優良住宅による住宅借入金等特別控 128-5 認定長期優良住宅による住宅借入金等特別控

除の適用を受けるための添付密類のうち、 「認定

通知密」の写しに代えて、評価機関の発行する

「適合証」の写しによることもできるとした。

除の適用を受ける際の添付密類の一つに、 「認定

通知密」の写しが要件とされている （措規18の

21⑬-)。

事例の 「適合証」は所管行政庁へ認定通知書

を申請する際に添付するものであり、「認定通知

害」に代えることはできない。

28-6 住宅借入金等特別控除を適用する旨の遠付申 28-6 住宅借入金等特別控除の滴用を受けようとす

告害を提出するに当たって、住宅借入金等特別 る者は、不動産識別事項等の提供をすることに

控除に係る添付書類として登記事項証明密を必 より、登記事項証明害の添付を要しないことと

ず添付しなければならないとした。 されているため、登記情報連携システムの利用
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誤った取扱い 正しい取扱い

により、①「不動産登記事項証明密の原本の添

付」、② 「不動産識別事項の記載による添付省

略」又は③「不動産登記事項証明密の写しの添

付」のいずれかの対応によることとなる。

したがって、事例の場合、登記事項証明害の

添付に代えて、不動産識別事項を計算明細密に

記載することにより添付を省略することができ

る（デジタル手続法11、デジタル手続令5)。

（注）「不動産識別事項等」とは、土地の地番及び建

物の家屋番号又は不動産識別事項をいう。

28-7 令和4年1月1日以後に居住の用に供した木 I28-7 令和4年 1月1日以後に居住の用に供した既
造の既存（中古）住宅について、昭和60年中の

建築であったため、築年数が20年を超えている

として、耐庭基準適合証明密についても提出す

るよう指迫した。

存住宅については、築年数要件（耐火住宅25

年、非耐火住宅20年）に代えて、新耐展基準に

該当することが要件とされ、昭和57年 1月 1日

以後に建築された家屋については、新耐震基準

に適合している家屋とみなすこと となる（措法

41①、措令26③)。

したがって、耐展基準適合証明害の提出を求

める必要はない。

28-8 令和6年 1月以後に新築された省エネ基準に 128-8 令和6年 1月以後に建築確認を受けた省エネ

28-9 

適合しない住宅については、全て住宅借入金等

特別控除の対象にならないと説明した。

基準に適合しない新築住宅については、住宅借

入金等特別控除の対象にならないが、令和6年

に新築された住宅であっても、①建築基準法に

規定する「確認済証の写し」若しくは 「検査済

証の写し」により証明された令和5年12月31日

以前に建築確認を受けている家屋又は②「登記

事項証明忠」により証明された令和6年6月 30

日以前に建築された家屋であれば住宅借入金等

特別控除の対象となる（措法 41⑰、措令

26⑰)。

「住宅取得資金贈与の特例」を受けた場合の |28-9 住宅取得資金の贈与の特例（措法70の3)を

「住宅借入金等特別税額控除額」の対象となる

金額の判定に当たって、「借入金の年末残高」と

当該特例の適用を受けた金額を差し引く前の

「家屋等の取得対価の額」のどちらか少ない方

で判定し、住宅借入金等特別税額控除額の計算

を行った。
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受けた場合においては、先に家屋等の取得対価

の額から当該特例の適用を受けた金額を差し引

き、その残額と借入金の年末残面とのどちらか

少ない金額が住宅借入金等特別控除の対象とな

る（措令26⑥⑮)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

28-10 住宅借入金等特別控除の適用期間中に家屋の 28_10 住宅借入金等特別控除は、家屋の床面和の2

床面和の居住用割合が60％から40％に減少した 分の 1以上に相当する部分が専ら居住の用に供

が、引き続き住宅借入金等特別控除の適用が受 されている家屋を取得等して、適用年まで引き

けられるとした。
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続き居住の用に供していることが要件とされて

いる（措法41①、措令26①、③)。

この要件は、家屋の取得の年だけでなく適用

年にも充足している必要があることから、取得

時に要件を満たす家屋であったとしても、居住

の用に供されている家屋の床面積が 2分の 1に

満たないこととなった年以後については、住宅

借入金等特別控除の適用は受けられない。

〈取得した年〉 〈適用年〉

四----t寸---1--1-------------..---ト----ト-→---

こ

① 居住用割合が減少した年の年末の

居住割合を基に計算

四 ・・・・1・・1・・・・「1-------------』----------9…

⇒ 
② 減少した年以後適用なし

〈取得した年〉 〈適用年〉

戸••- t――t·---「--t-------- - - - - -9 - —←→--ト ----

こ

③ 居住用割合が増加した年の年末の

④ 住宅借入金等特別控除の対象と

なる家屋を取得していないため

□部分は、居住用以外の部分を示す。



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

28-11 住宅借入金等特別控除（契約日及び入居日と 28-11 事例の場合、住宅借入金等特別控除の適用は、

もに令和4年中）の適用において、要件の一つ 合計所得金額が2,000万円以下である年とされて

である所得基準（2,000万円）を判定する際、分 おり、分離課税の譲渡所得については特別控除

離課税の譲渡所得の特別控除後で判断した。 前の金額で行う（所法2①三十イ(2)括弧書、措

法31①③、 32①④、41①)。

なお、令和4年中の入居であっても、特別特

例取得に該当する場合で一定の要件を滴たす場

合の所得基準は3,000万円、特例特別特例取得に

該当する場合で一定の要件を満たす場合の所得

基準は1,000万円であることに留意する。

28-12 土地の所有者を父、家屋の所有者を子として I2s-12 士地付き家屋を購入した場合に住宅借入金等
土地付き家屋を購入した場合、それぞれに住宅

借入金等特別控除を適用した。

特別控除の対象となるのは、家屋の購入ととも

にするその家屋の敷地の取得に要する資金に充

てるための借入金とされていることから、事例

の場合、父は、士地の購入しかしていないた

め、住宅借入金等特別控除の適用を受けること

はできない（措令26⑨)。

28-13 夫婦共有（持分1/2づつ）の家屋について、す 28-13 共有持分を有する家屋に関し、すまい給付金

まい給付金を夫20万円、妻25万円交付を受けた の交付を受ける場合には、実際に交付を受けた

場合の住宅借入金等特別控除額の計葬の際、交 金額ではなく、給付基礎額（持分割合を乗ずる

付をうけた合計額45万円を計箕明細密の交付を

受ける補助金等の額の欄に記載し、各人の計箕

明細密を作成した。
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前の金額）を記載することとなる。

なお、給付基礎額が不明な場合は、給付額＋

家屋の共有持分で計箕した金額を記載すること

となる。

（例）

夫 ：補助金等の額20万円..;-1 / 2 =40万円

40万円を給付基礎額として計勾明細密に記載

妻 ：補助金等の額25万円＋1/ 2 =50万円

50万円を給付基礎額として計箕明細害に記載

（注） 1 すまい給付金は、持分保有者の収入

額（都道府県民税の所得割額）に基づ

き給付基礎額が決定され、給付基礎額

に登記上の持分割合を乗じた額が給付

される。

2 すまい給付金制度は、令和 3年12月

末までに引き渡され入居が完了した住

宅が交付対象となる。ただし、一定の

期間内（家屋の新築は令和2年10月 1

日から令和 3年 9月30日まで、分譲住

宅及び既存住宅の取得は令和 2年12月
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誤った取扱い 正しい取扱い

1日から令和 3年11月30日まで）に契

約した場合は、令和4年12月末までに

引き渡され、入居が完了した住宅が交

付対象となる。

28-14 夫婦共有の家屋（取得価額4,000万円）を妻単 128-14 住宅借入金等特別控除は、政令で定める家屋

独名義（夫は連帯保証人）の借入金4,000万円で

購入した翌年以降に、借入金の契約を変更して

妻名義2,000万円、夫名義2,000万円の借入金に

変更した場合、変更の年以後の年分について夫

も住宅借入金等特別控除の適用を受けることが

できるとした。

を取得等して、取得等に係る借入金等を有して

いることが要件とされている（措法41①)。

事例の場合、夫は連帯保証人にすぎず、家屋

の取得時に借入金等を有していない。

したがって、その後、夫名義の借入金が発生

したとしても、その借入金は新たに生じた1貸務

であり、家屋の取得等のための借入金を借り換

えるものには当たらないため、住宅借入金等特

別控除の適用を受けることはできない。

なお、当初の借入れが妻単独の借入れではな

く、妻と夫の連帯伯務である場合においては、

夫も住宅借入金等特別控除の適用を受けること

ができる。

28-15 新築の日前2年以内に、金融機関等からの借 28-15 家屋の敷地の用に供する土地等を新築の日前

入金により先行取得した土地等について、家屋 2年以内に取得（先行取得）した場合にその土

を目的とする抵当権が設定されていないにもか 地等の取得に要する借入金が金融機関等からの

かわらず、その土地等に係る借入金を控除対象 借入金である場合には、家屋を目的とする抵当

とした。 権が設定されていなければ控除対象とならない

（措法41①-、措令26⑨六イ）。

なお、国家公務員共済組合等からの借入金又

は1頁務については、1買務者又は敷地の購入者が

一定期間内に居住用家屋の建築を行うことが貸

付条件とされており、かつ、条件に沿ってなさ

れたこ とについて伯権者の確認を受けている場

合などにおいては、家屋を目的とする抵当権の

設定がなくても対象となる（措法41①-、措令

26⑨六口）。

28-16 定期借地権付住宅の購入資金に充てるための I28-16 借地権の設定の対価として、地主に権利金を
借入金についても、住宅借入金等特別控除の対

象となり得るが、地主に対して権利金を支払う

場合と、保証金を支払う場合とで同じ取扱いを

した。

84 

支払う場合には、その権利金の支払に充てるた

めの借入金は、原則として控除対象となる。

借地権の設定に際して、地主に保証金を預託

する場合には、その保証金そのものは借地権の

設定の対価ではないため、その支払に充てるた
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誤った取扱い 正しい取扱い

めの借入金は、控除対象とはならない。

しかし、その定期借地権を設定した日の屈す

る年の月における基準年利率未満の約定利率に

よる利息の支払があるとき又は支払うべき利息

がないときは、基準年利率による一定の計箕方

法によって計算した金額を士地等の取得の対価

の額として取り扱うこととされ、その取得対価

の額に相当する借入金を、原則として控除対象

とする（措通41-28、財産評価基本通達27-3

(2))。

（注）「基準年利率」とは、財産評価基本通達4

-4に掲げる利率をいう（令6.5. 22付課

評 2-27「令和6年分の基準年利率につい

て（法令解釈通達）」参照）。

く財産評価基本通達27-3(2)≫ 
,—--—| 

保証金等の額 ［保証金等の額嚢讐閂昇 保証金等の額 約定 塁型ぷ讐昇

I 虚当する鐸― に相当する鐸｀｀il-［に相当する鐸 X 利率 x`̀ ] I 

28-17 年末に住宅借入金の繰上返済をした結果、借 28-17 住宅借入金等特別控除額の計箕は、その年の

入先から送付を受けた「住宅取得資金に係る借 12月31日における住宅借入金等の金額の合計額

入金の年末残高証明密」に記載された年末残高 を基に計箕することとされている（措法41②③

の予定額より実際の残高が少なくなったが、予

定額に基づき、住宅借入金等特別控除の計鍔を

行った。

④、 41の2)。

事例の場合、 12月31日における実際の住宅借

入金等の残高を基に、住宅借入金等特別控除額

の計算をすることとなる（措通41-22)。

なお、繰上返済等の結果、当初からの伯還期

間が10年末満となる住宅借入金等については、

繰上返済等をしたその年分以後、住宅借入金等

特別控除の適用はできない（措通41-19)。

28-18 住宅借入金等特別控除の適用を受けている者 28-18 住宅借入金等の借換えをした場合は、新たな

が、住宅借入金の借換えをした場合、 当初の住 借入金が次の要件等を漑たす場合には、住宅借

宅借入金と新たな住宅借入金の伯遠期間の合計

が10年以上であれば、住宅借入金等特別控除の
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入金等特別控除の対象となる借入金として取り

扱われる（措通41-16)。



個人課税関係誤りやすい事例 （所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い

適用を受けられることとした。

正しい取扱い

① 新たな借入金が当初の｛昔入金の返済のため

のものであることが明らかであること

② 新たな借入金の供還期間が10年以上である

こと

したがって、新たな借入金の伯遠期間が10年

未満であれば適用されない（措通41-19)。

なお、新たな借入金の当初金額が借換え直前

の当初借入金残高を上回っている場合には次の

算式により計算した金額が対象となる住宅借入

金等の年末残高となる。

借換えによる
新たな住宅借入 x 
金等の年末残商

借換え直前の
当初住宅借入金等残店

借換えによる
新たな住宅借入金等の当初金額

28-19 当初借入金の依還期間が10年未満であったた 28-19 借入金の伯遠期間が10年未満であったため住

め、住宅借入金等特別控除の適用を受けること 宅借入金等特別控除を適用できなかった場合で

ができなかった場合は、適用期間中に依遠期間

を10年以上に変更した場合であっても、その

後、住宅借入金等特別控除の適用を受けること

ができないとした。

あっても、翌年以後に1釦還期間を10年以上に変

更すれば、変更した年分から入居後10年（又は

13年）を経過するまでの年分については、住宅

借入金等特別控除を適用できる（措法41①-~

四）。

28-20 金融機関からの借入れであっても、金利が 28-20 伯遠期間が10年以上で、割賦伯還の方法によ

0. 2％末満の借入金は住宅借入金等特別控除の対 り返済することとされている金融機関からの借

象とならないとした。 入金である場合には、その利率が0.2％未満で

あっても、住宅借入金等特別控除の対象となる

借入金に該当する（措法41①-、四、 41⑳、措

令26⑯ー、二、措規18の21⑳、措通41-21)。

（注）金利が0.2％未満の楊合に対象外となるの

は、給与所得者等が使用者等から、使用人

である地位に基づいて借り入れた借入金又

は伯務である。

28-21 住宅借入金等特別控除の再適用に当たり、 2I 2a-21 住宅借入金等特別控除の再適用の要件とし
年間の予定で海外赴任することになったが、海

外赴任期間中、居住していた家屋を3年間賃貸

することから、 2年後に帰国後、1年間賃貸住
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て、転任の命令に伴う転居等により家屋に居住

しないこと となった後に、再びその家屋に居住

することを要件としているが、転任の命令に伴
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誤った取扱い

宅に入居しその後、自己の家屋に再居住するた

め、再適用は認められないとした。

正しい取扱い

う転居等の事由が解消してから再居住するまで

の期間に制限は設けられていない（措法41

⑳)。

したがって、転任の命令に伴う転居に基因し

て居住の用に供しなくなった後、再居住するの

であるから、他の要件を滴たせば住宅借入金等

特別控除の再適用は認められる。

なお、再居住した年の途中まで家屋を貨貸し

ていた場合には、再居住した年の翌年から再適

用が認められる。

28-22 海外赴任中（非居住者）、帰国後に居住するた 128-22 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする

めの住宅の取得等をした場合、非居住者期間中

に取得等をした住宅について、住宅借入金特別

控除の適用はできないと指導した。 ＊

場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の

下で、非居住者が住宅の取得等をする場合にも

適用できることとされた（措法41)。

なお、平成28年3月31日以前に取得した場合

については、居住者のみである（平28改措法附

則76)。

28-23 Aは、令和Xl年に新規住宅をその居住の用に I2s-23 新規住宅をその居住の用に供した個人が、そ
供したが、その 3年後（令和X4年）に従前住宅

を譲渡した。

この場合において、従前住宅の譲渡につき、

居住用財産の譲渡所得の特別控除（措法35①)

の適用を受ける場合であっても、新規住宅につ

いて、住宅借入金特別控除の適用を受けること

ができるとした。
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の居住の用に供した日の属する年、その年の前

年、前々年又は翌年以後 3年以内（令和2年 3

月31日以前に従前住宅を譲渡する場合は翌年以

後2年以内）の各年中において、従前住宅等を

譲渡した場合において、その者が従前住宅等の

譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるとき

は、新規住宅について住宅借入金特別控除の適

用を受けることはできない（措法41⑳⑮、令2

改措法附則71、75)。

イ 居住用財産を譲渡した場合の長期該渡所得

の課税の特例（措法31の3)

ロ 居住用財産の譲渡所得の特別控除（措法

35①) 

ハ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合

の長期譲渡所得の課税の特例（措法36の2、

36の5)

二 既成市街地等内にある土地等の中高庖耐火

建築物等の建設のための買換え及ぴ交換の場

合の譲渡所得の課税の特例（措法37の5)

（注）上記各年中において、先行して新規住宅

に係る住宅借入金等特別控除を適用してい

る場合は、当該控除を否認する義務的修正
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誤った取扱い

《頂複適用の可否》

年分

前々年 前年

令和 2年 3月31日以前 X X 

令和 2年4月 1日以後 | X I X | 

正しい取扱い

申告をすれば従前住宅の譲渡に係る特例を

適用することができるが、先行して従前住

宅の譲渡に係る特例を適用している場合

は、新規住宅の譲渡に係る住宅借入金等特

別控除を適用することはできないことに留

意する。

騨 の月1に| 1年目
供した年

2年目 3年目

X X x 。
X l X l X l X 

28-24 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰 28-24 居住用財産の譲渡損失の金額が生じた場合に

越控除の特例の適用と、買換え資産の取得に係 は、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡

る住宅借入金等特別控除の適用は、重複できな 損失の繰越控除の特例（措法41の5) と住宅借

いとした。 入金等特別控除は重複適用できる（措法41⑳

⑮)。

28-25 平成29年4月に、 A （給与所得者）から中古 28-25 「特定取得」とは、その住宅の取得等をした

のマンションを購入した納税者に対し、当該マ 家屋の対価の額又は我用の額に含まれる消牲税

ンションの取得は「特定取得」に該当する旨説 額等合計額の全額が、 8％又は10％の税率によ

明した。 ＊ り課されるべき消要税額等である場合の住宅の

取得等をいう（措法41⑤)。

事例の場合、個人間の売買契約であり、住宅

の取得等に係る対価の額等に消喪税は課されな

いため、「特定取得jに該当しない。

28-26 ソーラーパネル荘住宅（建材型ソーラーパネ 28-26 ソーラーパネル荘住宅及び家屋と一体と して

ルを使用したもの）を取得した者の住宅借入金 取得した据置型のソーラーパネルの取得価額も

等特別控除額の計算について、建材型ソーラー 家屋の取得対価の額に含まれる（措通41-24)。

パネルの取得対価相当額を家屋の取得価額に含 また、売電による収入がある場合にも、その

めなかった。 ・ 設備は建物の一部又は建物と一体として取得す

また、売電による収入があるため、居住用割

合については、面積あん分しなければならない

とした。

く特別特定取得＞

るものであるから、居住用割合のあん分計箕を

する必要はない（措令26⑦)。

28-27 令和2年8月に、新築住宅（消喪税額等合計 128-27 令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

額の金額が10％の税率により課されるべきも の間に、消毀税額等合計額の金額が10％の税率
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誤った取扱い

の）を居住の用に供し、住宅借入金等特別控除

の適用を受ける場合、控除期間は10年間である

と説明した。

く特例取得＞

正しい取扱い

により課されるべきものである場合の住宅を居

住の用に供した場合については、控除期間は13

年間となる。

なお、 11年目から13年目までの3年間は、各

年末の借入金等の金額に 1％を乗じた金額と消

喪税増税分にあたる 「建物購入金額（税抜）の

2%」の金額を 3で除した金額のいずれか少な

い金額を控除することとなる。（措法41⑮ないし

⑰) 

（注）新型コロナウイルス感染症等の影器によ

る特例については、問28-28を参照

28-28 令和 2年 2月に新築住宅に係る請負契約（同 I28-28 住宅の取得等で特別特定取得（消喪税額等合
年11月引渡し予定）を締結したが、新型コロナ

ウイルス感染症の影梱により工事が遅延したた

め、令和3年 1月に新築住宅の引渡しを受け入

居することとなった。

この場合、令和2年12月31日までに居住の用

に供していないことから、住宅借入金等特別控

除の適用期間は、令和3年からの10年間である

と説明した。

計額の金額が10％の税率により課されるべきも

の）に該当するものをした個人が、特別特定取

得をした家屋を、令和 2年12月31日までにその

者の居住の用に供することができなかった場合

において、

① 新型コロナウイルス感染症の影器等によ

り、令和2年12月31日までに居住の用に供す

ることができなかったこと

② 注文住宅を新築する場合、家屋の特別特定

取得に係る契約が令和2年9月30日まで（分

譲住宅 ・既存住宅を取得する場合又は増改築

等をする場合は令和2年11月30日まで）に締

結されていること

③ 令和3年 1月 1日から同年12月31日までの

間に居住の用に供すること

の各要件を満たせば、住宅借入金等を有する場

合の所得税額の特別控除の控除期間の特例（控

除期間13年間）を適用できる（措法41⑮⑱、新

型コロナ税特法6④⑤、新型コロナ税特令4

③)。

事例の場合、上記①～③の各要件を満たすこ

とから、住宅借入金特別控除の適用期間は、令

和3年からの13年間となる。

28-29 令和元年10月30日に中古住宅を購入し、その 28-29 既存住宅の取得をし、かつ、当該既存住宅を

後、増改築工事（令和 2年2月15日契約締結） その者の居住の用に供する前に当該既存住宅の

を行い令和2年4月15日に入居する予定であっ 増改築等をした個人が、当該既存住宅をその取

たが、新型コロナウイルス感染症の影智で増改 得の日から入居までに6月以内にその者の居住
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誤った取扱い

築工事が長引き （令和2年5月30日工事完了）、

入居できたのは令和2年6月1日であった。

この場合、中古住宅の取得日から 6か月以内

に入居していないため、中古住宅の取得部分に

ついては、住宅借入金等特別控除を適用できな

いとした。

く特例特別特例取得＞

正しい取扱い

の用に供することができなかった場合におい

て、

① 新型コロナウイルス感染症の影器により、

既存住宅を取得の日から 6月以内にその者の

居住の用に供することができなかったこと

② 増改築等の契約が、既存住宅の取得の日か

ら5月を経過する日又は新型コロナ税特法の

施行の日（令和2年4月30日）から 2月を経

過する日のいずれか遅い日までに締結されて

いること

③ 増改築等の日から6月以内に当該既存住宅

をその者の居住の用に供すること

の各要件を満たす場合には、住宅借入金等特別

控除を適用できる（措法41①⑮、新型コロナ税

特法6①②、新型コロナ税特令4①)。

事例の場合、上記①～③の各要件を満たすこ

とから、中古住宅の取得部分についても、住宅

借入金等特別控除を適用できる。

（注）特別特定取得については問28-27参照

28-30 床面和が50対未満の家屋については、住宅借 28-30 新型コロナウイルス感染症の影智等により、

入金等特別控除の適用は一切できないとした。 住宅を取得する環境が厳しくなっている中で、
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幅広い購入庖の需要を喚起する観点から経済対

策として、上記28-29記載の期間に住宅の特別

特例取得の契約をし、令和3年 1月 1日から令

和4年12月31日までの間に居住の用に供した場

合において、合計所得金額が1,000万円以下の者

については、床面和が40m2以上50対未満の家屋

であっても、住宅借入金等特別控除が適用され

る（新型コロナ税特法6の2④)。

また、令和4年度の税制改正により、令和4

年 1月 1日以後に居住の用に供した場合は、令

和 5年12月31日以前に建築確認を受けた住宅

（新築又は建築後使用されたことのないものの

取得に限る。）であれば、合計所得金額が1,000

万円以下の者については、床面和が40m2以上50

吋未満の家屋であっても、住宅借入金等特別控

除が適用される（措法41⑳⑪、措令26⑳)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

【29住宅耐震改修特別控除】

29-1 地盤に備えて、昭和60年に新築した家屋の耐 29-1 令和7年12月31日までに個人が住宅耐族改修

庭改修工事を行い、その喪用の10％相当額を住 を行った場合で、一定の要件（※ 1)を全て満

宅耐震改修特別控除として、所得税額から控除 たすとき、一定の金額（※ 2)をその年分の所

した。 得税額から控除できる（措法41の19の2、措令

26の28の4、措規19の11の2)。

事例の場合、昭和56年 5月31日以前に建築さ

れたものではないことから、一定の要件を満た

しておらず、住宅耐震改修特別控除を適用でき

なしヽ。

※1 一定の要件とは、以下の要件をいう。

① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋

であって、自己の居住の用に供する家屋

であること

② 耐浪改修（地盤に対する安全性の向上

を目的とした増築、改築、修繕または模

様替えをいう。以下同じ。）をした家屋

が、現行の耐康基準に適合するものであ

ること

③ 2以上の住宅を所有している場合に

は、主として居住の用に供すると認めら

れる住宅であること

※2 一定の金額とは、以下の金額をいう。

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な

我用の額（補助金等の交付を受ける場合に

は、その補助金等の額を控除した金額）の

10％に相当する金額 (100円未満切捨て）

① 平成26年4月 1日から令和3年12月31

日までの間に耐震改修工事をした場合の

限度額 ・・ ・25万円

（注）特定取得でない場合は最喬20万円

② 令和4年 1月 1日から令和7年12月31

日までの間に耐震改修工事をした場合の

限度額 ・・ ・25万円

29-2 会社員である個人が、自己の居住の用に供す I29-2 住宅耐誤改修特別控除の要件は問29-1のと
る家屋について住宅耐疲改修工事を行ったが、

その後勤務先の転勤命令により、その年の12月

末まで引き続き居住することができなくなった

ため、住宅耐展改修特別控除の適用はできない

とした。
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おりであるが、その年の12月末まで引き続き居

住することは要件とされていない （措法41の19

の2)。

したがって、当該耐震改修工事を行ったとき

において、その家屋を居住の用に供していれば

住宅耐震改修特別控除の適用を受けることがで

きる。
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誤った取扱い 正しい取扱い

29-3 住宅耐震改修工事を行い、地方公共団体から 29-3 住宅借入金等特別控除の要件及び住宅耐震改

「住宅耐誤改修証明書」の交付を受けたが、増 修特別控除の要件（問29-1参照）を満たせ

改築に係る住宅借入金等特別控除を受けたた

め、住宅耐康改修特別控除の適用はできないと

した。

29-4 住宅耐震改修特別控除の適用年分について、

住宅耐震改修証明書の「証明害日付」の屈する

年とした。

ば、重複適用は可能である。

ただし、要耐痰改修住宅に係る住宅借入金等

特別控除（措法41⑮)の適用を受ける場合は、

住宅耐毎改修特別控除を通用できない（措法41

⑮括弧害）。

29-4 住宅耐艇改修特別控除の適用年分は、住宅耐

震改修証明密に記載された「耐厖改修が完了し

た日」の属する年分となる（措通41の19の 2-

1)。

29-5 家屋の所有者以外の者が、居住している当該 29-5 措法41の19の2によると、 「個人がその居住

家屋について耐窟改修工事を行った場合、住宅 の用に供する一定の家屋の耐族改修を行った場

耐族改修特別控除の適用を受けることはできな 合」と規定されており 、住宅借入金等特別控除

いとした。

【30確定申告】

（新築又は中古家屋の取得）のように 「個人が

所有している家屋」という要件は付されていな

い（措法41⑫、41の3の2②)。

したがって、当該家屋を居住の用に供する個

人であれば、住宅耐震改修特別控除の適用を受

けることができる。

30-1 給与所得が 1か所（年末調整済）で、給与所 30-1 確定申告を要しない者（所法121)が、遠付申

得及ぴ退職所得以外の所得が20万円以下である 告密を提出する場合には、給与所得及び退職所

納税者は、確定申告を要しない者であるから、

医療喪控除の適用を受けるための遠付申告書を

提出するときにも、給与所得のみで申告すれば

よいとした。

得以外の20万円以下の所得も申告に含める必要

がある（所法122①)。

30-2 同族会社の役員（給与所得の年末調整済） 30-2 同族会社の役員については、年末調整済の給

が、その法人から貸付金利子を受け取っている 与 (1か所）以外に、その同族会社から貸付金

場合、その金額が20万円以下であれば、確定申 利子、不動産等の使用料の支払を受けている場

告の必要はないとした。 合には、それらの所得を含めて計箕した税額か
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ら配当控除及び年末調整に係る住宅借入金等特

別控除の金額を控除した後の税額がある限り確

定申告をしなければならない（所法120①、121

①ただし密、所令262の2、措法41の2の 2⑥

二）。



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

なお、同族会社からの貸付金利子は通常雑所

得に当たる。

（注）令和4年 1月1日以後に提出期限が到来

する所得税の確定申告密については、上記

のとおり計算した所得税の額の合計額が配

当控除等の額を超える場合であっても、控

除しきれなかった外国税額控除の額がある

とき、控除しきれなかった源泉徴収税額が

あるとき、又は控除しきれなかった予納税

額があるときは、その申告害の提出を要し

なVヽ0

30-3 2か所以上から源泉徴収の対象となる給与の 30-3 事例の場合でも、その年中に支払を受ける給

支払を受けている者で、年末調整を受けていな 与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療喪

い従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所 控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除

得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を

超える場合は、確定申告しなければならないと

した。

の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、か

つ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の

合計額が20万円以下の場合は、確定申告義務は

ない（所法121①二、所基通121-6)。

（注）各種所得の金額の合計額に葬入される一

時所得の金額及ぴ総合長期譲渡所得の金額

は、それぞれ2分の 1した後の金額となる

（所法22②二）。

30-4 その年中に2以上の給与等（源泉徴収の対象 30-4 給与所得者の申告不要の要件である 「一の給

となる給与等）の支払者から給与等の支払を受 与等の支払者から給与等の支払を受け」とは、

ける場合は、申告義務が生ずるとした。 その年中の同一時点においては二以上の給与等

の支払者から給与等の支払を受けることがない

場合をいうのであるから、二以上の給与等の支

払者から給与等の支払を受ける場合であって

も、同一時点で二か所に勤務しておらず、給与

所得及ぴ退職所得以外の所得金額が20万円以下

の場合には、申告義務は生じない（所法121①

ー、所基通121-4)。

30-5 2か所から給与の支払を受けている者で、 1I 30-5 2か所以上から給与等の支払を受けている場
か所は国内の会社からの給与200万円、もう 1か

所は国外の会社から直接受ける給与が15万円で

ある場合、従たる給与が20万円以下であるた

め、確定申告は不要であるとした。
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合で、その給与等の全部が、源泉徴収対象のも

のである場合には、従たる給与等の支払者から

支払を受ける金額が20万円以下である ときは、

確定申告は不要とされているが、その給与が源

泉徴収対象でない場合には、確定申告が必要と



個人課税関係誤りやすい事例 （所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

なる（所法121①二、所基通121-5 (3))。

30-6 不動産所得を有している給与所得者につい 30-6 確定申告を要しない規定（所法121①)が適用

て、青色申告特別控除（55万円又は65万円））後 されるか否かを判断する場合における「給与所

の不動産所得金額が20万円以下となることか 得及び退職所得以外の所得金額」とは、所得税

ら、確定申告害の提出を要しないとした。 法及びその他法令の規定により確定申告書の提

出等を要件として適用される特例等を適用しな

いで計箕した当該所得金額をいう旨定められて

いる（所基通121-6) ところ、事例の場合の不

動産所得の金額は、確定申告等の提出を要する

55万円（一定の要件を満たす場合は65万円。問

11-21参照）の青色申告特別控除を適用しない

で算定 (10万円の行色申告特別控除額控除後）

した金額が20万円超となることから、確定申告

密の提出を要することとなる（措法25の2①

⑥)。

なお、 10万円の青色申告特別控除額を適用す

る場合には、確定申告書への記載等の手続き要

件はないことから、控除滴用後の所得金額が20

万円以下となる場合には、確定申告害の提出は

要しない。

30-7 給与所得者が提出した医療喪控除を受けるた 30-7 申告密に記載されたところによれば所法121の

めの還付申告宅（所法122)に誤りがあり、正当 規定に該当することとなる者から提出された申

に計算しなおすと還付税額が発生しないので、 告書で第 3期分の税額の記載があるものについ

遠付申告害が撤回できるとした。 てのみ当該申告密の撤回ができる（所基通121-

2)。

そうすると、事例のように還付される税額が

記載されている所法122の規定に該当する確定申

告密の撤回はできないこととなる。

30-8 アパー トの笠付けをしている会社員が不動産 30-8 還付申告密を提出している場合は、所法121

所得の金額が赤字であったとして給与所得と損 及び所基通121-2を適用することはできないの

益通箕を行い、給与所得に係る源泉所得税の遠 で、不動産所得を10万円とする課税処理がなさ

付を受けたが、不動産所得を調査したところ10

万円の所得があることが判明した。この場合

に、所法121《確定所得申告を要しない場合》の

規定の適用があるとした。
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れることとなる（所法121、所基通121-1 (1)、

121-2)。



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

30-9 行色申告の承認を受けていた被相続人の事業 30-9 既に青色申告の承認を受けている被相続人の

を承継した相続人が行色申告の承認を受けるに 事業の承継により、新たに事業を開始する場

は、新たな事業の開始であるから、承継した事

業の開始の日から 2か月以内に青色申告の承認

申請書を提出しなければならないとした。

合、その相続人に係る守色申告の承認申請密

は、相続開始を知った日（死亡の日）から 4か

月を経過する日（準確定申告害の提出期限）と

冑色申告の承認があったものとみなされる日と

のいずれか早い日までに提出すればよいことと

されている（所法144、147、所基通144-1)。

具体的には、次のようになる。

(1) その死亡の日が1月1日から8月31日までの場合

死亡の日から4月以内

（この場合のみなし承認は12月31日）

(2) その死亡の日が9月1日から10月31日までの場合

その年の12月31日

（この場合のみなし承認は12月31日）

(3) その死亡の日が11月1日から12月31日までの場合

翌年2月15日まで

（この場合のみなし承認は翌年2月15日）

30-10 従前から事業的規模に至らない程度の不動産 130-10 所法144に規定する「新たに業務を開始した場

貸付業を営んでいる者が、本年7月に事業所得 合」とは、不動産所得、事業所得又は山林所得

を生ずべき事業を開始した場合に、事業を開始

した日から 2月以内に行色申告承認申請害を提

出したときは、本年分から杏色申告が認められ

るとした。

を生ずべき業務のいずれも営んでいない者が、

いずれかの業務を開始した場合をいう（所法

143、144括弧野）。

したがって、事例の場合は、本年3月15日ま

でに行色申告承認申請害を提出していない限

り、本年分について青色申告によることはでき

なVヽ。

30-11 給与等の支払者が給与所得者等から椋泉徴収 30-11 給与の支払を受けた者の所得税の還付につい

した税額を納付していない場合、その給与所得 ては、源泉徴収義務者が所得税を徴収して国に

者等は還付申告により還付を受けることはでき 納付すべき日に、その納付があったものとみな

ないとした。 ＊ される（所法223)ため、支払者に徴収された源泉
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所得税が未納になっていても、遠付を受けるこ

とができる。

一方、給与自体が未払いの場合は支払金額及

び源泉徴収税額が源泉徴収票に内書され、源泉

所得税が納付されるまで（給与が支払われるま

で）還付が留保される（所法138②)。



個人課税関係誤りやすい事例（所得税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

30-12 未納源泉税額がある還付申告書を提出してい 30-12 「源泉徴収税額の納付届出書」は、国税の徴

た者が、国税の徴収権が消滅した後に、未納状 収権が消滅した後も提出することができる（所

態が解消されたとして、「源泉徴収税額の納付届

出書」を提出して未納源泉税額に係る還付を求

めてきた場合、徴収権が消滅しているため、遠

付することはできないとして届出書を受理しな

かった。

令267①③、通法74)。

30-13 租税条約に基づく所得税等の免除を受けるた I30-13 日中租税協定21条により中国人留学生のその
めの 「租税条約に関する届出書」を提出（租税

条約等実施特例省令8②)しなかったため、給

与収入から所得税等が源泉徴収された中国人留

学生に対して、確定申告をすることにより所得

税等の還付を受けることができるとした。

【31電子申告関係】

生計、教育のために受け取る給付又は所得につ

いては、租税が免除されることとされている

が、租税条約に基づく租税の軽減又は免除を受

けるためには、給与等の支払日の前日までに、

支払者を経由して「租税条約に関する届出笞」

を、その支払者の納税地の所轄税務署長に提出

しなければならない（租税条約等実施特例省令

8②)。

したがって、事例の場合、源泉徴収は適法に

なされていることになるため、受給者が確定申

告により還付を求めることはできない。

ただし、後日、「租税条約に関する届出書」及

び「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求

害」を、支払者を通じて、支払者の納税地の所

轄税務署長に提出することにより、瀕泉徴収さ

れた所得税等の遠付を請求することができる

（租税条約等実施特例省令8③)。

31-1 電子申告に当たって第三者作成害類（給与所 31-1 税務署長は、原則として確定申告期限から5年

得の源泉徴収票や医療牲の領収密等）の添付を 間、その入力内容の確認のために当該害類を提出

省略した者に対し、内容を入力して送信してい

ることから、給与所得の源泉徴収票や医療我の

領収害等の保存は必要ないと説明した。
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又は提示させることができ、これに応じなかった

場合には、確定申告害の提出に当たって当該害類

の提出又は提示をしたことにはならないので、添

付省略とした第三者作成害類についても保存が必

要となる （国税デジタル省令5③⑥⑥)。

（注） 1 平成23年12月の税制改正により増額

更正期間が 3年から 5年に延長された

ことに伴い、保存期間も 5年に延長さ

れた（平成27年国税庁告示第9号）。

2 平成31年4月1日以後、過年分を含

めた全ての所得税の確定申告害の提出

の際、給与所得、退職所得及び公的年
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誤った取扱い 正しい取扱い

金等の源泉徴収票、上場株式配当等の

支払通知密等の添付又は提示を要しな

いこととされている（平31改所法附則

6②)。

31-2 納税者が死亡した場合の準確定申告を電子申 131-2 令和2年分以後の準確定申告を電子申告によ

告により行う場合、相続人全員の電子署名等が り行う場合、申告データを送信する相続人以外

必要であるとした。
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の相続人が申告内容を確認した「準確定申告の

確認害」のイメージデータとともに、申告デー

タを送信する相続人代表の電子証明害を添付し

た上で送信することとなるため、相続人代表以

外の電子署名等は不要である（国税デジタル省

令5①二、令和元年国税庁告示第25号）。



個人課税関係誤りやすい事例（消費税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い 正しい取扱い

【課税範囲】

1 個人事業者（消毀税の課税事業者）が、副業とし 1 消喪税は、国内において事業者が「事業」として

て月額10万円で店舗一戸の笠貨も行っている場合、 対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としてお

この貸店舗の笠笠料は消費税の課税の対象とならな り、この場合の「事業」とは、所得税法上の所得区

いとした。 分にかかわらず、「同種の行為を、反復、継続かつ独

立して遂行すること」をいい、規模を問わないのが

基本的な考え方である。

よって、建物の賃貸を反復、継続かつ独立して遂

行しているものと認められる場合には、その規模の

大小にかかわらず、「事業」として行われる資産の譲

渡等の対価として消我税の課税の対象となる（消法

2①八、 4①、消基通5-1-1)。

2 不動産賃袋業者（消毀税の課税事業者）が、たま 2 消袈税の課税対象となる資産の譲渡等には、その

たま自己の趣味に関する講演を依頼され講演料を受 性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲

領した場合でも、既に消喪税の課税事業者であるこ 渡等（いわゆる付随行為）を含むとされているが、

とから、この講演料を消喪税の課税の対象とした。 事例の場合の講演は不動産賃貸業とは無関係である

から、「その性質上事業に付随」する資産の譲渡等に

は当たらない。

よって、講演活動が反復、継続かつ独立して遂行

しているものと認められない場合には、「事業jとし

て対価を得て行われる資産の譲渡等に該当せず消既

税の課税の対象とはならない（消法2①八、 4①、

消令2③、消基通5-1-1、5-1-7)。

3 個人事業者（消喪税の課税事業者）が、家事用資 I3 家事用資産の売却については、たとえ事業者が
産を売却した場合、事業者が行ったものとして、消

喪税の課税の対象になるとした。

行ったものであっても、「事業として行われる資産の

該渡等」に該当しないことから、課税の対象とはな

らない（消基通5-1-1（注） 1）。

4 建物の投貸借契約の締結に当たって受領する保証 4 貸貸借契約に当たって受領する保証金、権利金、

金や敷金などのうち、契約の終了に伴って返還する 敷金又は更改料のうち、後日に返遠しないものは、

とされているものを、消喪税の課税の対象になると 権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に

した。 該当するが、賃貸借の終了時等に返還するものは、
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一種の預り金であり資産の譲渡等の対価に該当しな

い（消基通5-4-3)。

なお、期間の経過又は契約の終了により返還しな

いこととなる部分の金額がある場合には、返還され

ないことが確定した課税期間において資産の譲渡等
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誤った取扱い 正しい取扱い

の対価となる（消基通9-1 -23)。

5 賃貸マンションの売買の際に、売買当事者間の合 5 不動産売買契約における公租公課の分担金（未経

意に基づき固定資産税 ．都市計画税の未経過分を買 過固定資産税等）は、私人間で行う利益調整のため

主が分担することとなったが、地方公共団体に対し の金銭の授受であり 、不動産の譲渡対価の一部を構

て納付すべき固定資産税等の預り金（不課税扱い） 成するものであるから、固定資産税・都市計画税の

として課税標準に含めなかった。 ＊ 未経過分を含めた譲渡価額のうち、建物部分が課税

の対象となる（消法2①八、 28①、消基通lo-1-6).

6 国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けら 16 保険証の交付を受けられない者が資格証明密によ

れない者が、いわゆる資格証明書により診察を受け

た場合においては、診察料の全額を自己負担しなけ

ればならないことから、自由診療収入として課税売

上げとした。

り自己の喪用負担で受ける診察であっても、当該診

療は国民健康保険法の規定に基づく診察（社会保険

診療報酬）となるため非課税となる（消法別表 1六

イ、消基通6-6 -1(1))。

7 認可外保育施設が行う乳児又は幼児を保育する業 7 平成17年厚生労慟省告示第128号に規定する基準を

務に係る資産の譲渡等は、消我税の課税の対象にな 満たし、各都道府県知事等からその基準を満たす旨

るとした。 の証明笞の交付を受けた認可外保育施設が、上記証

明害の交付を受けた日以降に行う乳児又は幼児を保

育する業務に係る資産の譲渡等は、非課税となる

（消法別表2七ハ、消令14の3-、消基通6-7 -

7の2(1))。

8 取引先の借金の保証を行っていた事業所得者が、 8 消我税が課される「事業として対価を得て行われ

取引先の倒産によりその保証債務の履行を求めら る資産の譲渡」には、その性質上事業活動に付随し

れ、やむなく自分の工場を売却して伯務の履行を て行われる取引も含まれる。

行ったが、この場合、保証伯務の履行のための譲渡 事業の用に供している建物の売却は、付随行為に

であるから、消袈税は課税されないとした。 該当し、資産の譲渡はその原因を問わないのである
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から、たとえ他の者の依務の保証を履行するために

行う資産の譲渡であっても、課税の対象となる（消

法2①八、消令2③、消基通5-1-7(3)、消基通

5-2-2)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

9 笠貸ビルの売却に伴い、 入居者が貸主から受領し 9 建物等の笠借人が貸貸借の目的とされている建物

た賃貸借契約の解除に伴う立退料を課税標準に含め 等の契約の解除に伴い笠貸人から収受する立退料

ていた。 は、笠貸借の権利が消滅することに対する補伯、営

なお、本件の立退料は、いわゆる借家権の譲渡の 業上の損失又は移転等に要する実喪補伯などに伴い

対価に該当しない。 授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当

しない。

なお、借家権の譲渡対価である立退料は、売買目

的となる権利の譲渡対価であり 、課税の対象となる

（消基通5-2-7)。

10 車両燃料の軽油をガソリンスタンドから購入した 10 軽油引取税については、不課税取引であることか

際、ガソリンスタンドからの請求書では、軽油代と ら軽油の購入者は軽油引取税を課税仕入れとするこ

は別に軽油引取税が記載されているにもかかわら

ず、当該軽油引取税を含む全額について、課税仕入

れの対象になるとした。

【非課税取引】

とはできない。

ただし、ガソリンスタンドからの請求書等に、軽

油代と軽油引取税が明確に区分して記載されていな

い場合は、全額が軽油の購入者の課税仕入れの対象

となる（消基通l0-1 -ll)。

11 1月に満たない短期間において更地を貸し付けた 11 土地の譲渡及び袋付けについては非課税とされて

場合、土地の貸付けであるとして非課税とした。 いるが、契約による士地の貸付けに係る期間が 1月

に満たない場合には、課税の対象となる（消法6

①、消令8、消法別表2-、消基通6-1-4)。

12 貸店舗の笠料を地代と家笠に区分する契約を行っ 112 建物その他の施設の貸付け等に伴って土地を使用

ていた場合、土地部分は非課税であるとした。 ＊ させる場合において、建物の笠付け等に係る対価と

土地の貸付けに係る対価を区分しているときであっ

ても、その貸付けは建物等の貸付けであって、建物

の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎ

ないと認められることから、その全体の賃貨料が資

産の笠付けの対価として課税の対象となる（消法6

①、消令8、消基通6-1-5（注） 2）。

13 集合住宅とその敷地内にある駐車場の質貸契約に 13 集合住宅の賃貸において、 1戸当たり 1台分以上

おいて、契約書に家買と駐車場使用料を区分しない の駐車スペースが確保されており 、かつ、車の保有

で箕貸料が記載されている場合は、全て駐車場付き の有無にかかわらず割り当てがある場合で、駐車場

住宅の貸付けとして非課税になるとした。 料金を家賃と区別して収受していない場合に限り、

その全体が住宅の貸付けとして非課税とされる（消
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誤った取扱い 正しい取扱い

法6①、消基通6-13-3)。

14 住宅用として貸し付けている建物の譲渡は、非課 I14 住宅の貸付けが非課税とされるのであり、譲渡に
税になるとした。 ついては課税の対象となる（消法別表2十三）。

15 建物の用途を住宅として貨袋借契約している場I15 消我税法において住宅の貸付けが非課税となるの
合、後日、賃借人が賓貸人に無断で事業所として使

用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入

れに該当するとした。 ＊

は、契約において人の居住の用に使用することが明

らかにされている場合に限られるため、その契約を

変更しない限り当初の契約により非課税となる（消

法6①、同法別表2十三、消基通6-13-8（注））。

したがって、契約変更を行っていない場合には、

賃借人が事業の用に供したとしても、当該建物の借

受けは、賃借人の課税仕入れに該当せず、当該貨借

料を仕入税額控除の対象とすることはできない（消

法2①十二かっこ苦、 30①)。

なお、令和2年4月 1日以後に行われる建物の貸

付けについては、 No.16の事例を参照する。

16 建物を毀貸する際、居住用として笠持すれば非課 I16 令和2年4月1日以後に行われる建物の貸付けに
税であるが、貸貸借契約において貸付けに係る用途

が明らかにされていない（用途を問わない）契約が

締結された場合、居住の用に供することが明らかで

はないため、課税となるとした。

ついて、賃貸借契約において貸付けに係る用途が明

らかにされていない（用途を問わない）契約が締結

された場合であっても、その貸付け等の状況からみ

て人の居住の用に供されていることが明らかな場合

については、非課税となる（消法別表2十三、令2

改消法附則46)。

なお、貸付け等の状況からみて人の居住の用に供

することが明らかな場合とは、例えば、住宅を笠貸

する場合において、住宅の貨借人が個人であって、

当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃

笠人が把握していない場合をいう（消基通6-13-

11(1))。

17 土地の譲渡及び貸付けは非課税であることから、 17 士地の譲渡又は貸付け等に関連する取引であって

これらに伴い収受する仲介手数料についても非課税 も、これらに係る仲介手数料は、売買等のあっせん

とした。 という役務の提供の対価となるので、消喪税の課税

の対象となる （消法6①、消基通6-1-6)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

18 購入していた郵便切手や印紙を、金券ショップに 18 郵便切手や印紙が非課税となるのは、郵便局や印

売却した場合、その代金を非課税とした。 紙売りさばき所など一定の場所における譲渡に限ら

れるから、これら以外の場所における郵便切手や印

紙の譲渡については、消喪税の課税の対象となる

（消法別表2四イ、消基通6-4 -1)。

19 酒類小売店において、ビール券と引き換えにビー 19 物品切手と引き換えに物品を販売したのであるか

ルを販売した場合、物品切手の譲渡に当たるとし ら、販売した時に課税資産の譲渡等を行ったことに

て、非課税とした。 なる（消法別表2四ハ、消令11、消基通9-1 -22)。

【参考】ビール券の取扱い （売買形式により取引をする場合）

① 
ピール券販売

② 
ピール券販売

③ 
ピール券販売

（代金聞求）

⑥ 

（代金閲求）

⑤ ④
 

① 発行者から卸売店への販売
物品切手等の発行は、物品の給付、役務の提供という給付請求権の原始的設

定であり、物品切手等の該渡には該当しない。

したがって、発行者が卸売店に対してビール券を引渡し、代金を受領する行

為は消喪税の課税対象外（不課税取引）となる（消基通6-4-5)。

② 卸売店から小売店への販売

物品切手等の誤渡に該当し、非課税となる（消法別表第二第四号ハ）。

③ 小売店から消費者への販売
②と同様の取扱いとなる。

④ 小売店における引換え
ビール券と引換えにビールを引渡す取引は、課税資産の譲渡に該当し、課税

売上げとなる。
⑤ 小売店から卸売店への引渡し

ビールと引換えられたビール券は、その引換えにより物品切手等ではなくな

り、代金決済のための証拠密類となる。

したがって、引換え済みのビール券の引渡しは資産の譲渡等には該当せず、

消我税の課税対象とはならない。この場合、支払を受ける金額から引換えに給

付したビールの価額を差し引いた金額は、取扱手数料となり、課税対象となる。

⑥ 卸売店から発行者への引渡し

⑤と同様の取扱いとなる。この場合、支払を受ける金額から引換え済みのビ

ール券の引渡しを受けて支払う金額を差し引いた金額は、取扱手数料となり、

課税対象となる。

20 営業所として使用していた土地及び建物を第三者 I20 土地とその上に存する建物を一括して譲渡した場
へ一括譲渡した場合において、売買契約害上、土地

部分と建物部分の対価が区分されておらず、消我税

額の明示もなかったため、譲渡代金全額を非課税と

した。

合には、譲渡代金を土地と建物部分に合理的に区分

した上で、土地部分は非課税、建物部分は課税とな

る（消基通10-1 -5)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

21 ゴルフ会員権の譲渡を有価証券の譲渡として、非 21 消法別表 1二《有価証券等の譲渡》 に規定する有

課税とした。 価証券等には、船荷証券、貨物引換証、含庫証券又

22 ビットコインの譲渡を課税としていた。 ＊

【納税義務者】

23 日本国内に住所又は居所を有しない非居住者が、

日本国内において商品を販売するような場合は、消

喪税の納税義務はないとした。

は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員

権等は含まれない（消基通6-2-2)。

22 ビットコインは、資金決済に関する法律2⑭《定

義》に規定する暗号資産に該当するため、ビットコ

ィンの譲渡は非課税となる（消令9④)。

なお、平成29年6月以前において行った仮想通貨

（暗号資産）の譲渡は消喪税の課税対象となる。

23 国内における課税資産の譲渡等につき、消喪税を

納める義務がある「事業者」とは個人事業者及ぴ法

人をいい、国内において課税賓産の譲渡等を行う限

り、非居住者についても消我税の納税義務はある

（消法4①、 5①、消基通5-1-11)。

24 非居住者である外国人プロ野球選手は、消我税の I24 平成28年4月1日以後に国外事業者（外国人プロ
申告の必要があるとした。 野球選手）が国内で行う芸能 ・スポーツ等の役務の

提供については、「特定役務の提供」と位置付けられ

ており、当該特定役務の提供を受けた国内事業者

（プロ野球球団）が「特定課税仕入れ」として、「リ

バースチャージ方式」により申告・納税を行うこと

となる（消法2①八のニ ・八の五、 4①、 5①、消

令2の2)。

25 令和X3年分の納税義務の判定に当たって、基準期 25 基準期間が免税事業者であった場合には、消喪税

間が免税事業者であり 、かつ、その基準期間の売上 等を納める義務を免除されていたのであるから、そ

高が 1,085万円（自令和Xl年 1月1日至令和Xl年9

月30日の売上iffi810万円、自令和Xl年10月1日至令和

Xl年12月31日の売上高275万円）であった場合、税抜

き計箕をすれば課税売上高が 1,000万円以下となる

ことから、納税義務は免除されるとした。 ＊

103 

の課税売上高には消我税等は含まれていないため、

税抜きにすることはできず、基準期間における課税

売上高は、課税資産の譲渡等に伴って収受し又は収

受すべき金額の全額 (1,085万円）となるから、納税

義務があることとなる（消基通1-4-5、最高裁平

17. 2. 1判決）。
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誤った取扱い 正しい取扱い

26 課税売上高が 1,000万円以下の課税期間は、基準 I26 基準期間の課税売上高が 1,000万円を超える場合

期間の課税売上高が 1,000万円を超える場合であっ

ても、確定申告をする必要がないとした。

には、たとえ課税売上高が 1,000万円以下の課税期

間であっても納税義務は免除されない（消基通 1-4

-1)。

ただし、課税資産の該渡等（特定資産の譲渡等に

該当するもの及び免税となるものを除く。）及び特定

課税仕入れがなく、かつ、納付税額がない課税期間

については、確定申告をする必要がない（消法45①

ただし書、消基通1-4-1（注））。

27 事業者が廃業して 1年経過後に、新たな事業を開 27 個人事業者における基準期間とは、その前々年を

始した場合において、新規事業に係る基準期間にお いうものとされており、新設法人とは異なり、基準

ける課税売上げがないことから免税事業者であると 期間は必ず存在するものである（消法2①十四）。

した。 したがって、個人事業者の納税義務は、事業の継

続性や事業内容の変更の有無に関係なく、基準期間

の課税売上高が1,000万円を超えているか否かで判断

することとなる（消法9①)。

28 令和X年3月に個人事業者Aが死亡したため、 A I 28 自己が事業者でない者又は免税事業者である相続

の相続人である個人事業者BがAの事業を承継した 人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人

が、 A （被相続人）の基準期間の課税売上高が1,000

万円を超えているにもかかわらず、B （相続人）自

身の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であった

ことから、納税義務はないと判断した。

の基準期間における課税売上高により判定する（消

法10①、消基通 1-5-4(1))。

なお、その翌年又は翌々年については、相続人と

被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えてい

るかどうかで判定する（消法10②、消基通 1-5-

4(2))。

おって、いずれの場合も共同相続の場合には、被

相続人の基準期間における課税売上高は、その相続

分に応じた割合を乗じた金額となる（消基通1-5

-5)。

29 問28の個人事業者Bが令和X年 9月に死亡したた 29 自己が事業者でない者又は免税事業者である相続

め、個人事業者Bの相続人である個人事業者C (C 人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人

自身の基準期間の課税売上高は1;000万円以下）は、

Bが第一次相続により Aから相続した事業を更に相

続（第二次相続）した。

この場合、 Cの令和X年課税期間の消喪税の納税

義務の判定上、 A及びBの基準期間の課税売上高を

合計して判断するとした。
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の基準期間における課税売上高により判定する（消

法10①)。

なお、消毀税法上、被相続人が相続により他の被

相続人の事業を承継している場合における納税義務

の判定についての特段の規定はないことから、数次

に渡る相続があった場合には、 それぞれの相続ごと
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誤っ ・た取扱い

《例＞

（嵐位 ．万円）

x-2年 X-1年 X年

cl 700 no 720 
； 免税... 

寛二次相続

Bl 800 810 600 

l 蝶税
.... 

寛一次相挟

A | 1, 200 l. 100 250 

疇

疇

正しい取扱い

に納税義務の判定を行うこととなる。

したがって、事例の場合、第二次相続によるCの

納税義務については、被相続人Bの基準期間におけ

る課税売上高で判断することとなり、被相続人Bの

基準期間の課税売上商が1,000万円以下であることか

ら、 Cは令和X年課税期間の消我税の納税義務は免

除される（消法10①、消基通1-5-4)。

X年の納義務の判定

棺綬人Cのx-2年 : 700万円吝1,000万円

控相硬人Bのx-2年： 800万円;,;1,000万円
⇒ 納税藻務なし

I 
相捜人BのX-2年 ． 800万円 ~l,000万円
捩相綬人AのX-2年 ：I,200万円〉1,000万円
⇒ 相統のあった日の翌日から納税碁務あり

30 前々年（基準期間）の中途で新たに事業を開始し 130 基準期間において事業を行っていた期間が 1年に

た場合、その基準期間の課税売上高を年換算したと 満たない場合であっても、法人とは異なり、課税売

ころで納税義務の判定をした。 上高を 1年に換箕する必要はない（消基通 1-4-

9)。

31 個人事業者の納税義務を判定する場合において、 31 基準期間の課税売上嵩は免税売上げを含めて判定

基準期間における課税売上高に免税売上げを含めな する。

いで判定した。 なお、免税売上げには消袈税は含まれていないの

でその対価を更に税抜きにはできない（消基通 1-

4-2)。

32 令和X3年課税期間に係る消喪税等を更正・決定す 32 調査等により基準期間（事例の場合は令和Xl年

る場合、基準期間である令和Xl年課税期間（年分）の 課税期間）の課税売上高を認定できれば更正 ・決定

所得税等又は消喪税等の確定申告が必要であるとし できるのであって、必ずしも基準期間の所得税等又

た。 は消毀税等の確定申告は要しない。

33 特定期間の判定上、課税売上高に代えて用いるこ I33 特定期間の判定において、用いることができる給
とのできる給与等支払額に未払の給与を含めて計算 与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の対

した。
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象とされる給与、買与等の合計額をいうため、未払

の給与、賞与等は含まれず、また、給与等支払額

は、所得税の課税対象とされる給与、買与等をいう
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誤った取扱い 正しい取扱い

ことから、退職手当や、所得税が非課税となる通勤

手当や旅袈等も含まれない（消基通 1-5 -23)。

34 3月 1日に新規に開業した場合、特定期間の課税 34 個人事業者の特定期間はその年の前年の 1月 1日

売上高は、 3月 1日から 6月30日の課税売上高を4 から 6月30日までと規定されているため、事例の場

月で除し6倍した金額により納税義務を判定すると 合は、 3月 1日から 6月30日の課税売上高により納

した。 税義務を判定する（消法9の2④-)。

35 個人事業者（相続人）が被相続人の事業を相続に 35 相続人の特定期問における課税売上高による納税

より承継した場合、相続人の特定期間の課税売上高 義務の判定は、相続人の特定期間における課税売上

は、相続人と被相続人の特定期間の課税売上高によ 高のみにより行う（消法9の2④-)。

り判定するとした。 ＊

36 免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1I 36 免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1

日から適格請求害発行事業者の登録を受けた場合、 日から適格請求害発行事業者の登録を受けた場合、

令和6年 1月1日以降に行った課税資産の譲渡等及 同日から課税事業者となるため、同日以降に行った

び特定課税仕入れについて申告が必要であると説明 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて申告

した。 ＊ が必要となる（平28改消法附則44④)。

【資産の譲渡等の時期】

37 現実に資産の譲渡等が行われていない場合でも、

前受金、仮受金、預り金等として金銭を受領した場

合は、その時点で消要税が課税されるとした。

37 所法67（小規模事業者の収入及び我用の帰屈時

期）の規定の適用を受ける場合を除き、前受金、前払

金、未収金、未払金等として入出金があっても、その

時点で資産の譲渡等及び課税仕入れ等があったこと

にならず、現実に資産の引渡しやサービスの提供が

あった時点が資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期

となる（消法18、消基通9-1 -27、11-3 -1)。

【課税標準】

38 個人事業者が棚卸資産を通常より安い値段で他に I38 個人事業者の場合、通常より安値で他に販売した
販売した場合、時価を消我税の課税標準とした。 場合であっても、原則、その譲渡した対価の額が課

税標準となる（消法28①、消基通10-1 -1)。

39 棚卸賓産を家事のために消喪したにもかかわら I39 棚卸賓産等を家事のために消挫し、又は使用した
ず、課税の対象としなかった。
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場合には、その家事消喪等の時におけるその資産の

価額を課税標準として課税される。
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誤った取扱い 正しい取扱い

ただし、棚卸資産の家事消我等の場合、事業者の

計上した金額が、課税仕入れの金額以上で、かつ、

通常の売値のおおむね50％以上に相当する場合は、

これを認める（棚卸資産以外の資産の場合は原則ど

おり時価により計上する。） （消法4⑤-、28③、消

基通10-1 -18)。

40 機械の販売に当たって中古機械を下取りした場合 40 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った

において、販売代金から下取り価額を差し引いて課 場合であっても、その課税資産の譲渡等の金額は、

税標準額を計算した。 その下取り前の金額である。

なお、下取りした中古機械については、課税仕入

れに該当し、 仕入税額控除の規定を適用することと

なる（消基通5-1-7(3)、10-1-17)。

41 他の者から販売の委託を受けて資産の譲渡等を 41 受託者の販売行為が委託者に対する役務の提供に

行った場合の消牲税の課税標準を販売した売上金額 該当するため、その報酬（販売手数料）が課税の対

の全額とした。 象になる。

42 課税売上げに係る返品、値引きがあった場合に、

当初の売上額から返品額や値引額を差し引いた金額

を売上げに計上し、課税標準額を計算した。

なお、事例のように課税資産の譲渡等のみを行う

受託者については、販売した受託商品の売上金額を

課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額

を課税仕入れの金額とすることもできる（消基通10

-1 -12(2)なお書）。

ただし、軽減税率実施後は、受託者が行う役務提

供は標準税率の対象となることから、委託販売に係

る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合

には、上記なお密による取扱いの適用はない（軽減

通達16)。

42 課税資産の譲渡等につき返品、値引きなどがあっ

た場合には、課税標準額は返品額や値引額を差し引

かずに言十箕し、返品、値引きなどに係る消喪税額

は、課税標準額に係る消喪税額から、別枠で税額控

除する（消法38①)。

ただし、返品、値引きなどがあった場合に、売上

高から控除する会計処理を継続して行っているとき

は、控除後の売上高を用いて課税標準額を計算する

ことも認められる（消基通10-1 -15、14-1 -

8)。

なお、返品、値引きなどに対する税額調整は、そ
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誤った取扱い

43 免税事業者であったときの課税売上げについて、

課税事業者になってから返品や値引きが生じたが、

これらに係る消喪税額を課税標準額に係る税額から

控除した。

【仕入税額控除】

正しい取扱い

の返品や値引きが発生した課税期間で税額控除する

こととなる。

43 免税期間中に行われた売上げには課されるべき消

毀税等が含まれていないから、課税事業者になって

から返品や値引きが発生しても、税額控除すること

はできない （消基通14-1 -6)。

なお、課税仕入れについても同様の取扱いとなる

（消基通12-1 -8)。

事例とは反対に、課税事業者が免税事業者となっ

た後において課税事業者であった課税期間における

課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返遠を

行った場合にその返還等の金額に係る消牲税額につ

いて税額控除の規定は適用されない（消基通14-1 

-7)。

44 免税事業者から商品を仕入れた場合には、消喪税 44 課税仕入れの相手方には、課税事業者のほか免税

の納税義務者でないから、課税仕入れに該当しない 事業者や消喪者も含まれる（消基通11-1-3)。

とした。

45 免税事業者から課税事業者となる場合や課税事業 I45 免税事業者から課税事業者になった場合、課税事
者から免税事業者となる場合、そのいずれにおいて

も棚卸資産に係る調整を行わなかった。
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業者となった課税期間の初日の前日において有する

棚卸資産のうち、免税事業者であった課税期間中に

国内において行った課税仕入れ又は課税貨物の保税

地域からの引取りについては、その資産に係る課税

仕入れ等の税額をその課税事業者となった課税期間

の課税仕入れ等の税額とみなして仕入れに係る消我

税額の調整を行うこととされている（消法36①)。

ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合

を除き、事業者が棚卸賓産又は課税貨物の明細を記

録した芭類を保存しない場合には、保存のない棚卸

資産又は課税貨物については、適用しないこととさ

れている（消法36②)。

また、課税事業者が免税事業者となった場合は、

新たに免税事業者となった日の前日において有する

賓産のうち、その前日の屈する課税期間中に国内に

おいて行った課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期

間における保税地域からの引取りに係る棚卸資産に
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誤った取扱い 正しい取扱い

該当するものについては、その資産に係る課税仕入

れ等の税額は、その課税期間の仕入れに係る消我税

額の計勾の基礎となる課税仕入れ等の税額には含め

ないこととされている（消法36⑤)。

46 個人事業者が2階建の店舗兼住宅を取得し、 1階 46 家事共用資産を取得した場合は、その家事消要又

を店舗、 2階を居住用として使用する場合、その支 は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しない。

払対価の全額が課税仕入れに該当するとした。 この場合には、支払対価の額をその資産の消袈又

は使用の実態に基づく使用率、使用面和割合等の合

理的な基準によりあん分して計箕する（消基通11-

1 -4)。

47 個人事業者が、土地を売却する際に不動産業者に 47 課税売上割合が95％以上の場合には、非課税売上

支払った仲介手数料は、土地の売上高が非課税であ げに対応する課税仕入れも含めて、その全額につい

ることから、非課税売上げに対応する課税仕入れで て仕入税額控除の対象とすることができる。

あるとしていかなる場合も仕入税額控除ができない

とした。

課税売上割合が95％未満の場合は、課税仕入れに

係る消要税額の全額を控除することはできず、個別

対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法によ

り計箕することとなる（消法30①、②)。

（注）平成24年4月 1日以後に開始する課税期間か

らは、課税売上割合が95％以上であっても、当

該課税期間の課税売上高が5憶円を超える場合

には、個別対応方式か一括比例配分方式のいず

れかの方法により計箕することとなる（消法30

②)。

48 個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な I48 一括比例配分方式を適用した事業者は、 2年間以
方を自由に選択できるとした。 上継続して適用しなければならない（消法30⑤)。

この場合において、一括比例配分方式を適用した

翌課税期間の課税売上割合が95％以上になったこと

により 、課税仕入れの税額が全額控除された場合

も、一括比例配分方式を継続適用したこととなる

（消基通ll-2-21)。

49 仕入税額控除の計算に当たり、 一括比例配分方式 49 国税に関する法律の規定に従っていなかったこと

を選択して確定申告をした後で、計算方法を個別対 又は計算誤りがあったことには該当しないため、更

応方式に変更する更正の請求ができるとした。 正の請求はできない（通法23①)。
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誤った取扱い 正しい取扱い

50 一部、固定的給与部分がある外交員に支払う報酬 50 外交員に対する報酬のうち、所法28①《給与所

を全額課税仕入れに該当するとした。 得》に規定する給与所得に該当する部分について

は、課税仕入れに該当しない（消基通11-2-3)。

51 遠距離通勤の従業員に対し、 1か月当たり 15万円 51 事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち、通

を超える通勤我を支給した場合、その超過額につい 勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税

ては所得税法上の給与として取り扱うため、消喪税 法上非課税とされる金額を超えている場合であって

についても同様に15万円部分のみが課税仕入れの対 も、その全額が課税仕入れに該当する（消基通11-

象になるとした。 6-5)。

なお、通勤我として支給した金額はその全額が通

勤のために通常必要なものである。

52 令和2年11月に住宅の貸付けの用に供するための I52 令和2年10月1日以後、国内において行う居住用

アパート（居住用賃貸建物）を購入した場合、令和

2年課税期間において課税売上げがある場合には、

居住用笠貸建物に係る消喪税の還付を受けることが

できるとした。
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賃貸建物（住宅の貸付けの用に供しないことが明ら

かな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整

対象自己建設高額資産に該当するもの）に係る課税

仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象と

ならない（消法30⑩、令2改消法附則 1イ）。

なお、上記「居住用貨貸建物の取得等に係る仕入

税額控除の制限」の適用を受けた居住用笠貸建物に

ついて、①第三年度の課税期間（注1)の末日にその

居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃

貸建物の全部又は一部を調整期間（注2)に課税笠貸

用（注3)に供した場合、②その居住用貸貸建物の

全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合に

は、仕入税額控除を調整することとなる（消法35条

の2①②、令2改消法附則 1イ）。

おって、令和2年3月31日までに締結した契約に

基づき令和 2年10月1日以後に行われる居住用貨貸

建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用

されない。

（注） 1 居住用賃貸建物の仕入れ等の日の屈する

課税期間の初日以後 3年を経過する日の屈

する課税期間をいう。

2 居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年

度の課税期間の末日までの間をいう。

3 非課税とされる住宅の貸付け以外の抒付け

の用をいう。
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誤った取扱い 正しい取扱い

【簡易課税制度】

53 当課税期間において課税資産の譲渡等に係る売掛 53 売掛金の貸倒れに係る消喪税額の控除は、仕入れ

金について貸倒れが発生したが、簡易課税制度を適 に係る消我税額の控除とは別のものであり、簡易課

用している場合は貸倒れに係る消我税額は控除でき 税制度を適用していても、貸倒れに係る消袈税額を

ないとした。 控除できる（消法39①、消基通13-1 -6)。

54 小売店が販売するものは、販売先が事業者であっ I54 第一種事業の卸売業とは、他の者から購入した商
ても、その売上げは第二種事業に該当するとした。 品を、その性質や形状を変更しないで「他の事業

者」に販売する事業をいうのであるから、販売先が

事業者であれば、小売店が販売するものであっても

卸売業となり、第一種事業に該当する（消令57⑥)。

55 塗装工事業は、他人の所有物を塗装し加工賃等を 55 塗装工事業は、日本標準産業分類によると「建設

対価とするものであるから、第四種事業に該当する 業」に該当し、塗料等の資材を自ら調達する限り 、

とした。 第三種事業に該当する。

ただし、他人が調達した塗料を塗装するだけの場

合は「加工笠その他これに類する料金を対価とす

る」ものに該当することから、第三種事業からは除

かれ、第四種事業に該当する（消令57⑤三、消基通

13-2 -4)。

56 卸売業を営んでいる者が事業に使用していた固定 56 事業者が自己において使用していた固定資産等の

資産を譲渡した場合、この事業用固定資産の譲渡 譲渡を行う事業は、第四種事業に該当する（消基通

も、第一種事業に該当するとした。＊ 13-2 -9)。

57 「股業、漁業、林業」のうち、「飲食料品の譲渡」 1 57 消卦税の軽減税率制度が実施された令和元年10月

に係る事業区分を令和元年10月1日以後についても

第三種事業に該当するとした。

1日以後、「脹業、漁業、林業」のうち、「飲食料品

の譲渡」に係る事業区分が第三種から第二種に変更

されている（平28改消令附則11の2①)。

58 駐車場貸付業は第五種事業に該当するとして、令 58 平成27年4月1日以後に開始する課税期間につい

和X年課税期間分の仕入れに係る控除消毀税額を計 ては、不動産業は第六種事業（みなし仕入率40%)

算した。＊ として仕入れに係る控除税額を計算する（消令57⑤

五）。
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誤 つ た 取 扱 vヽ 正 し vヽ 取 扱 vヽ

事業の種類
みなし仕入れ串 みなし仕入れ率

1改正前1 【改正後※l

卸売業

／ 
90̀ 90~ 
（第一種） （第一権）

小売業
801' 80% 
（第二種） （第二種）

製造業
70 70 
（第三稽） （第三種）

飲た店業、その他の事業
60% 

6”‘ （第四稚）
その他事業

（第四積） 501' 
金隠栗及び保験業

（第五種） ＇ 

述輪通信菜、サービス菜 5011 

サービス業
（飲fl:I苫業を除く） 50裕 （第五権）

不動産業
（第五楢） 40¥ 

（第六権）

※平成27年4/11日以後に開始する鰈税間間から適Jllされム

59 簡易課税制度（第五種事業）を適用している歯科 59 第五種事業に該当する医療を営む事業者が診療の

医師が、患者から取り外した金冠の売却代金を申告 過程で生じた不要物の譲渡を行う事業は、「他の者か

していなかったため、金冠の売却代金を第一種事業 、．ら購入した商品をその性質及び形状を変更しない

として修正申告害を提出させた。 で」販売する事業には該当しないことから、第一種

【申告等】

事業（卸売業）には該当せず、第四種事業に該当す

ることとなる（消令57⑤六）。

なお、2以上の事業を営む事業者が、課税資産の

譲渡等について事業ごとの区分をしていない場合に

は、その者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率

を適用することとなるので、金冠の売却代金が他の

収入と区分されていない場合には、金冠の売却代金

の事業区分は第五種事業に該当することとなる（消

法37①-、消令57④四、消基通13-3 -1)。

60 期間特例の適用を受けている事業者の各課税期間 60 期間特例の適用を受けている事業者の各課税期間

の確定申告期限は、全ての課税期間において、その の確定申告期限は、次のとおりである（消法19、45

課税期間終了後2月以内とした。 ①、措法86の4①)。

区分 確定申告の期限

原則 翌年の3月31日

1~3月分
各期間の末日の

課 4~6月分
税
3月特例

7~9月分
翌日から 2月以内

期 10~12月分 翌年の3月31日
問

1月分から11月分
各期間の末日の

特 翌日から2月以内
例 1月特例

12月分 翌年の3月31日

61 被相続人の確定申告書 （準確）の提出先を相続人 I61 課税事業者である個人事業者が課税期間の中途で
の納税地の税務署とした。 死亡した場合、その相続人は、その相続のあったこ
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誤った取扱い 正しい取扱い

とを知った日の翌日から4月を経過した日の前日ま

でに、被相続人の消袈税及び地方消喪税の確定申告

害を提出しなければならず、その場合の納税地は、

被相続人の納税地の税務署に提出することとなる

（消法21③、 45②③、 59)。

62 税込経理方式を適用している事業者が、令和X年 62 修正申告により納付すべきこととなる消喪税額

課税期間の修正申告に伴い納付すべき、こととなった は、その申告密を提出した年分の必要経喪となる

消喪税について、令和X年分の事業所得の必要経袈 （平元． 3.29付直所3-8 「消喪税法等の施行に伴

に算入する旨の更正の請求をさせた。 う所得税の取扱いについて」 7参照）。

63 令和X年課税期間の還付申告密（中間還付を除 63 遠付申告杏（中間遠付を除く。）については、「消

く。）について、「消喪税の遠付申告に関する明細む 我税の遠付申告に関する明細害（個人事業者用）」の

（個人事業者用）」の添付は義務ではないとした。 添付義務がある（消規22③)。

【届出等】

64 簡易課税制度を適用している事業者が、基準期間 I64 簡易課税制度を適用している事業者の基準期間に
の課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者と

なった後、再び課税事業者になったときに、仕入れ

に係る消我税額の計箕を簡易課税によらず、一般課

税により行った。

おける課税売上高が5,000万円を超えることにより、

その課税期間について同制度を適用することができ

なくなった場合又はその課税期間の基準期間におけ

る課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者と

なった場合であっても、その後の課税期間におい

て、基準期間の課税売上高が1,000万円を超え5,000

万円以下となったときには、当該課税期間の初日の

前日までに「簡易課税制度選択不適用届出忠」を提

出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用さ

れることとなる（消基通l3-1 -3)。

（注）「事業廃止届出密」が提出された場合は、「消

牲税課税事業者選択不適用届出害」、「消喪税課

税期間特例選択不適用届出密」、「消究税簡易課

税制度選択不適用届出密」又は「任意の中間申

告忠を提出することの取りやめ届出害」の提出

があったものとして取り扱われる（消基通 1-

4 -15)。

65 相続により、課税事業者を選択していた被相続人 65 被相続人が提出していた「消袈税課税事業者選択

の事業を承継した場合において、「消我税課税事業者 届出書」の効力は、事業を承継した相続人には及ば

選択届出眼の効力も相続人に承継されるとした。 ない（消基通 1-4 -12)ため、相続人が課税事業
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誤った取扱い

66 課税事業者を選択していた被相続人Bの事業を、

相続により承継したA （既事業者、免税事業者）

が、課税事業者を選択する場合、相続のあった日の

屈する課税期間の翌課税期間からしか選択できない

とした。

正しい取扱い

者を選択する場合は、新たに「消喪税課税事業者選

択届出害」を提出する必要がある。

なお、 「消跨税課税期間特例選択届出害」、「消喪税

簡易課税制度選択届出害」及び「任意の中間申告忠

を提出する旨の届出書」についても同様である（消

基通3-3-2、13-1 -3の2、15-1 -1の4)。

66 既事業者（免税事業者）が課税事業者を選択する

場合、その適用を受けようとする課税期間が開始す

る前までに 「消喪税課税事業者選択届出書」を提出

しなければならないが、その適用を既に受けていた

被相続人の事業を承継した場合に、相続人が相続の

あった日の屈する課税期間中に 「消袈税課税事業者

選択届出密」を提出したときは、相続のあった日の

属する課税期間から適用を受けることができる（消

法9④、消令20二、消基通 1-4 -12(2))。

67 事業専従者が事業を相続した場合、被相続人の基 I67 相続があった場合の納税義務免除の特例（消法

準期間の課税売上高が5,000万円を超えていることか

ら、簡易課税制度は選択できないとした。 ＊

10、問28参照）は、納税義務の有無を判断する場合

の規定であり、被相続人の基準期間の課税売上高は

簡易課税制度の5,000万円基準（消法37①)の判定に

影蓉しない（消法10、37)。

68 従来から貸地業を行っていた者が、ある年から新 I68 事業者が、課税資産の譲渡等に係る事業を開始し

たに貸ビル業も行うこととなったので、課税事業者

を選択する旨の届出害をその年に提出したが、その

年は事業を開始した日の属する課税期間ではないの

で、翌課税期間から課税事業者となるとした。＊

た日の屈する課税期間に「消喪税課税事業者選択届

出書」を提出した場合には、その課税期間から届出

の効力が生じる（消法9④、消令20-)。

なお、従来から非課税資産の譲渡等に係る事業を

行っていたとしても、新たに課税資産の譲渡等に係

る事業を開始した場合には、当該課税資産の譲渡等

に係る事業を開始した日が 「事業を開始した日」と

なるため、当該課税期間から課税事業者を選択する

ことができる。

69 期間特例 (3月）の適用を2年以上受けていた事 69 期間特例の適用を受けていた事業者が、「課税期間

業者が、令和X年 1月21日に不適用届出害を提出し 特例選択不適用届出芯」を提出した場合は、その提

た場合、令和X年1月 1日から原則的な課税期間に 出した日の屈する課税期間（短縮された課税期間）

戻るとした。 の末日の翌日から課税期間特例選択が不適用となる
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誤った取扱い 正しい取扱い

ため、事例の場合は、令和X年4月 1日から原則的

な課税期間に戻ることとなり 、令和X年4月 1日か

ら12月31日までが一の課税期間となる（消法19③④

⑤)。

なお、「課税期間特例選択届出害」を提出した場合

は、原則として、提出した日の屈する課税期間の翌

課税期間の初日以後に短縮の効力が生ずることとな

るため、課税期間の初日からその効力が生じた日の

前日までの期間が一の課税期間とみなされる（消法

19②)。

70 課税事業者が「消跨税簡易課税制度選択届出密」 70 平成28年4月 1日以後、事業者が、事業者免税点

を提出し、その後、同一課税期間中に高額特定資産 制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中

を取得したにもかかわらず、翌課税期間から簡易課 に高額特定資産を取得した場合には、その取得の日

税制度が適用できるとした。 ＊ の屈する課税期間の初日から同日以後3年を経過す

る日の屈する課税期間の初日の前日までの期間は簡

易課税制度選択届出密を提出することができない

（消法12の4①、 37③)。

なお、高額特定資産の取得の日の屈する課税期間

の初日から取得の日までの間に簡易課税制度選択届

出密を提出した場合には、その届出密の提出はな

かったものとみなされる（消法37④)。

71 免税事業者である個人事業者が、令和 7年 1月 1 71 免税事業者が、令和5年10月 1日から令和11年 9

日から適格戟求杏発行事業者の登録を受けようとす 月30日までの日の属する課税期間中に適格請求密発

る場合、登録申請密と併せて課税事業者選択届出芯 行事業者の登録をし、課税事業者になる場合には、

の提出が必要であると説明した。 ＊ 課税事業者選択届出害の提出は不要である（平28改

消法附則44④、平30.6. 6付課軽2-8ほか5課共同

「消喪税の仕入税額控除制度における適格請求書等

保存方式に関する取扱通達の制定について（法令解

釈通達）」 5-1）。

72 国土交通省にタクシー業の許可申請を行い、許可 72 国内において課税資産の譲渡等を行い又は行おう

を取得次第、適格請求害発行事業者（インボイス発 とする事業者であって、第57条の4第 1項に規定す

行事業者）としてタクシー業を開業予定である個人 る適格請求書の交付をしようとする事業者は、税務

事業者について、開業前に 「適格請求密発行事業者

の登録申請書」を提出することはできないとした。
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署長の登録を受けることができることとされている

（消法57の2①)。

また、事業を遂行するために必要な準備行為を

行った日の属する課税期間において、当該準備行為



個人課税関係誤りやすい事例 （消費税法関係） 【令和6年版】

誤った取扱い

【輸出物品販売場】

73 金地金は免税対象になるとした。

正しい取扱い

を行う個人は事業者に該当する（消令20-、平成27

年 6月11日裁決、平成29年 6月16日裁決）

したがって、現実に収入を得ることとなる 日 （い

わゆる開業日）前であっても、当該準備行為を行っ

ているのであれば、事業者として 「適格請求害発行

事業者の登録申請密」を提出することは可能であ

る。

73 免税販売の対象となる物品から「金又は白金の地

金」は除かれている（消法8①、消令 18②-)。

74 税抜価格が4,800円の化粧品（消耗品）が免税販売 74 消耗品を販売している場合に免税対象となるの

できるとした。 は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場

における 1日の販売額の合計が税抜価格で5千円以

上50万円までのものに限られる。

よって、税抜価格4,800円の消耗品のみを販売する

場合は、免税の対象とならない（消法8①、消令18

⑭二）。

75 税抜価格が4,800円の時計（一般物品）が免税販売 75 一般物品を販売している場合においては、同一の

できるとした。 非居住者に対する同一の輸出物品販売場における 1

日の販売額の合計が税抜価格で5千円以上のものに

限られる。

よって、税抜価格4,800円の一般物品の販売は免税

の対象とならない。

なお、消耗品の場合と異なり、 一般物品について

は上限金額の設定がないことに留意する（消法8

①、消令18⑭二）。

76 税抜価格が51万円の「必要最小限の乾電池が付属 76 一般物品と消耗品が一の資産を構成している場合

された電化製品」は消耗品に該当するため、免税販 は、消耗品として免税手続を行う こととなるが、こ

売できないとした。
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こでいう「一般物品と消耗品が一の資産を構成して

いる場合」とは、一般物品と消耗品とを組み合わせ

て一の商品としている場合をいう。

一方で、一般物品の機能を発揮するために通常必

要な消耗品が当該一般物品に付屈されている場合

は、「一般物品と消耗品が一の資産を構成している場
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誤った取扱い 正しい取扱い

合」には該当せず、一般物品に該当することとなる

（消法8①、消令 18④、消基達8-1-3)。

77 スーツ本体が10万円、裾直し8千円の取引を行っ 77 免税販売の対象となるのは物品の譲渡に限られる

た場合において、裾直し部分も含めて免税対象にな ため、役務の提供に該当する取引は免税の対象とな

るとした。 らない（消法8①)。

78 事業用又は販売用として購入することが明らかな 78 免税販売の対象となる物品は、輸出するために購

物品であっても、他の要件を満たしていれば免税対 入される物品のうち、通常生活の用に供する物品と

象になるとした。 されている。

よって、事業用又は販売用として購入されること

が明らかな物品を免税販売することはできない（消

法8①、消令 18②二）。

なお、事業用又は販売用として購入することが明

らかなものに当たるかどうかについては、販売回

数、販売数伍、販売金額、支払方法等を総合勘案し

て判断することとなる（広島嵩裁平25.10. 17判決）。

79 輸出物品販売場において、本邦に入国後 1年以上 79 輸出物品販売場において免税購入が可能な者（免

経過している外国人に対して免税販売を行った。 税購入対象者）は、外為法6①六に規定する非居住
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者のうち一定の者に限られている。

また、外国人については、本邦に入国後、 6月以

上経過するに至った者については、居住者として取

り扱われるところ（「外国為替法令の解釈及び運用に

ついて」（昭和 55年 11月29日付蔵国第4672号））、

事例の場合、入国後 1年以上経過しており、そもそ

も外為法上の非居住者に該当しないことから、当該

外国人は免税購入をすることができない。

なお、令和5年3月 31日以前は、外為法上の非居

住者であれば免税購入が可能とされていたが、免税

購入対象者の範囲及びその確認方法を明確化する観

点から税制改正が行われ、令和5年4月 1日以後、

免税購入対象者は、外為法上の非居住者のうち、短

期滞在、外交、公用など一定の在留資格又は上陸許

可の者（注）とされたほか、原則として、旅券のみ

を確認することにより免税購入対象者の判定が可能

となった。

（注）上記は外国人の場合であり、 日本人の場合、

外為法上の非居住者のうち、国内以外の地域に

2年以上住所又は居所を有する者であることが
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誤 つ た 取 扱 vヽ 正 し "‘ 取 扱 vヽ

在留証明等により確認された者が免税購入対象

者となる。
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